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（１）現況 

 ① 大学名 

         国立大学法人東京農工大学 

 

 ② 所在地 

        大学の本部：東京都府中市晴見町 

     府中キャンパス：東京都府中市幸町 

     小金井キャンパス：東京都小金井市中町  

 

 ③ 役員の状況 

     ○学長名 

      宮田清藏（平成 13 年 5 月 1 日～平成 17 年 4 月 30 日） 

 小畑秀文（平成 17 年 5 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日） 

○理事数 4 名 

○監事数 2 名（うち 1 名非常勤） 

 

 ④ 学部等の構成 

   ○学部 

     農学部 

     工学部 

 

    ○大学院    

      共生科学技術研究院（研究組織） 

      工学府（博士前期・後期課程） 

      農学府（修士課程） 

       生物システム応用科学府（博士前期・後期課程） 

       連合農学研究科（博士課程） 

     技術経営研究科（専門職学位課程） 

 

    ○センター・附属施設等 

       図書館、大学教育センター、産官学連携・知的財産センター、国際セ

ンター、総合情報メディアセンター、保健管理センター、遺伝子実験

施設、機器分析センター、環境管理施設、放射線研究室、女性キャリ

ア支援・開発センター、キャリアパス支援センター、学生活動支援セ

ンター、農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センタ

ー、農学部附属家畜病院、農学部附属硬蛋白質利用研究施設、工学部

附属繊維博物館、工学部附属ものづくり創造工学センター 

○ 大学の概要  （19 年度末現在）  

 

⑤ 学生数及び教職員数    （平成 19 年 5 月 1 日現在） 

  ○学部・研究科等の学生数      （留学生数を（ ）書きで内数記載） 

        農学部            1478 名   （6）        

      工学部            2603 名   （72） 

 

      工学府              936 名   （83） 

     農学府                420 名   （82） 

      生物システム応用科学府        223 名  （23） 

        連合農学研究科          273 名  （108） 

     技術経営研究科         104 名    （0） 

 

  ○教員数 

        学長・副学長            5 名        

      大学院（共生科学技術研究院）  394 名 

      その他             45 名 

    計                444 名 

 

     ○職員数 

      事務系職員          162 名  

      技術技能系職員         54 名   

     医療系職員             1 名   

     教務系職員             5 名   

      計              222 名   

 

 

 

 

（２）大学の基本的な目標等 

 

大学の基本的な目標 

 

本学は、広汎な学問領域における急激な知の拡大深化に対応して教育と研

究の絶えざる質の向上を図り、20 世紀の社会と科学技術が残した「持続発展

可能な社会の実現」の課題を正面から受け止め、農学・工学及びその融合領

域における教育研究を中心に社会や環境と調和した科学技術の進展に貢献す

ることを目的とする使命志向型の科学技術大学を構築することを目標とす

る。 
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使命志向型の科学技術大学として、 

○ 教育においては、知識伝授に限定されず、知の開拓能力・課題解決能力の育

成を主眼とし、高い倫理性を有する高度専門職業人や研究者を養成すること

を目標とする。 

○ 研究においては、学術の展開や社会的な要請に留意しつつ、自由な発想に基

づく創造的研究に加えて、社会との連携により総合的・学際的な研究も活発

に展開し、社会的責任を果たすことを目標とする。 

○ 教育と研究の両面で国際的な交流・協力を推進し、世界に学び世界に貢献す

ることを目標とする。 

○ 本学は、教育研究と業務運営の全活動について、目標・計画の立案と遂行状

況の点検評価を実施・公表し、開かれた大学として資源活用の 適化を図り、

全学の組織体制と活動内容の絶えざる改善を図ることを目標とする。 

 

 

大学の特徴 

 

 本学は、明治７年（1874 年）に設置された内務省勧業寮内藤新宿出張所農事

修学場及び蚕業試験掛をそれぞれ農学部、工学部の創基とし、1949 年に大学と

して設置され、前身校を含め 130 年にも及ぶ歴史と伝統を有する大学である。

本学は、この建学の経緯から、人類社会の基幹となる農業と工業を支える農

学と工学の二つの学問領域を中心として、幅広い関連分野をも包含した全国で

も類を見ない特徴ある科学技術系大学として発展し、また、安心で安全な社会

の構築や新産業の展開と創出に貢献しうる教育研究活動を行ってきた。 

本学は、20 世紀の社会と科学技術が顕在化させた「持続発展可能な社会の実

現」に向けた課題を正面から受け止め、農学、工学及びその融合領域における

自由な発想に基づく教育研究を通して、世界の平和と社会や自然環境と調和し

た科学技術の進展に貢献するとともに、課題解決とその実現を担う人材の育成

と知の創造に邁進することを基本理念とする。 

本学は、この基本理念を「使命志向型教育研究－美しい地球持続のための全

学的努力｣(MORE SENSE:Mission Oriented Research and Education giving 

Synergy in Endeavors toward a Sustainable Earth)として『大学憲章』に掲

げ、自らの存在と役割を明示して、21 世紀の人類が直面している課題の解決に

真摯に取り組む。 
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（３）大学の機構図 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
監査室
(事務組織)

※６：　既存の工学部付属機械工場の設備を充実させ、平成19年４月より新たに工学部付属ものづくり創造工学センターを新設した。

小金井地区学生サポートセンターチーム

府中地区学生サポートセンターチーム

小 金 井 地 区 総 務 チ ー ム

附

属

施

設

府 中 地 区 会 計 チ ー ム

※５：　平成19年11月より新たに学生活動支援センターを設置した。（本実績報告書115頁：特記事項「２.学生生活の充実」を参照）

※２：　連合農学研究科は、平成18年度までの３専攻（生物生産学, 生物工学, 資源･環境学）から、平成19年度に５専攻（生物生産科学, 応用生命科学, 環境資源共生科学, 農業環境工学, 農林共生社会科学）へと改編

府 中 地 区 総 務 チ ー ム

工 学 部 附 属 繊 維 博 物 館

農 学 部 附 属 硬 蛋 白 質 利 用 研 究 施 設

事　　　務　　　組　　　織

農 学 部 附 属 家 畜 病 院

国 立 大 学 法 人 東 京 農 工 大 学 機 構 図

（ 研 究 組 織 ）

工 学 府
大
学
院

研
究
院

学
 

府
農 学 府

機 器 分 析 セ ン タ ー

女 性 キ ャ リ ア 支 援 ・ 開 発 セ ン タ ー

学
部

農 学 部

工 学 部

図 書 館

入 試 チ ー ム

（※３）

※３：　留学生センター（学内共同教育研究施設）を廃止し、平成19年11月より新たに国際センターを設置した。（本実績報告書116頁：特記事項「4.社会連携・地域貢献、国際交流等の推進」を参照）

※４：　平成19年10月より新たにキャリアパス支援センターを設置した。（本実績報告書115頁：特記事項「２.学生支援の充実」を参照）

環境管理施設

放射線研究室

遺 伝 子 実 験 施 設

工学部附属ものづ くり 創造工学センター

共
同
利

用
施
設

（※６）

大 学 教 育 セ ン タ － 担 当 室

（※４）

（※５）

国 際 セ ン タ ー

保 健 管 理 セ ン タ ー

学 務 チ ー ム

学 生 支 援 チ ー ム

キ ャ リ ア パ ス 支 援 セ ン タ ー

学 生 活 動 支 援 セ ン タ ー

財 務 企 画 チ ー ム

環境安全・衛生管理チーム

人 事 チ ー ム

研究支援・産学連携チーム

国 際 事 業 推 進 チ ー ム

留 学 交 流 推 進 チ ー ム

学
　
長

農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター

学
内
共
同

教

育
研
究
施

設
総 合 情 報 メ デ ィ ア セ ン タ ー

（ 専 門 職 学 位 課 程 ）

岐阜大学大学院連合獣医学研究科（博士課程・獣医学専攻）

経営協議会

役員会

監 事

教育研究
評議会

小 金 井 地 区 会 計 チ ー ム

（事務組織）

広 報 ・ 社 会 貢 献 チ ー ム

学 術 情 報 チ ー ム

産 官 学 連 携 ・ 知 的 財 産 セ ン タ ー

資 産 管 理 チ ー ム

キ ャ ン パ ス 整 備 チ ー ム

大 学 教 育 セ ン タ ー

総 務 チ ー ム

（※２）

（ 博 士 前 期 課 程 ・ 博 士 後 期 課 程 ）

共 生 科 学 技 術 研 究 院

生物システム応用科学府

（※１）

※１：　平成16年度の改組再編により、教育組織と研究組織を分離し、本学のほとんどの教員は研究組織である「共生科学技術研究院」に所属し、各学府を兼務している。

計 画 評 価 チ ー ム

連 合 農 学 研 究 科

（ 修 士 課 程 ）

（ 博 士 前 期 課 程 ・ 博 士 後 期 課 程 ）

技 術 経 営 研 究 科

（ 博 士 課 程 ）
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本学は、「MORE SENSE」に集約して表現される基本理念に基づき、農学、工学

及びその融合領域における教育研究を通して、社会や自然環境と調和した科学技

術の進展に貢献し、その課題を担うべき人材を養成することを目的としている。

そのため、｢使命志向型教育研究｣を遂行しうる科学技術大学を構築することを目

標に、以下の経営戦略により大学運営を進めている。 

（１） 大学院を再編し、その実質化を通して、科学技術系大学院基軸大学とし

てより存在感のある大学へ転換すること。 

（２） 人や予算の配分の見直しと重点化により教育力・研究力がより向上した

効率的な組織体へ転換すること。 

（３） 外部資金のより一層の増加を通して、経営基盤の強化と教育研究の高度

化・活性化を実現すること。 

（４） 産学官連携や広報活動の戦略的強化を通して、知の創造体として本学の

社会貢献を強化すること。 

本学は、上記の通り、平成 16 年度の法人化を契機として、学長を中心に経営

戦略を明確にし、高い目標を掲げて積極的に改革に取り組んでいる。平成 16 年

度における多様かつ意欲的な組織設計及び制度改革に基づき、改革の実現に向け

て取組を開始し、平成 17～18 年度には、さらなる業務運営上のシステム改革、

教育研究における質の維持・向上等に係る取組を積極的に推進した。 

その結果、平成 19 年度には、これらの取組の実績・成果等に基づき申請した

９件の教育プログラムが文部科学省の国公私立大学を通じた大学教育改革の支

援プログラム等に採択される等の結実をみた。また、本学は産学官連携活動を大

学の個性・特徴を活かす事業として力を入れており、平成 15 年度からの「大学

知的財産本部整備事業」から「スーパー産学官連携本部事業」（平成 17 年度）、

「国際的な産学官連携の推進体制整備事業」（平成 19 年度）の下に、産学官連携

活動の拡大を図っている。今後、大学全体の国際化戦略に基づき、国際的産学官

連携活動を発展していく。以上の教育研究活動の成果は、「若手人材育成拠点の

設置と人事制度改革」及び「理系女性のエンパワーメントプログラム」（平成 18

年度）の採択に代表されるシステム改革に伴う公募型競争的資金を積極的に活用

して一層の推進を図る等、平成 16～19 年度までの継続的かつ柔軟な業務運営面

における組織運営・人事・財務等の諸改革にその基礎を置いている。  

第１期中期目標・中期計画の残りの期間（平成 20～21 年度）は、総仕上げの

期間として位置づけて、その目標・計画の達成に向けて努力するとともに、自己

点検・評価を含む評価結果を踏まえて次期中期目標・中期計画を策定し、本学の

目標の実現のためさらなる発展を目指していくこととしている。 

 

 

 

◎ 項目別状況 

 

Ⅰ．業務運営・財務内容等の状況 

 

業務運営の改善及び効率化に関する取組状況 

■学長を中心とした大学運営の推進 

 本学の目指す基本理念の実現を念頭とした企画立案の迅速化と支援体制の具

体化を促進する目的で、学長を本部長とする「大学戦略本部」とともに学長直轄

の「戦略企画室」を平成 20 年度から設置することとした。同本部では、「国際戦

略」、「教育企画」、「研究・産学官連携」の 3つのタスク・フォースを中心に常に

方向性を確認しつつ、国際的な教育研究拠点大学を目指している。 

また、学長のリーダーシップの下、企画執行体制の充実を図るため、学長が諮

問した特命事項について検討する WG を学長の下に設置し、答申等を学長に提出

した。（本実績報告書 28 頁:特記事項｢学長を中心とした大学運営の推進」を参照） 

 

■学長主導による戦略的資源配分 

 学長のリーダーシップの下、「教育力・研究力向上のための措置」として、計

画的に人的資源を再配分した。また、全学的な視点から戦略的な教育研究プロジ

ェクト等を実施するため、大学戦略経費（学長裁量経費）を優先的に確保してい

る。（本実績報告書 28,29 頁：特記事項｢学長主導による戦略的資源配分｣を参照） 

 

■業務運営の効率化 

事務組織については、平成 16 年度に部課制からグループ・チーム制へと移行し、

その後も定期的な評価、見直しを行っている。（本実績報告書 28 頁：特記事項「グ

ループ・チーム制の導入」を参照） 

 

■人事制度の見直しと適正化 

 学長主導により、平成 18 年度に科学技術振興調整費に「若手人材育成拠点の

設置と人事制度改革」及び「理系女性のエンパワーメントプログラム」が採択さ

れた。これに伴い、テニュアトラック制度の導入や女性キャリア支援等、様々な

取組を行っている。（本実績報告書 28 頁：特記事項「有能な若手教員及び外国人・

女性教員の採用等」を参照） 

また、「選択定年制度」等の新たな人事制度を制定し、運用を開始している。

（本実績報告書 31 頁：共通事項｢法人としての総合的な観点から戦略的・効果的

な資源配分が行われているか。｣を参照） 

 

財務内容の改善に関する取組  

■家畜病院の整備及び診療収入の増加 

獣医学教育の充実及び診療報酬の増加を図るため、家畜病院の整備を民間金融

◎ 全体的な状況
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機関からの長期借入金により整備することとした。なお、診療収入については、

各年度とも中期計画で目標とした収入額（平成 12 年度からの過去３年間の平均

収入額より 50％増加）を大きく上回った。（本実績報告書 42,43 頁：特記事項「家

畜病院の整備及び診療収入の増加」を参照） 

 

■競争的資金獲得の支援状況 

支援体制を強化するため、専門性の高い能力を持った人材を採用・配置し、

様々な競争的資金獲得の支援を行っている。また、産学官連携を推進するため、

「産官学連携奨励制度」を平成 19 年度より導入した。（本実績報告書 42 頁：特

記事項「競争的資金獲得の支援状況」参照） 

 

■収入を伴う事業の強化 

農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター（以下、「FS セ

ンター」と記載。）の生産物販売を強化するため、アンテナショップ「農工夢市

場」を学内に設置し、販売を行っている。また、同センターにおいて生産され

た、米・いも・麦を原料とした農工大ブランドの焼酎（商品名「賞典禄」）を開

発・製品化し、一般販売を開始した。（本実績報告書 42,43 頁：特記事項「収入

を伴う事業の強化」参照） 

 

自己点検・評価及び情報提供に関する取組状況 

■自己点検・評価体制の整備及び自己点検・評価の実施と第三者評価 

役員会の下に「全学計画評価委員会」を設置し、計画の立案と点検評価を一

元的に実施する体制を整備した。また、全学計画評価委員会の下に設置された

「全学自己点検・評価小委員会」において自己点検・評価を実施し、それに基

づき、第三者評価（平成 18 年度 大学機関別認証評価）を受審している。これ

らの評価において改善が必要とされた事項については、全学計画評価委員会に

おいて改善措置を検討している。（本実績報告書 49 頁：特記事項「自己点検・

評価体制の整備」「自己点検・評価の実施と大学機関別認証評価の受審」を参照）

上記の組織に対する評価体制とともに、教員個人レベルの評価に対する全学

組織として、学長を議長とする「全学教員活動評価委員会」を設置した。本組

織の下で、教育、研究、社会貢献・国際交流、管理運営の諸活動を適正に教員

個人の自己点検・評価に基づき評価する「教員活動評価」を平成 19 年度に試行

した。（本実績報告書 29 頁：特記事項「教職員の評価」を参照） 

 

■情報の公開 

Web ページにおいて、教職員活動データベースを利用した「研究者情報検索」

や研究シーズを掲載した「研究シーズ集」等により研究者情報を公開している。

（本実績報告書 50 頁：共通事項「情報公開の促進が図られているか。」を参照）

 

■広報活動における情報発信の実施 

 広報誌や Web、新聞等の多様な媒体を活用して、学外者に向けた情報発信を

行ったほか、平成 17 年度には大学ブランディング事業（プロジェクト「UP 農

工大」）を行った。入試広報については、キャンパスツアーを実施するとともに、

その質の向上、改善等を検討している。（本実績報告書 49 頁：特記事項「広報

活動における情報発信の実施」参照） 

 

その他の業務運営 

■施設設備の整備等に関する取組状況 

府中・小金井両キャンパスの施設設備については、調査・点検を実施し、整

備計画に沿って順次整備を実施している。特に、キャンパス・アメニティの向

上については、大学戦略経費（学長裁量経費）により重点的に整備を進めてい

る。また、施設マネジメントを総合的に構築・管理するための電算化システム

を導入した。（本実績報告書 70 頁：特記事項「施設等の有効活用と整備」「キャ

ンパス・アメニティに係る総合整備の実施」を参照） 

 

■危機管理（安全管理）の体制 

 危機管理については、各種安全マニュアルの作成、安全管理教育の実施、震

災対策要項の作成等を実施している。（本実績報告書 70,72 頁：特記事項「危機

管理(安全管理）体制の整備」「安全管理教育の実施」を参照） 

 

 

Ⅱ．教育研究等の質の向上の状況 

 

教育研究等の質の向上に関する取組状況 

■ 教育面における取組等 

大学全体の教育活動を支援するため、平成 16 年度に「大学教育センター」を

設置した。大学教育センターでは、教育改善のための優れた取組を奨励するた

め、「教育改善支援プログラム（学内 GP）」を新設した。また、各部局では、授

業方法が優秀な教員に対して褒賞する制度（BT 賞）を継続または新設しており、

FD 研修等にこれを活用している。 

平成 17 年度には、技術リスクマネジメントについて十分な理解をもち、優れ

たコーポレートガバナンスを遂行しうる高度専門職業人養成を目的として専門

職大学院技術経営研究科（MOT）を設置した。また、本学の基本理念の実現をめ

ざし、学部・大学院整合教育、農工融合教育、高等学校新教育課程への対応の

ために、全学的視野から検討を行い、平成 18 年度から新カリキュラムを実施し

た。 

学生支援の充実については、大学院学生を対象に、優秀な入学生に対する独

自の奨学金制度やオーバーヘッドを利用した本学独自の研究奨励金制度
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「JIRITSU（自立）制度」（本実績報告書 115 頁：特記事項「３.研究活動の推

進」を参照）を整備した。 

 

■ 研究面における取組等 

イノベーション創出と新産業創出を目的とする産学官連携活動を機動的に取

り組む体制を整備するため、平成16年度に「産官学連携・知的財産センター」

を設立し、研究コーディネータやリエゾンコーディネータ等の専門スタッフを

配置し、研究支援体制の整備を図った。また、アジア・欧米を中心に７ヶ所の

リエゾン拠点を設置し、教育研究交流の一層の推進と新たな国際的産学官連携

の構築に取り組んだ。 
若手研究者の育成については、科学技術振興調整費の若手研究者の自立的研

究環境整備促進プログラムに｢若手人材育成拠点の設置と人事制度改革」が採択

され、共生科学技術研究院に新しい拠点｢若手人材育成拠点｣を設置し、研究活

動を推進した。 

 

■社会貢献活動等 

高校（高大連携等）、地方自治体（地域連携室、地域防災協力ネットワーク、

公開講座等）及び学外研究機関等（医工連携等）との連携を図りながら、社会

貢献活動を実施している。 
 

■国際交流・国際貢献活動の実施 

アフガニスタン復興支援事業やイギリス・ブライトン大学との学術交流の枠

を超えた多角的かつ包括的な交流等を行っており、平成 19 年度には、諸外国と

の教育研究活動の交流や全学的な国際事業を支援し、国際社会において活躍で

きる人材を育成するため「国際センター」を新設した。 

 

 

◎ 平成 19 年度に特に重点的に取組んだ事項 

 

□ 業務運営の改善と効率化 

・ 平成 18 年度に策定した中長期的な教職員の人事計画に基づき、平成 18 年度

末の定年退職者の後任補充を抑制した。また、｢平成 20 年度全学採用計画｣を

策定した。 

・ 家畜病院の整備及び診療収入の増加については、上記項目別状況「家畜病院

の整備及び診療収入の増加」のとおり。 

・ 平成 18 年度に見直しを行った「キャンパス・アメニティ総合整備計画」に基

づき、大学運営費によるトイレの改修工事を実施した。 

 

□ 教育方法等の改善 

・  e ラーニングについては、運用環境の更なる整備を実施したほか、e ラーニ

ングを利用した新規授業科目の作成に係る経費を支援した。また、技術経営研

究科（MOT）では、授業のビデオを作製し、活用した。さらに、工学系大学院

単位互換の充実を図った。（本実績報告書 114 頁：特記事項「１．教育方法等

の改善」参照） 

 

□ 研究活動の推進 

・ 平成 18 年度までの取組とその成果を踏まえ、共生科学技術研究院の組織改編

を行い、研究体制の整備に取り組んだ。（本実績報告書 116 頁：特記事項「３.

研究活動の推進」を参照） 

・ 経済産業省「大学連携型起業家育成施設整備事業（地域インキュベータ）」の

採択を受け、大学発ベンチャー育成支援と地域連携の推進を図る、本格的な新

産業創出体制が整えられた。（本実績報告書 116 頁：特記事項「４.社会連携・

地域貢献、国際交流等の推進」を参照） 

・ 共生科学技術研究院において、若手研究者を中心に、部門を越えた融合・萌

芽的研究に対する支援を目指した「研究奨励助成制度」を導入した。（本実績

報告書 116 頁：特記事項「３.研究活動の推進」を参照） 

 

□ 社会連携・地域貢献等の推進 

・ 一般市民、小中高校生、専門職業人等を対象とした公開講座や本学と地域を

結ぶネットワークの各事業を実施した。（本実績報告書 116 頁：特記事項「４.

社会連携・地域貢献、国際交流等の推進」を参照） 

・ 学外に向けた積極的な情報発信として、保護者へのニュースレター、メール

マガジンの発行、プレスリリース、新聞等掲載、学長記者会見等を活用した。

（本実績報告書 49 頁：特記事項｢広報活動における情報発信の実施」を参照） 

・ 11 月に「国際センター」を新設し、国際産学官連携事業をはじめとする国際

交流事業の拡充を図った。（本実績報告書 116 頁：特記事項「4.社会連携・地

域貢献、国際交流等の推進」を参照） 

 

□ 危機管理（安全管理）の体制 

・ 全学的な危機管理体制の確立に向け、緊急連絡網の見直し及び緊急連絡訓練、

全学を対象とした「危機管理基本マニュアル」の作成等を行った。さらに、個

別の危機に対するマニュアルの作成に着手した。（本実績報告書 72 頁：特記事

項「危機管理(安全管理)体制の整備」を参照） 

・ 新入生、在学生及び TA 等を対象とした様々な安全管理教育を実施した。（本

実績報告書 114 頁：特記事項等｢１.教育方法等の改善」、資料編 86 頁【添付資

料 10-１】（１）を参照） 
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中

期

目

標 

○ 組織構成員のコンセンサス形成と意思決定の透明性確保を重視しつつ、社会的・全学的視点に立った学長のリーダーシップが十分に発揮される全学運営体

制を実現する。 

○ 部局長の補佐体制を充実し、部局長のイニシアティブが発揮される部局運営体制を構築する。 

○ 中期目標・中期計画を具現化するため、各セグメントの業務実施に見合う資源配分と先行的・重点的資源配分とを適切に均衡させる。 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェ 

イト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

【１３０】○ 全学的な経

営戦略の確立に関する具体

的方策 

・ 役員会の下で経営戦略

の素案を審議する体制をと

る。 

 Ⅲ  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

平成 16 年度に、役員会の下に「全学計画評価委員会」

を設置し、役員会の下での経営戦略の審議体制を整備

した。さらに、平成 17 年度には、教育職員の省力化を

図るため、全学計画評価委員会の下に設置された全学

委員会の見直しを行うとともに（平成 17 年度→平成

18 年度：委員会数 16 減、委員数延べ 112 名減）、「会

議運営ルール」を策定した。 

また、国立大学法人評価委員会の評価結果（平成 16

年度実績報告書）を受けて、平成 17 年度に「学長を中

心とした企画執行体制」充実のため、大学改革検討 WG

を設置し、学長から諮問された課題を検討した。平成

18 年度には、教育研究組織改革 WG、教育プログラム検

討 WG 及び管理運営体制検討 WG を設置し、学長諮問に

基づく検討を行ったほか、学長の特命事項を処理する

ための「学長特任補佐制度」を導入した。 

平成 20 年度に、｢全学計画

評価委員会｣及び「中期目標等

策定小委員会」において第２

期中期目標・中期計画（第１

次案）について検討する。平

成 21 年度においては、法人評

価の評価結果を反映させた案

を策定し、役員会等の議を経

た後、６月に 終案を国立大

学法人評価委員会に提出する

予定である。 

 

  

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

 (１) 業務運営の改善及び効率化 

    ①  運営体制の改善に関する目標 
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【１３０－１】平成 18

年度に導入した学長を

中心とした企画執行体

制の具体的方策につい

て検討する。 

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 18 年度に設置された教育研究組織改革 WG 及び

教育プログラム検討 WG の答申を受け、次段階として、

「教育研究組織改革 WG（第２期）」及び「教養教育協

議会」を設置した。学長諮問に基づく検討を行うとと

もに、次期中期目標・中期計画の作成を見据えて鋭意

検討を行った。12 月末にそれぞれ答申を学長に提出し

た結果、学長から新たな諮問を受け、両 WG において、

検討を継続した。また、「管理運営体制検討 WG」にお

いては、学長諮問に基づく検討を平成 18 年度に引き続

き行い、人事制度の検討を行った。（本実績報告書 29

頁：特記事項「学長を中心とした大学運営の促進」を

参照） 

さらに、平成 20 年度より、学長を本部長とする「大

学戦略本部」を創設し、国際的な教育拠点大学を目指

すこととした。（本実績報告書４頁：項目別状況「学長

を中心とした大学運営の推進」を参照） 

 

【１３０－２】役員会及

び各部局等において、

｢全学計画評価委員会｣

等で実施する自己点

検・評価の評価結果を踏

まえ、次期中期目標・中

期計画の検討に着手す

る。 

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

次期中期目標等の検討を行うため、全学計画評価委

員会の下に、「中期目標等策定小委員会」を設置し、学

長案を基にビジョン案を策定し、本学構成員等の意見

を募るとともに、関係者等への周知を図った。 

また、昨年度までに実施した自己点検・評価の結果

及び上記の WG（教育研究組織改革・教養教育協議会・

管理運営体制検討）の検討結果等を踏まえ、次期中期

目標策定に向けた各課題を整理し、検討した。 

（資料編 43 頁【添付資料５-１】を参照） 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

業務の繁閑に応じて、より柔軟な対応を可能となる

べく、平成 16 年度に、従来の部課制からチーム制へと

事務組織を再編し、さらに理事（副学長）の担当ごと

に各チームをグループ化したグループ・チーム制を導

入した。 

また、上記制度について、毎年度見直しについて検

討し、以下のとおり実施した。 

・ 平成 17 年度に１年後評価を行った。その結果に基

づき、財務系及び学生系チーム間の意思疎通や情報伝

達等における問題点を改善し、部局長をサポートする

調整機能を強化するため財務系及び学生系チームの

事務組織体制を整備した(平成 18 年４月１日改編）。

・ 平成 18 年度には、さらなる事務組織の見直しと業

務の効率化を検討するため、作業部会として「事務

組織・業務効率化検討会」を設置し、総人件費改革

の実行計画を踏まえ人件費削減等に対応するため

中・長期的な検討を開始した。また、学長が指定す

る事業の推進を支援するため、各チーム協力の下、

特定プロジェクト推進室を設置した。 

 【１３１】○ 運営組織の

効果的・機動的な運営に関

する具体的方策 

・ 役員を支援する事務組

織について、平成 16 年度末

までに見直しを行うととも

に、以降も必要に応じて定

期的に見直しを行う。 

 

【１３１】平成 18 年度

に整備した事務組織に

ついて引き続き見直し

を行う。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 18 年度に設置した「事務組織・業務効率化検討

会」において、事務組織の見直しと業務の効率化につ

いて具体的な検討を行い、平成 20 年４月から学長直轄

の「戦略企画室」を設置し、大学戦略本部（中期計画

【130-１】を参照）の会議運営や連絡調整を円滑に進

めるとともに、大学戦略に係る情報収集、調査・分析、

企画・立案、評価・検証、広報等について強力にサポ

ートすることとした。 

また、東京農工大学創基 140 周年及び同窓会創立 50

周年合同記念事業を円滑に運営するため、事務組織と

して、合同記念事業推進室を設置した。 

事務組織の見直し業務の効

率化を実施する予定である。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

各部局に１～２名の副部局長を置き、業務を分担さ

せることで、部局長の補佐体制を強化した。さらに、

副部局長の責任体制を明らかにし、その業務及び権限

を活用するため、教育担当及び総務担当の職務権限の

明確化や、副部局長が所掌する部局委員会及びその構

成委員の見直し等を実施した。その結果、部局運営に

おける具体的な活動計画の策定、部局運営の機動性･

戦略性の向上も図られた。 

 【１３２】○ 部局長を中心

とした機動的・戦略的な部局

運営に関する具体的方策 

・ 部局長の補佐体制を強化

するため、副部局長を置く。 

 

【１３２】副部局長の業

務・権限に関連し、部局

委員会及び構成委員の

引き続き見直しを行う。

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

各種委員会の見直し及び統合について検討を行い、

実施の方向で意見の集約を図るとともに、全学委員を

加えた部局内拡大委員会等を開催し、委員会及び委員

相互の緊密な連携を図った。なお、農学府においては、

財務委員会、施設整備委員会及び環境・安全衛生委員

会のあり方について検討を行った結果、平成 20 年度よ

り３委員会を統合し、財務環境委員会とすることとし

た。 

部局内の連携体制及び委員

会組織の見直し等を実施する

予定である。 

 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

部局長の下に部局運営委員会を設置し、教授会の審議事

項等を精選し、開催回数の削減を図る等、機動的に部局

の業務を処理できる体制を整備した。さらに、部局長

及び副部局長との連絡会の開催、運営委員会と教授会

の審議事項の精選、会議のペーパーレス化等を実施し、

さらなる効率化を図った。 

 【１３３】・ 部局長の下に

部局運営委員会を設置し、教

授会の審議事項を精選する。 

【１３３】運営委員会と

教授会の審議事項の精

選を行う。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

各部局において、運営委員会及び教授会の議事をス

ムーズに進めるため、部局長が副部局長等と綿密な打

ち合わせを行い、意思統一を図った。また、審議事項

の精選を進めるとともに、技術経営研究科（MOT）にお

いては、学務委員会での会議資料のペーパーレス化を

実施した。 

中期計画【132】のとおり。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

事務職員が大学運営に参画できる体制として、事務

職員を教育研究評議会・経営協議会等のメンバーに加

えた。 

また、事務職員のスキルアップを図るための大学独

自の研修・セミナー等として、国際的な事務職員養成

を目的とした海外研修（中期計画【152】を参照）、財

務に関する講演会・セミナー、学生系職員を主とした

SD 研修等を実施した。この他、他機関が実施する、事

務職員の専門性を高めるための各種研修・セミナー（国

立大学法人総合損害保険研修会、大学財務・経営セミ

ナー、東京大学財務会計研修、国立大学法人会計セミ

ナー、大学トップマネジメントセミナー等）に事務職

員を多数参加させた。 

  【１３４】○ 教員・事務職

員等による一体的な運営に

関する具体的方策 

・ 事務職員が独自の専門性

を持ちながら大学運営に参

画できる体制を整備する。 

【１３４】平成 18 年度

に引き続き、事務職員の

スキルアップ（国際交

流・経営等）のための研

修を実施するとともに、

他機関等が実施する研

修を精選し、本学事務職

員を参加させる。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

事務職員の企画・運営能力及び資質の向上を図るた

め、人事チーム及び大学教育センターによる SD 研修（5

回）を実施した。また、学内の英語研修として、主に

国際系及び学生系事務職員を対象に英会話学校への通

学研修を実施したほか、英国ブライトン大学に研究支

援・産学連携業務に携わる職員を派遣し(年度計画

【152-1】を参照）、実務研修及び語学研修を行った。

他機関が実施する各種研修・セミナーについては、

経営に係るスキルアップを目的とした研修等を中心に

事務職員を参加させた（年度計画【154】を参照）。ま

た、他機関が実施するセミナー等に参加する際の取扱

いを明文化し、事務職員が各種研修・セミナーに参加

しやすい環境を整備した。 

事務職員のスキルアップを

図りつつ、戦略的な決定を行

う各委員会等に委員として事

務職員を参加させる体制を維

持する。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

「教育力・研究力向上のための全学的措置にかかる

人員配置等計画」（平成 15 年度策定）に基づき、獣医

学科・大学教育センター・専門職大学院の教員を計画

的に採用した。また、大学戦略経費（学長裁量経費）

を確保し全学的な視点から戦略的な教育研究プロジェ

クト等を実施したほか、当該年度の重点施策等を決定

し、それらに基づき予算編成を行った。さらに施設に

ついては、学内に共用スペースを確保し、プロジェク

ト研究活動を支援するためのレンタルラボスペースと

して活用した。 

（本実績報告書 28 頁：特記事項「学長主導による戦略

的資源配分」を参照） 

 

 【１３５】○ 全学的視点か

らの戦略的な学内資源配分

に関する具体的方策 

・ 中期計画に基づいた経営

戦略に従った資源配分を平

成 17 年度から実施する。 

【１３５】全学的に合意

された「教育力・研究力

向上プログラム」を、引

き続き計画的に実施す

る。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

「教育力・研究力向上プログラム」に基づき、獣医

学科教員３名を採用し、１名を選考（平成 20 年４月よ

り採用）した。なお、これにより、上記プログラムは

完了した。 

大学戦略経費（学長裁量経

費）や共用スペースを活用し、

戦略的な教育研究プロジェク

ト等を支援する。 

 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

 平成 16 年度に、業務監査及び監事監査を支援する部

署として「監査室」を設置し、内部監査体制を整備し

た（配置職員：平成 16 年度 １名→平成 17 年度 ２名）。

また、役員・幹部職員及び事務職員を対象に、研修

制度として内部統制と内部監査に関する研修会を実施

し、学内に内部監査等への理解を広めた。 

 【１３６】○ 内部監査機能

の充実に関する具体的方策 

・ 内部監査体制を整えると

ともに、監査能力向上のため

研修制度を充実する。 

【１３６】内部監査を計

画的に実施し、その結果

について、監査能力向上

のための研修会に反映

させる。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

事務職員を対象とした監査能力向上研修会を実施

し、内部監査等で指摘された問題点、改善点を取り上

げ、「①本学が定めたルールを理解し有効に機能させる

こと」「②行動規範遵守の必要性」を説明し、今後の業

務遂行に反映するよう啓蒙を図った。 

学内の各業務活動効率を上

げつつ、教職員の内部統制に

対する意識を高めるため、研

修会を開催する。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

西東京地区における担当分野ごとの諸会議（人事課

長・会計課長会議等）において協力体制を整備した。

また、学長・理事による近隣大学との意見交換会や、

多摩地区国立大学等事務局長等協議会において、大学

間の自主的な協力・連携の強化について検討を行った。

特に電気通信大学とは、役員レベルによる情報交換

会等を行うとともに、平成 18 年度には両大学の連携・

協力の推進に関する基本協定を締結した。 

 【１３７】○ 大学間の自主

的な連携・協力体制に関する

具体的方策 

・ 他大学との協力・連携を

強化する。 

【１３７】他の国立大学

法人との連携について、

役員会で引き続き検討

を行う。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

学長の再諮問として、役員会の議を経て教育研究組

織改革 WG（研究担当理事が主査）で検討を進めていた、

本学と早稲田大学による「国私連携による先端健康科

学分野の共同大学院の創設」が、「経済財政改革の基本

方針 2007」に対応した取組として、平成 20 年度政府

予算において認められ、具体的な検討を開始した。 

また、平成 18年度に電気通信大学と締結した基本協

定により、液体窒素の共同調達を実施した。さらに、

多摩地区国立大学長懇談会(４回開催)及び多摩地区国

立大学法人等事務局長等懇談会(３回開催）において、

法人間の連携について引き続き検討を行った。 

他大学との協力・連携の方

策を検討するとともに、可能

なものから実施する。 

 

 

 

 Ⅲ  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

他の国立大学法人との統合については、他大学との

協力・連携強化に含めて検討を進めた（中期計画【137】

を参照）。 

  【１３８】・ 他の国立大学

法人との統合については引

続き検討を行う。 

【１３８】他の国立大学

法人との連携について、

役員会で引き続き検討

を行う。（再掲） 

 Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 年度計画【137】のとおり。 

他の国立大学法人との協

力・連携とともに、引き続き

役員会で検討を行う（中期計

画【137】を参照）。 

  

 ウェイト小計    
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中

期

目

標 

○「持続発展可能な社会の実現」を目指す使命指向型の大学院基軸大学として、社会的ニーズを踏まえつつ、本学の教育研究組織の個性化・高度化を一層進め

る。 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェイ

ト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

全学計画評価委員会の下に設置された、「全学自己

点検・評価小委員会」等において、全学を対象に、教

育研究等の状況についての自己点検・評価を実施した。

その分析結果から、改善を要するとされた事項につい

ては、各担当部局・委員会等で改善策を検討するとと

もに、改善措置を講じた。 

 また、平成 18 年度においては、大学評価・学位授与

機構による「大学機関別認証評価」及び「選択的評価

事項（研究活動の状況）」を受審した。評価結果及び

認証評価機関からの指摘事項については、全学計画評

価委員会等で改善措置を検討した。さらに、教育研究

組織等については、「教育研究組織改革 WG」等を設置

し、答申を得た。 

  【１３９】○ 教育研究組

織の編成・見直しのシステ

ムに関する具体的方策 

・ 全学計画評価委員会が

実施する自己点検評価とそ

れを基礎とする第三者評価

の結果を踏まえ、全学的視

点に立って教育研究組織の

見直しを推進する。 

【１３９】各部局におけ

る自己点検・評価結果に

基づき、教育研究組織の

見直し等を検討する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

全学自己点検・評価小委員会において、各部局の自

己点検・評価（現況調査）を実施した。 

各部局の自己点検・評価結果及び各 WG（教育研究組

織改革 WG、教養教育協議会等）の検討結果に基づき、

「全学中期目標等策定小委員会」において、教育研究

組織の見直しを含めた次期中期目標等について検討を

行った。 

教育研究組織改革WG及び中

期目標等策定小委員会におい

ての議論を踏まえて、組織の

見直しの具体案を作成する。 

  

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(１) 業務運営の改善及び効率化 

  ② 教育研究組織の見直しに関する目標 
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 Ⅲ  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

 共生科学技術研究院において自己点検・評価を実施

し、平成18年度に大学評価・学位授与機構による選択

的評価事項に係る評価（研究活動の状況）を受審した。

これらの評価結果に基づき、本学の基本理念に沿った

研究組織の見直しについて検討を行った。 

 

 平成 20 年度に「学術研究支

援総合センター」を設置する。 

  【１４０】○ 教育研究組織

の見直しの方向性 

・ 自己点検・評価と第三者

評価を踏まえ、本学の基本理

念に沿って見直しを行う。 

【１４０】各部局におけ

る自己点検・評価結果に

基づき、教育研究組織の

見直し等を検討する。

（再掲） 

 Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

各部局における自己点検・評価の実施状況及びそれ

に基づく教育研究組織の見直し等の検討については年

度計画【139】のとおり。 

共生科学技術研究院の組織体制については、平成 18

年度の検討結果を踏まえ、一部の部門において組織の

再編成を行ったほか、必要に応じて「拠点」に教員を

配置できる体制とした（年度計画【70-２】を参照）。

また、全学的な教育研究設備の充実を目指し、遺伝

子実験施設及び機器分析センターの機能を統合した

「学術研究支援総合センター」の設置に向けて検討を

行った（年度計画【89】を参照）。 

   

 ウェイト小計    
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中

期

目

標 

○ 本学の教育研究の活性化を図るため、採用に関する諸条件を適切に勘案した公募制を原則として採用する。任期制については、制度の在り方の検討を進

めつつ、  現状に即して拡充するなど雇用形態を多様化する。 

○ 「行政改革の基本方針」（平成 17年 12 月 24 日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。 

○ 事務職員等の専門性の向上について、長期的視野に立った研修を行うとともに、専門性の高い職種については、経験や資格を有する優秀な人材を確保す

る。 

○ 教員の学内外の研究教育活動等、多面的な活動を適正に評価するとともに、職員についても評価に基づいた人事システムを策定し、その適正な評価に基

づいた   給与システムを構築する。 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェイ

ト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

 採用基準の明確化を図るため、採用基準を規則化す

るとともに、「教員人事に関する基本方針」及び教員

人事に関する新たなルール等を策定した。教員の採用

にあたっては、公募制を積極的に活用し、Web ページ

に公募情報を掲載した。 

 また、平成 18 年度の科学技術振興調整費の採択課題

「若手人材育成拠点の設置と人事制度改革」及び「理

系女性のエンパワーメントプログラム」においても国

際公募を行い、選考結果、採用理由、応募者の内訳、

男女比率等を公表する等、選考基準の明確化と採用課

程の透明化を意識した採用を実施した。 

 【１４１】○ 柔軟で多様

な人事制度の構築に関する

具体的方策 

・ 教員の採用に当たって

の選考基準の明確化と教員

採用過程の透明化を一層進

める。 

【１４１】新規採用教員

の選考結果、採用理由、

応募者の内訳、男女比率

などの公表基準及び方

法について、検討結果に

基づき結論を得る。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 20 年度から実施する大学運営費によるテニュ

アトラック制度の選考にあたっては、外部評価を導入

し、採用過程の透明化を図った。 

 

公表基準及び方法について

改良する。 

 

 

 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(１) 業務運営の改善及び効率化 

  ③ 人事の適正化に関する目標 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

経営協議会の学外委員の意見を参考として、平成 17

年度より事務職員を対象に、上司及び部下等が評価す

る「多重的総合評価」を骨子とする新しい人事評価を

実施した。その結果を踏まえ、評価方法の改良等を行

った。 

また、新たな人事制度（「選択定年制度」「テニュア

トラック制度」等）や全学採用計画について、経営協

議会で審議した。 

教育職員の評価については年度計画【153】のとおり。

 【１４２】・ 学外の専門家

の意見をも参考とし、より

総合的な判断を可能とする

人事の仕組みを設ける。 

【１４２】事務職員の評

価方法及び成果の反映に

ついて、公務員制度改革

の動向を踏まえつつ、制

度としてのフォローを引

き続き行う。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 18 年度の人事評価の実施内容を踏まえ、学内の

人員配置を行った。公務員制度改革における職務行動

評価部分の導入については、本学の業務の特性を考慮

しつつ、検討を行った。 

人事評価については、平成

18・19 年度の評価方法・実績

を基礎としつつ、随時、左記

協議会委員等の意見を聞きな

がら、毎年度、確実かつ適切

な評価を実施する。 

 

 

【１４３】・ 弾力的かつ多

様な雇用形態を可能とする

ため、兼職・兼業に関する規

制を緩和するとともに、ワー

クシェアリング、サバティカ

ル制度の導入や、定年制度の

変更について結論を得る。 

 Ⅲ  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

兼職･兼業の規制緩和として、専門職大学院所属の実

務家教員及び特別招へい教授については、その特殊性

を考慮して職員兼業規程を適用しないこととした。 

選択定年制度の導入については、｢管理運営体制検討

WG｣において実施案を策定し、平成 19 年度より実施す

ることとした。 

また、全学計画評価委員会の下に設置された｢教員評

価検討 WG｣及び｢教員評価準備 WG｣において、サバティ

カルの導入も含めた教員活動評価の実施方法等につい

て検討し、教員活動評価を平成 19 年度に試行的に実施

することとしたが、サバティカル制度の導入について

は引き続き役員会にて検討することとした。 

 

選択定年制度等について

は、制定した制度に則り、適

切な運用を引き続き行う。 

また、サバティカル制度に

ついては、関係規程等の整備

を行い、平成 20 年度に制度を

導入する。 

ワークシェアリングについ

ては、平成 20 年度までに結論

を得る。 
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【１４３－１】選択定年

制度の実施について、検

討結果に基づき結論を得

る。 

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 平成 19 年度から教育職員に係る「選択定年制度」を

導入し、申請者（１名）からの申出についてそれを許

可した。 

 

【１４３－２】サバティ

カル制度の導入につい

て、試行段階に入った教

員活動評価方法と関連し

て、引き続き検討する。

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 教育職員評価の試行的実施に伴い、管理運営体制検

討 WG において、サバティカル制度導入の具体案を策定

し、それに基づき全学的な検討を行った。その結果、

平成 20 年度よりサバティカル制度を導入することと

した。 

 

 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

平成 16 年度に「教育職員人事に関する基本方針」を

採択し、公募制を一層積極的に推し進めた。具体的に

は、各部局において、教員採用の基本方針として公募

制を推進し、公募可能なポストについては、原則公募

で採用した。 

また、科学技術振興調整費の採択課題｢若手人材育成

拠点の設置と人事制度改革｣及び｢理系女性のエンパワ

ーメントプログラム｣において公募制とし、海外学術誌

を活用する等幅広い公募を行った。 

  【１４４】○ 任期制・公募

制の導入等教員の流動性向

上に関する具体的方策 

・ 公募制を一層積極的に活

用し、その要件や選考の方法

を工夫する。 

 

【１４４】公募制をさら

に活用するため、その要

件や選考の方法について

の検討結果に基づき、結

論を得る 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

「若手人材育成拠点の設置と人事制度改革」の計画

に基づき、大学運営費によるテニュアトラック制度の

全学的な導入に向けて、学内に設置された検討委員会

で検討を行い、募集は公募とし、選考には書面審査、

面接審査のほか外部評価を導入することとした。 

公募制については、引き続

き基本方針に沿って実施す

る。 

大学運営費によるテニュア

トラック制度については、制

度の全学的な導入についての

結論に基づき、規則整備等の

作業の後、制度を施行する。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

助手の任期制導入や任期付助手の採用等、任期制適

用の拡大を図り、各部局において、助手（任期制）採

用に関する申し合わせ事項の策定（農学部）や助教授

の任期制拡充（工学部：機械システム工学専攻機械材

料学分野）等の措置を実施した。また、平成 19 年度の

助教導入に伴い一部の部局では助教について任期制と

し、適用範囲を拡充した。 

平成 18 年度には、科学技術振興調整費の採択課題

｢若手人材育成拠点の設置と人事制度改革｣及び｢理系

女性のエンパワーメントプログラム｣において任期制

を採用し、処遇等の具体的な制度について、テニュア

トラック教員及び女性キャリア支援教員についてそれ

ぞれ就業規則を作成し、処遇面では常勤職員に準じる

ものとした。 

  【１４５】・ 任期制につい

ては、適用範囲、処遇等を検

討しながら拡充する。 

【１４５】若手研究者の

流動性を高めるための任

期制の適用範囲、処遇等

を検討した結論に基づ

き、さらに任期制を拡充

するとともに、制度全体

のフォローを行う。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

年度計画【144】のとおり。 

任期制については、引き続

き適用範囲について適切に運

用する。 

テニュアトラックについて

は、中期計画【144】のとおり。 

  

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

 平成 18 年度に、科学技術振興調整費の採択課題｢若

手人材育成拠点の設置と人事制度改革｣及び｢理系女性

のエンパワーメントプログラム｣において、任期付採用

制度を導入し、処遇等の具体的な制度について整備し

た（中期計画【145】を参照）。 

また、工学府においては平成 17 年度科学技術振興調

整費の採択課題｢新興分野人材育成事業」による任期付

採用を実施した。 

  【１４６】・ 優れた若手研

究者等の採用拡大のため、外

部資金等による任期付採用

制度を導入する。 

【１４６】優れた若手研

究者等の採用拡大のた

め、外部資金等による任

期付採用制度についての

フォローを行う。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 平成 18 年度に整備した任期付採用に係る諸制度

（｢若手人材育成拠点の設置と人事制度改革｣、｢理系女

性のエンパワーメントプログラム｣等）を適切に運用す

るとともに、大学運営費によるテニュアトラック制度

の導入について、検討を行った（年度計画【144】を参

照）。 

中期計画【145】のとおり。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

技術経営研究科（MOT）において、教員の年俸制度を

実施した。 

また、外部資金等による任期付採用制度については

中期計画【146】のとおり。 

 【１４７】・ 特に優れた若

手研究者の採用については、

任期制も含めて処遇等を検

討する。 

【１４７】優れた若手研

究者等の採用拡大のた

め、外部資金等による任

期付採用制度についての

フォローを行う。（再掲）

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 大学運営費によるテニュアトラック制度の導入につ

いては、年度計画【144】のとおり。 

また、優秀な若手教職員の確保及びその定着率の向

上を図るため学内保育施設を設置することとした。（資

料編 79 頁【添付資料９-３】（３）を参照） 

中期計画【145】のとおり。 

 

 

 

 ウェイト小計    
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進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェ 

イト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

 「教育職員人事に関する基本方針」に国籍・性別･

障害の有無・出身大学にとらわれない採用について盛

り込み、これを踏まえて採用を行った。 

さらに、平成 18 年度に科学技術振興調整費の採択課

題｢若手人材育成拠点の設置と人事制度改革｣及び｢理

系女性のエンパワーメントプログラム｣において、外国

人・女性教員の採用拡大を目指した。なお、｢若手人材

育成拠点の設置と人事制度改革｣における採用状況は、

採用教員 22 名のうち外国人教員３名、女性教員５名で

あった。 

外国語科目を担当させる高度の専門的学識または技

能を有する、外国語を母国語とする外国人を外国人語

学教員として選考し（２名）、平成 19 年度より採用す

ることとした。 

なお、平成 18・19 年度においては、新規採用教員の

女性比率について、本学が目標としている 20％以上の

水準を達成した。 

 【１４８】○ 外国人・女

性等の教員採用の促進に関

する具体的方策 

・ 国籍、性別、障害の有

無、出身大学等にとらわれ

ない採用を実現する。 

【１４８】外国人・女性

教員の採用拡大につい

ての検討結果を踏まえ、

具体的制度設計につい

て引き続き検討する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

女性教員が妊娠･出産により研究活動を中断するこ

となく、キャリア形成を継続することを目的として、

女性キャリア支援・開発センター「研究支援員制度」

を平成 20 年度まで試行的に実施することとした。（本

実績報告書 115 頁：特記事項「３．研究活動の推進」

を参照） 

 基本方針に従い、引き続き

適切に運用する。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

「教員人事に関する基本方針」（平成 16年度策定）

及び「各年度全学採用計画」に基づき人員（人件費）

管理を行った。 

全学的な見地に立った教職員の配置等（人件費管理

を含む）については、「管理運営体制検討 WG」におい

て検討を行い、部局別の定年退職者の後任補充に係る

採用可能額の推計表を作成し、これに基づき全学採用

計画案等を策定した。 

 【１４９】○ 中長期的な

観点に立った適切な人員

（人件費）管理に関する具

体的方策 

・ 人員（人件費）の管理

に関しては、学内において

中長期的な人事計画を策定

するとともに全学的な見地

に立った教職員の配置等

（人件費管理を含む）につ

いて調整を行う仕組みを設

ける。 
【１４９】平成18年度に

策定した中長期的な教

職員の人事計画に基づ

き、適切な人件費管理を

実施する。 

 

 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 18 年度に策定した「平成 19 年度全学採用計画」

に基づき、平成 18 年度末の定年退職者の後任補充を抑

制した。 

また、平成 20 年度の全学採用計画を策定し、各部局

におけるより速やかな教員採用及び特任教員等の採用

におけるより柔軟な対応を可能とした。 

平成19年度の人件費の運用

状況を勘案しつつ、各年度に

おいて適切な全学採用計画を

策定し、実施する。 

 

 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

平成 18 年度より、本計画を中期計画として掲げ、毎

年概ね１％の人件費削減を図ることとした。平成 18

年度においては、職員の採用時期の調整や超過勤務の

縮減等により、概ね１％の削減目標を達成した。 

 【１５０】総人件費改革の実

行計画を踏まえ、平成 21年

度までに概ね 4％の人件費

の削減を図る。 

【１５０】総人件費改革

の実行計画を踏まえ、平

成19年度は概ね1％の人

件費の削減を図る。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 平成 18 年度に策定された「平成 19 年度全学採用計

画」に基づき、平成 18 年度末の定年退職者の後任補充

を抑制し、また地域手当支給割合を 11％に据え置くこ

ととした。その結果、概ね１％の削減目標を達成した。

各年度とも概ね１％の人件

費の削減を図り、平成 21 年度

までに概ね４％の人件費削減

を図る予定である。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

 事務職員の採用については、毎年、他大学との協力

により「関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験」

を実施した。さらに、非常勤職員（産学連携研究員等

を含む）を対象として学内公募を実施し、多様な人材

を確保するための試みを行った。 

また、専門性の高い職種については、高度な専門的

知識・技術を有する人材の確保について学内規程を整

備し、これに基づき情報化推進及び安全管理関係の専

門職員を雇用した。 

  【１５１】○ 事務職員等の

採用・養成・人事交流に関す

る具体的方策 

・ 事務職員等の採用は、他

大学と協力して採用試験を

実施する。専門性の高い職種

については、職務経験や資格

を有する人材を柔軟に確保

できる制度を構築する。 

【１５１】事務職員等の

採用は、引き続き関東甲

信越地区国立大学法人等

職員採用試験を他大学と

協力して採用試験を実施

する。また、専門性の高

い職種については専門職

員就業規則に則った必要

な分野についての採用を

検討する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

事務職員の採用については、関東甲信越地区国立大

学法人等職員採用試験を実施した。 

平成 20 年度から、施設整備に関する機械関係業務に

ついて、専門職員を雇用することとした。 

事務職員等の採用について

は、他大学と協力して、関東

甲信越地区国立大学法人等職

員採用試験を引き続き実施す

る。また、専門性の高い職種

については、専門職員就業規

則に則り必要に応じて採用を

実施する。 

 

  

【１５２】・ 海外研修制度

や在職出向等の実践的な研

修制度を整備するとともに、

他機関との人事交流を拡充

する。 

 Ⅲ  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

海外研修制度として、本学に在籍させたまま、ニュ

ーヨーク州立大学バッファロー校への長期派遣研修を

実施し（平成 16 年度：１名、平成 17～18 年度：１名）、

研修参加者を国際関係チームに配置するとともに、帰

国後の報告会を開催し、他の事務職員の SD に活用し

た。また、海外協定校との間で事務職員の研修を含む

包括的な協定内容の検討を行った。 

在職出向による研修制度として、上記の海外研修や

関東甲信越地区国立大学法人採用試験事務室への職員

派遣を実施した。 

他機関との人事交流の拡充については、平成 17 年度

に西東京地区国立大学法人等の人事担当課長会議にお

いて積極的に人事交流を推進することで合意し、これ

に基づき他機関との人事交流を実施した。 

事務職員の他機関との人事

交流を引き続き実施する。 
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【１５２－１】事務職員

の語学（会話）能力向上

を企図した海外研修を

含む系統的な研修を企

画する。 

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

国際的な産学官連携の推進体制整備の一環として、

事務職員を本学に在籍させたまま英国ブライトン大学

へ派遣し、実務研修及び語学研修を実施することが決

定し、研究支援・産学連携チームの事務職員１名を派

遣した。（年度計画【134】を参照） 

  

【１５２－２】事務職員

の他機関との人事交流を

行う。 

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 文部科学省、他の国立大学法人（東京大学）、独立行

政法人（大学評価・学位授与機構、日本学術振興会等）

との人事交流を実施した。 

  

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

教育職員の評価については、全学計画評価委員会の

下に設置した「教員評価検討 WG」及び「教員評価準備

WG」において、具体的項目及び評価システム等につい

て検討を重ね、実施要項・実施基準等を策定した。本

評価は、各教員が、教育、研究、社会貢献・国際交流、

管理運営の各項目について目標を立て、その達成度及

び特筆すべき業績から総合的に評価することとした。

事務職員の評価については、中期計画【142】のとお

り。 

  【１５３】○ 人事評価シス

テムの整備 ・活用に関する

具体的方策 

・ 給与に本人の業績が適切

に反映されるよう、業績評価

の具体的項目及び評価尺度

を設定し、それらを総合的に

勘案した評価法を構築する。 

【１５３】教員活動評価

を試行的に実施し、評価

システム等の見直しを行

う。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

教授会等においてシステム説明会を行った後、「教員

活動評価」を試行的に実施した。全部局等において、

ほぼ全教員の評価を実施した。 

また、学長を委員長とする「全学教員活動評価委員

会」及びその下に設置された WG において、評価結果及

び平成 19 年度の試行において生じた問題点等を報告

し、対応・改善策を検討した。その結果、評価の方法・

システム・マニュアル等について、改善が行われた。

平成 20 年度は、前年度の試

行評価結果に基づき、教員活

動評価を試行的に実施し、教

員活動評価方法の改善を図

る。 

平成 21 年度も引き続き、総

合評価を含む評価を実施し、

評価方法を改善する。さらに、

教育研究等の質の向上が図ら

れるシステムを構築する。 
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中

期

目

標 

・ 限られた人的資源の下で教育・研究を効果的に支援するため、経営的視点に立ち、機動性、柔軟性、効率性のある事務組織を形成する。 

 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェイ

ト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

グループ・チーム制及び特定プロジェクト推進室、

事務組織・業務効率化検討会については、中期計画

【131】のとおり。 

また、中期目標に掲げる経営的視点に立った事務組

織を形成するため、研修等（事務職員の大学財務・経

営セミナー、東京大学財務会計研修、SCS 活用セミナ

ー2006「大学教職員のための国立大学法人会計セミナ

ー」、大学職員マネジメント研修等）に積極的に事務

職員を参加させ、スキルアップを図った。 

 【１５４】○ 事務組織の

機能・編成の見直しに関す

る具体的方策 

・ 縦割りになりがちな事

務組織を効率的な組織とす

るため、平成 16 年度末まで

に見直しを行うとともに、

以降も業務の必要性に応じ

て見直す。 

【１５４】平成 18 年度

に見直した事務組織の

強化を図るとともに、経

営を意識した事務職員

を養成する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 大学戦略をより強力にサポートするため、平成 18

年度に設置した特定プロジェクト推進室を発展・改組

し、平成 20年度より新たに「戦略企画室」を設置する

こととした（年度計画【131】を参照）。さらに、「事務

組織・業務効率化検討会」において、事務組織の見直

しについて、平成 18 年度に引き続き検討を行った。 

また、経営を意識した事務職員を養成するため、平

成 18 年度に引き続き、以下の研修・セミナー等に事務

職員を参加させた。 

○国立大学法人等部課長級研修 

○大学マネージメントセミナー（国大協実施）【労働安

全衛生編】【企画・戦略編】【教育編】【研究編】【リス

クマネージメント編】 

中期計画【131】のとおり。  

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(１) 業務運営の改善及び効率化 

  ④ 事務等の効率化・合理化に関する目

標 
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○平成 19 年度事務職員研修（SD） 

○第 18 回大学職員セミナー（講演会） 

○平成 19 年度関東・甲信越地区及び東京地区実践セミ

ナー（人事・労務の部） 

○SCS 活用セミナー：大学職員のための労務セミナー

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

近隣大学等との共同業務処理導入について西東京地

区国立大法人等課長会議において検討を実施した。平

成 16～18 年度に実施した共同業務に関する取組は以

下のとおりである。 

○ 西東京地区法人宿舎の維持・管理運営 

○ 電気通信大学と基本協定を締結 

○ 電気通信大学と液体窒素の共同調達を実施するこ

ととし、購入契約を締結 

 

【１５５－１】電気通信

大学との共同契約を実

施するとともに、その他

の共同処理業務につい

て、引き続き検討し、実

現の可能性があるもの

について、西東京地区国

立大学法人等課長会議

等において提案を行う。

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

電気通信大学との液体窒素の共同調達を４月から開

始した。なお、共同契約の結果、本学においては、契

約単価で前年度より 0.53 円（消費税及び地方消費税を

含む。）、年間支出実績で 45,214 円（消費税及び地方消

費税を含む。参考：納入実績量 85,310 ㍑）経費の節減

につながった。 

また、多摩地区関係機関会計課長等情報交換会及び

西東京地区国立大学法人等財務会計情報交換会におい

て、それぞれ物品の共同調達についての意見交換が行

われ、多摩地区全機関による共同調達は困難であるた

め、可能な機関同士で検討、実施することとなった。

 

 

【１５５】○ 複数大学に

よる共同業務処理に関する

具体的方策 

・ 業務の質の維持・向上

と効率化に寄与するため、

近隣の大学と共同で業務処

理の導入を検討する。 

【１５５－２】平成18年

度に検討を行った協力･

連携を実施に移す。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 18 年度に電気通信大学と締結した基本協定に

より、液体窒素の共同調達を実施した（年度計画

【155-1】を参照）。 

液体窒素の共同調達におい

ては、平成 20 年度以降も引き

続き電気通信大学と実施す

る。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

家畜病院診療関係事務のアウトソーシングを平成

18 年度から実施した。診療頭数が増加したにもかかわ

らず（前年度より 998 頭増の 8,539 頭）、医療事務専

門の業者にアウトソーシングしたことにより、事務、

窓口対応及び病院運営の効率化につながった。 

  【１５６】○ 業務のアウト

ソーシング等に関する具体

的方策 

・ 業務の質の維持・向上と

効率化が図れる業務につい

てはアウトソーシングを導

入する。 

【１５６】 

（平成 18 年度に実施済

みのため、平成 19 年度計

画なし。） 

Ⅲ

 （平成 19 年度の実施状況） 

 

家畜病院のアウトソーシン

グを引き続き実施する。 

また、平成 20 年度より新た

にキャンパス間における郵便

物の運搬について、アウトソ

ーシングすることとした。 

  

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

中期計画【189～195】のとおり。 

  【１５７】○ 情報化推進の

体制を充実し、業務の情報化

による簡素化・効率化を推進

する。 

【１５７】下記 ｢大学情

報システムの整備充実と

運用改善を実現するため

の措置｣ において詳述。

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

年度計画【189～195】のとおり。 

中期計画【189～195】のとお

り。 
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１． 特記事項 

 

【平成 16～18 事業年度】 

■学長を中心とした大学運営の推進 

 平成 17 年度に、本学が抱えている様々な問題を集中して議論し、具体的な方

策を立案するため、学長の下に「大学改革検討 WG」が設置され、学長が諮問し

た課題（「中長期的な見通しに基づく大学運営のための検討課題」）について審議

し、中間答申を学長に対して提出した。 

この中間答申に基づき、平成 18 年度には、学長の下に「教育研究組織改革 WG」、

「教育プログラム検討 WG」、「管理運営体制検討 WG」の３つの WG が置かれ、上記

の学長諮問の課題についてさらに個別に検討した。「教育研究組織改革 WG」及び

「教育プログラム検討 WG」においては検討結果を取りまとめ、それぞれ答申を

学長に提出した。（資料編 43 頁：【添付資料５-１】を参照） 

また、「管理運営体制検討 WG」においては、平成 19～22 年度までの定年退職

者の後任補充に係る採用可能額推計表の作成及び「平成 19 年度 全学採用計画」、

「選択定年制度」、「産官学連携奨励制度」の実施案を策定した。 

 

■学長主導による戦略的資源配分 

学長のリーダーシップの下、「教育力・研究力向上のための全学的措置」とし

て、21 名の教員採用枠を確保し、３つの重点施策（①大学教育センターの整備

充実、②獣医学教育の充実、③専門職大学院の整備）に対して計画的に人的資源

を再配分した。（資料編５頁：【添付資料１-２】(４)を参照） 

また、全学的な視点から戦略的な教育研究プロジェクト等を実施するため、大

学戦略経費（学長裁量経費）を優先的に確保している。各プロジェクト等には、

事業終了後に報告書の提出を求め、事業の成果を確認している。 

予算編成においては、持続可能な大学経営を目指して、①総人件費改革の実行

（常勤人件費△1％）、②経費の節減合理化（運営基礎経費△１％）、③選択と集

中（重点施策等への重点配分）を基本的な配分方針として実施した。 

 

■グループ・チーム制の導入 

平成 16 年度に、従来の部課制からチーム制へと再編し、さらに理事（副学長）

の担当ごとに各チームをグループ化したグループ・チーム制とした。これにより、

業務の内容や量に応じて、より柔軟な対応が可能となった。平成 17 年度には、

上記のグループ・チーム制について、１年後評価を実施し、この評価結果を受け、

財務系及び学生系チームの事務組織体制を整備した（平成 18 年４月１日改編）。

（中期計画【131】を参照） 

 

■有能な若手教員及び外国人・女性教員の採用等 

平成 17 年度に、学長の下に「男女共同参画室」を設置し、テニュアトラック

制度の導入及び女性研究者支援策等、具体的な制度改革案を検討した。平成 18

年度には、科学技術振興調整費の採択課題「若手人材育成拠点の設置と人事制度

改革」に基づき、若手支援室を立ち上げた。同支援室の企画により、共生科学技

術研究院に新設した「若手人材育成拠点」にテニュアトラック制度を導入し、国

際公募により募集を行い、22 名のテニュアトラック教員（うち女性５名、外国

籍者３名）を採用した。また、同様に科学技術振興調整費の採択課題である「理

系女性のエンパワーメントプログラム」についても、女性キャリア支援・開発セ

ンターを設置し、女性キャリア支援のため４名の特任教員を採用した。同センタ

ーの企画により、主として女性の卒業生・修了生の社会貢献に資するため、本学

卒業生・修了生が再び本学研究生及び科目等履修生として再教育を受けようとす

る際の入学料の免除、授業料の半額化を実施するための規程改正を行った。（中

期計画【141】【148】を参照） 

 

■教職員の評価 

事務職員評価については、平成 17 年度より、年度計画の立案及びその成果の

自己評価を、上司及び部下等が評価する多重的総合評価を骨子とするという新し

い評価方法で一般職員を対象に実施し、評価に基づく処遇を行うシステムを導入

した。その結果を踏まえ、平成 18 年度において、評価方法の改良（評価者、様

式等の簡略化）を行った。（中期計画【142】を参照） 

 また、教育職員の活動評価については、平成 17～18 年度にかけて、全学計画

評委員会の下に置かれた「教員評価検討 WG」及び「教員評価準備 WG」において、

評価方法、評価項目を含んだ制度設計について検討し、要項等を策定した。（【153】

を参照。） 

 

■学内委員会の見直し 

 全学計画評価委員会において、教育職員の省力化を目指して、学内の全学委員

会の見直しを行った。その結果、平成 18 年度には前年度と比較し、委員会数 16

減、委員数延べ 112 名減となった。また、併せて「会議運営ルール」（会議時間

や資料の削減等）を策定した。（中期計画【130】を参照） 

 

 

【平成 19 事業年度の取組】 

■学長を中心とした大学運営の推進 

 平成 18 年度に設置された「教育研究組織改革 WG」及び「教育プログラム検討

WG」の答申を受け、「教育研究組織改革 WG（第２期）」及び「教養教育協議会 WG」

を設置した。学長諮問に基づく検討を行うとともに、次期中期目標・中期計画を

見据えた検討を行い、12月末に答申を学長へ提出した。（年度計画【130-１】を

（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等
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参照） 

また、「管理運営体制検討 WG」においては、平成 18 年度に引き続き、学長諮

問に基づく検討を行い、「サバティカル制度」（平成 20 年度導入）及び「平成 20

年度 全学採用計画」を策定した。また、「大学運営費によるテニュアトラック制

度」についても、平成 20年度より全学的に導入することとした。（年度計画【143】

【144】を参照） 

 

■学長主導による戦略的資源配分 

上記特記事項（【平成 16～18 事業年度】）「学長主導による戦略的資源配分」に

記載した事項について、平成 18 年度に引き続き実施した。特に、「教育力・研究

力向上のための全学的措置」については、平成 19 年度をもって計画を完了した

（年度計画【135】を参照）。 

 

■次期中期目標・中期計画の策定 

 次期中期目標・中期計画の策定にあたり、全学計画評価委員会の下に「中期目

標等策定小委員会」を設置し、学長案に基づき、本学ビジョン案の策定、検討課

題の整理等を行った。また、ビジョン案を学内構成員に公表し、意見を求めた。

（年度計画【130-２】を参照） 

 

■教職員の評価 

 教育職員の評価（「教員活動評価」）について、６月までにシステムを構築し、

８月より試行的に評価を実施した。また、学長を委員長とする「全学教員活動評

価委員会」を設置し、評価実施状況の確認及び試行評価で明らかとなった問題

点・改善点等の検討を行い、平成 20 年度評価に向けて制度やシステムの更なる

見直しを行った。（年度計画【153】を参照） 

 

■事務職員の海外研修制度 

 国際的な産学官連携の推進体制整備の一環として、事務職員（１名）を英国ブ

ライトン大学へ６ヶ月間派遣し、実務研修及び語学研修を実施した。（年度計画

【152-１】を参照） 

 

■他の国立大学との連携 

平成 18 年度に電気通信大学と締結した基本協定に基づき、液体窒素の共同調

達を実施した。（年度計画【155-１】を参照） 

 

 

 

 

 

２．共通事項に係る取組状況 

 

【平成 16～18 事業年度】 

（業務運営の改善及び効率化の観点） 

○ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。 

・ 学長を中心とした大学運営への取組については、上記特記事項「学長を中心

とした大学運営の推進」のとおり。 

・ 「役員・部局長連絡会」を設置し、法人全体の観点に立った意思決定と各部

局の活動の総合調整を図った。 

・ 学長の特命事項を処理するため、「学長特任補佐制度」を導入した。（中期計

画【130】を参照） 

・ 規則の制定及び改正、業務運営に関わる重要な事項、財務に関する事項、教

育研究に関わる重要な事項等については、法令及び本学諸規定に基づき、経営

協議会及び教育研究評議会等の議を経て、役員会にて審議・決定している。 

 

○ 法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか。 

・ 学長のリーダーシップの下に実施される、人的資源の再配分である「教育力・

研究力向上のための全学的措置」及び財務上の資源配分である「大学戦略経費

（学長裁量経費）」については、上記特記事項「学長主導による戦略的資源配分」

のとおり。 

・ 平成 16 年度に、全学的見地から計画的な人事管理を推進するため、教育研究

評議会において「教育職員人事に関する基本方針」及び「全学採用計画」を策

定した。また、これに基づいた選考を部局に委任し、選考方針、採用計画及び

選考結果を教育研究評議会に報告し審議するシステムを構築した。 

・ 学長主導による若手教員の採用及び外国人・女性教員の採用拡大については、

上記特記事項「有能な若手教員及び外国人・女性教員の採用等」のとおり。 

 

○ 法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い、必要に応じて

資源配分の修正が行われているか。 

・ 年度計画に基づき、当初計画した資源配分に対して、事業の進捗状況及び自

己収入の収納状況をチェックしたうえで補正予算を編成し、資源配分の見直し

を図っている。なお、事業の進捗状況は、全学計画評価委員会において、定期

的（四半期または前・後期ごと）に計画の進捗状況を確認している。（中期計画

【169】を参照） 

 

○ 業務運営の効率化を図っているか。 

・ より柔軟な事務組織を目指したグループ・チーム制の導入等については、上

記特記事項「グループ・チーム制の導入」のとおり。 

・ 各部局運営において、副部局長を置き、部局長の補佐体制を強化することで
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業務の効率化を図った。（中期計画【132】を参照） 

・ 学内の全学委員会の見直しについては、上記特記事項｢学内委員会の見直し｣

のとおり。 

・ 家畜病院診療関係事務を平成 18 年度から実施した。診療頭数が増加したにも

かかわらず（前年度より 998 頭増の 8,539 頭）、医療事務専門の業者にアウト

ソーシングしたことにより、事務、窓口対応及び病院運営の効率化につながっ

た。（中期計画【156】を参照） 

 

○ 収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。 

・ 課程ごとの平成 16～18 年度の定員充足率は以下のとおりであり、各課程・

年度とも収容定員は 90％以上を充足させている。 
           表  課程ごとの定員充足率          （単位：％） 

 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度

学士課程 114 114 119 

修士課程（博士前期課程を含

む） 
135 137 137 

博士課程 182 156 131 

専門職学位課程 - 123 128 

 

○ 外部有識者の積極的活用を行っているか。 

・ 平成 17 年度に制定した専門職員就業規則に基づき、情報化推進及び安全管

理関係の専門職員を採用した。（中期計画【151】を参照） 

・ 産官学連携・知的財産センターにおいて、コーディネータや研究員等の専門

人材を配置し、研究支援体制を整備した。（中期計画【161】を参照） 

・ 経営協議会を年４回（平成 16 年度のみ５回）開催しており、経営協議会で

の意見を大学運営に反映している。各年度の事例については、以下とおり。 

平成 16 年度：会議の簡素化、社会人教育の充実（専門職大学院設置に際しサ

テライト教室の開設）、事務組織の強化等 

平成 17 年度：内部監査機能の充実、職員評価の導入、年度計画の策定方法等

平成 18 年度：民間金融機関からの長期借入金による家畜病院整備事業の実

施、教員活動評価の実施、年度計画の策定（重点施策）、大学

のガバナンス、国際貢献に対する戦略等 

 

○ 監査機能の充実が図られているか。 

・ 「監査室」を設置し（中期計画【136】を参照）、内部監査計画に基づき、内

部監査を実施した（科学研究費補助金・科学技術振興調整費、会議費支出基

準の改正に伴う教員等への周知及び執行状況、繊維博物館の運営状況、資産

の管理状況、 TA の労務管理、留学生に係る奨学金及び医療費補助金等の管理

状況等）。また、監査の結果に基づき業務改善の提案を行った。 

・ 内部統制と内部監査についての研修会を、役員・幹部職員及び一般職員を対

象に行い、監査能力の向上を図った。（中期計画【136】を参照） 

・ 監事監査については、監事からの指摘を大学の運営に反映している。（指摘

事項例：学生実験における事故発生時の初動連絡体制の整備、役員会議事録

の改善、役員・部局長連絡会の設置、TA の労務管理 等） 

 

○ 教育組織の柔軟かつ機動的な編制・見直し等が行われているか。 

・ 平成 16 年度に｢大学教育センター｣を設置し、全学的な視点から教育及び学

生の受入に関して研究・企画・調整を行った。 

・ ｢教育力・研究力向上のための全学的措置｣については、上記特記事項｢学長

主導による戦略的資源配分｣のとおり。 

・ 教育研究組織については、全学自己点検・評価小委員会において実施された

自己点検・評価結果等を参考に、学長諮問 WG や共生科学技術研究院運営委員

会等で活性化に向けた検討を行っている。 

 

○ 法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組が行われているか。 

・ ｢産官学連携・知的財産センター｣において専門性の高い能力を持った人材を

採用・配置する等、研究支援体制の整備・強化を図った。（中期計画【161】

を参照） 

・ 若手人材及び女性研究者の研究活動支援の取組については、上記特記事項｢有

能な若手教員及び外国人・女性教員の採用等｣のとおり。 

 

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に反映しているか。 

・ 平成 16 年度評価において国立大学法人評価委員会から指摘を受けた｢企画執

行体制の充実｣について、平成 17・18 年度には上記特記事項｢学長を中心とし

た大学運営の推進｣のとおり改善した。また、｢業務のアウトソーシング｣につ

いては、平成 17 年度より家畜病院診療関係事務にて実施した（中期計画【156】

を参照）。 

・ 平成 17 年度評価において国立大学法人評価委員会から指摘を受けた｢中長期

的な人件費管理計画の策定｣や｢選択定年制度の具体的設計｣について、平成 18

年度に管理運営体制検討 WG 等で検討し、今後の方向性を確定した。（上記特

記事項「学長主導による戦略的資源配分」を参照）。 

 

 

【平成 19 年度】 

（業務運営の改善及び効率化の観点） 

○ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。 

・ 学長を中心とした大学運営への取組については、上記特記事項「学長を中心

とした大学運営の推進」のとおり。 
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・ 本学の目指す基本理念の実現を念頭とした企画立案の迅速化と支援体制の具

体化を促進する目的で、学長を本部長とする「大学戦略本部」とともに学長

直轄の「戦略企画室」（年度計画【130-1】を参照）を平成 20 年度から設置す

ることとした。（本実績報告書４頁：項目別状況「学長を中心とした大学運営

の推進」を参照） 

・ 法令及び本学諸規定に基づき、中期計画の変更、年度計画の策定、予算の策

定、規則の制定・改定等について、経営協議会及び教育研究評議会の議を経

て、役員会で意思決定を行った。 

 

○ 法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われている

か。 

・ 学長のリーダーシップの下に実施される、人的資源の再配分である「教育力・

研究力向上のための全学的措置」及び財務上の資源配分である「大学戦略経

費（学長裁量経費）」については、上記特記事項「学長主導による戦略的資源

配分」のとおり。 

・ 平成 18 年度に策定した「平成 19 年度全学採用計画」基づき平成 18 年度末

の定年退職者の後任補充を抑制し、また地域手当の支給割合を 11％に据え置

くことで、概ね１％の削減目標を達成した。なお、「平成 20 年度全学採用計

画」についても、管理運営体制検討 WG において策定した。（年度計画【150】

を参照） 

・ 教育職員に係る「選択定年制度」を導入し、申請者（１名）からの申出につ

いてそれを許可した。（年度計画【143-１】を参照） 

・ 「若手人材育成拠点の設置と人事制度改革」の計画に基づく、大学運営費（学

長裁量経費）によるテニュアトラック制度の全学的導入については、特記事

項「学長主導による戦略的資源配分」のとおり。 

・ 一定の外部資金を獲得した教職員に対するインセンティブ付与のため、その

オーバーヘッドの金額に応じて産官学連携奨励費を支給する「産官学連携奨

励制度」を創設し、教職員 22 名に合計 2,794,943 円を支給した。 

 なお、平成 19 年度に実施した、本学独自の研究奨励制度及び奨学金制度は下

記表のとおり。 
      表 本学独自で実施している研究奨励制度及び奨学金制度等 

制  度 対象者 支給金額 導入時期 

研究奨励助成制度 50～300 万円程度 H19 年度 

産官学連携奨励制度 

教 員  
  等 オーバーヘッドの

10％相当額 
H19 年度 

研究奨励金制度 

｢JIRITSU(自立)制度｣ 
60～240 万円 

※支給基準４区分 
H20 年度 

東京農工大学奨学金 

主に 

博士(後期)

課程学生 20 万円 H18 年度 

・助教制度の導入により、各部局において、助教による講義の開講、教授会へ

の出席等を平成 19 年度より実施した。 

 

○ 法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い、必要に応じ

て資源配分の修正が行われているか。 

・ 平成 18 年度に引き続き、年度計画に基づき当初計画した資源配分に対して、

事業の進捗状況及び自己収入の収納状況をチェックしたうえで補正予算を編

成し、資源配分の見直しを図った（キャンパス・アメニティの改善等）。 

・ 事業の進捗状況については、全学計画評価委員会において、定期的（四半期

または前期・後期）に、計画の進捗状況を確認した。（中期計画【169】を参

照） 

 

○ 業務の効率化を図っているか。 

・ 平成 18 年度に設置した「事務組織・業務効率化検討会」において、事務組

織の見直しと業務の効率化について、具体的な検討を行った。（年度計画【131】

を参照） 

・ 平成 19 年度より、全学計画評価委員会等において、業務の効率化及び資源

の節減を図るため、会議資料を電子化した。 

・ 部局における各種委員会の見直し及び統合について検討を行い、実施の方向

で意見の集約を図るとともに、全学委員会を加えた部局内拡大委員会等を開

催し、委員会及び委員相互の緊密な連携を図った。（年度計画【132】を参照） 

 

 

○ 収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。 

・ 課程ごとの定員充足率は、学士課程 115％、博士課程（博士前期課程を含む）

133％、博士課程 119％、専門職学位課程 130％であり収容定員の 90％以上を

充足させている。 

 

○ 外部有識者の積極的活用を行っているか。 

・ 平成 18 年度に経営協議会で指摘を受けた「危機管理体制の整備」について

は、本実績報告書 72 頁：特記事項「危機管理(安全管理)体制の整備」のとお

り。また、その他の指摘事項及び改善状況等については、資料編 20 頁【添付

資料３-３】のとおり。 

・ 経営協議会を全 4回開催した。 

・ 平成 18 年度に引き続き、情報化推進及び安全管理、研究支援関係において、

専門職員や各コーディネータ等を活用し、学務情報システム（SPICA）の機能

向上（【190】を参照）、TA セミナーにおける安全管理教育の実施（【183】を参

照）、産官学・連携支援センターにおける研究支援活動（【161】を参照）を行

った。 

31

東京農工大学

31



 

 

○ 監査機能の充実が図られているか。 

・ 監事、会計監査人、監査室（内部監査担当者）の三者は、監査の独立性を担

保し、効率的かつ効果的監査を実施するため、協議の場を設定し、会計監査

人から監査計画、期中及び期末の監査報告書について書面に基づいて説明を

受けるとともに必要な事項について連携強化のための意見交換を行った。 

・ 平成 18 年度の監査結果を受け、「国立大学法人東京農工大学ティーチング・

アシスタント実施要項」第 10 条に基づき、成果報告書の提出期限が実態と伴

わないことから、規程の改正を行った。（資料編 37頁【添付資料４-５】（１）

を参照） 

・ 平成 19 年度は内部監査として、科学研究費補助金、受託研究費等、環境報

告書の自己評価、資産の管理状況、未収入金の管理状況等について内部監査

を実施した。 

・ 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインに沿った「競争的

資金等の取扱いに関する要項」等を４月に制定した。これに伴い、研究者も

事務職員も１冊で適正な経理管理全般を把握できる冊子「競争的資金等に関

する《マニュアル》」を作成し、全学の教授会等での配布したほか、本学 Web

ページに掲載して周知を図った。（資料編 90 頁【添付資料 10-２】（１）を参

照） 

また、納入業者、研究者及び事務職員に対し、冊子「国立大学法人東京農

工大学における発注・検収体制《納入業者の皆さんへ》」を作成し、本学 Web

ページに掲載して周知を図った。 

・ 事務職員を対象とした監査能力向上研修会において、内部監査等で指摘され

た問題点、改善点を取り上げ、①本学が定めたルールを理解し、有効に機能

させること、②行動規範厳守の必要性を説明し、今後の業務遂行に反映する

よう啓蒙を図った。（年度計画【136】を参照） 

 

○ 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編制・見直し等が行われているか。 

・ 平成 18 年度までの取組とその成果を踏まえて、共生科学技術研究院の組織

を見直した。その結果、一部の部門において組織の再編成を行い、「拠点」を

設置して、必要に応じて機動的・流動的に教員を配置できる体制とした。（年

度計画【70-2】を参照） 

・ 全学的な教育研究設備の充実を目指し、遺伝子実験施設及び機器分析センタ

ーを統合し、基盤的な施設設備の計画管理体制の整備を含む学術研究支援総

合センターの設置について検討し、平成 20 年度に同センターを設置すること

とした。（年度計画【89】を参照) 

 

○ 法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組が行われている

か。 

・ 学術研究活動の推進を戦略的に行うため、学長を本部長とする「大学戦略本

部」とともに学長直轄の「戦略企画室」を平成 20 年度に設置することとした。

（本実績報告書４頁：項目別状況「学長を中心とした大学運営の推進」を参

照） 

 

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に反映しているか。 

・ 平成 18 年度評価において国立大学法人評価委員会から指摘を受けた「全学

的な危機管理マニュアルの策定」について、「危機管理基本要項」及び「危機

管理基本マニュアル」を作成した。（本実績報告書 72 頁：特記事項「危機管

理(安全管理)体制の整備」を参照） 
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中

期

目

標 

・固定収入を確保しつつ、外部研究資金を増加し、新たな自己収入を開拓する。 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェ 

イト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

授業料については、概ね 100％口座振替あるいは振

込方式に移行した。入学料及び入学試験検定料につい

ても振込方式とした。学生納付金の徴収方法を口座振

替等に移行したことにより、確実な収入の確保、徴収

事務の効率化、現金亡失等のリスクの軽減及び納入者

の利便性の向上等が図られた。 

 なお、本件については、平成 17 年度をもって、中期

計画を達成した。 

 【１５８】○ 固定収入の

確保 

・ 学生納付金の徴収方法

を平成17年度までに自動引

落等の効率化を図る。 

【１５８】 

（平成 17 年度に実施済

みのため、平成 19 年度

計画なし。） 

Ⅲ

 （平成 19 年度の実施状況） 

 

平成17年度までに達成した

授業料、入学料及び入学試験

検定料の口座振替または振込

方式を引き続き実施する。 

 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(２) 財務内容の改善  

  ① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

教育研究附属施設の収入について、本来の教育研究

に支障を生じない範囲で、概ね収入を確保した。 

なお、各年度の農場収入及び演習林収入については、

以下のとおりである。 

○ 平成 16 年度 24,535 千円 

○ 平成 17 年度 27,571 千円 

○ 平成 18 年度 26,595 千円 

 【１５９】・ 教育研究附属

施設の収入については、本

来の教育研究に支障を生じ

ない範囲で、収入を確保す

る。 

【１５９】教育研究附属

施設の収入について、平

成19年度においても、引

き続き、教育研究に支障

を生じない範囲で同規

模の収入額を確保する。

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

農場収入及び演習林収入については、収入目標額

26,242 千円に対して、実績は 30,363 千円であり、本

来の教育研究に支障を生じない範囲で収入を確保した

と判断される。 

教育研究に支障を生じない

範囲で、引き続き同規模の収

入額を確保する。 

 

 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

家畜病院の診療体制の充実を図るため、民間金融機

関からの長期借入金を活用した家畜病院の整備を行う

こととし、中期計画の変更を行った（中期計画【172-

２】を参照）。また、診療報酬について、数項目に係る

料金改定を行った（平成 18 年４月１日から適用）。 

収入額については、目標額 102,648 千円（過去３年

間（平成 12～14 年度）の平均収入額 68,432 千円より

50%増加）を各年度とも大きく上回って達成した。なお、

各年度の収入額は、以下のとおりである。 

○ 平成16年度  約 87％増（収入額128,053千円） 

○ 平成 17 年度 約 107％増（収入額141,546千円） 

○ 平成 18 年度 約 150％増（収入額 171,316 千円) 

  【１６０】・ 家畜病院収入

については、診療体制の充実

を図り、中期目標期間中に平

成 12 年度からの過去３年間

の平均収入額より 50％増加

する。 

【１６０】民間金融機関

からの借り入れによる家

畜病院の整備を計画的に

進めるとともに、収入額

については平成 12 年度

から３年間の平均収入額

より 88％増加する。 

 

Ⅳ

Ⅳ （平成 19 年度の実施状況） 

家畜病院の整備については、平成 19 事業年度長期借

入金の認可申請を行い、平成 19 年４月 20 日付けで文

部科学大臣の認可を受け、７月末に着工した（年度計

画【172-２】を参照）。 

また、平成 19 年度の収入額については、170,509 千

円となっており、目標額 128,652 千円（平成 12 年度か

ら３年間の平均収入額の 88％増加）を大きく上回っ

た。 

平成20年７月に新病院での

診療が開始される予定であ

り、診療スペースの拡充や医

療機器の高度化が図られるこ

とにより、診療頭数の増加や

高度医療の提供が可能とな

る。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

外部研究資金の増加のための支援体制の整備とし

て、産官学連携・知的財産センター及び研究支援・産

学連携チームを設置した。さらに、産官学連携・知的

財産センターにおいては、専門性の高い能力を持った

人材（東京農工大学産業技術フェロー、リエゾンコー

ディネータ、研究コーディネータ等の産学官連携研究

員、NEDO 受託研究員、産学官連携コーディネータ等）

を採用・配置した。また、研究シーズを電子化し、Web・

CD-ROM 等により広く学外への周知を行い、シーズとニ

ーズのマッチングが容易に図れる支援システムを整備

した。 

このような支援体制の下で、外部研究資金の増加に向

け、公募情報の通知、JST や NEDO の担当者・プログラ

ムオフィサーによる説明会の開催、公募書類作成支援

等の取組を行った。 

これらの取組の結果、平成 18 年度には、シーズ発掘

試験 101 件（育成試験として制度が開始された平成 17

年度は 63 件）、顕在化ステージ 31 件の申請に対して、

それぞれシーズ発掘試験 13 課題、シーズ顕在化計 10

件が採択された。また、NEDO 産業技術研究助成事業３

件（平成 17 年度は０件）、文部科学省科学技術振興調

整費プログラム２件（平成 17 年度１件）の採択を得た。

  【１６１】○ 外部研究資金

の増加 

・ 競争的資金の申請増加の

ための支援組織の確保、共同

研究等の受入窓口の整備や

産学連携コーディネーター

活用等の全学的な支援シス

テムを整備する。 

【１６１】産学官連携コ

ーディネータが中心とな

って、NEDO、JST、地方自

治体等の競争的資金獲得

の支援を行う。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

産学官連携コーディネータが中心となって、平成 18

年度に引き続き競争的資金獲得の支援を行った結果、

平成 19 年度の JST シーズ発掘試験事業に対しては 86

件申請し、15 課題が採択された（計 3,000 万円）。ま

た、シーズ顕在化ステージについては４課題（3,200

万円）が採択され、シーズ育成ステージは１課題（5,000

万円×４年間）が採択された。 

産官学連携・知的財産セン

ターと研究支援・産学連携チ

ームが連携し、公募型研究資

金に関する個別情報を関係す

る教員へ適切に通知し、申請

支援の体制をさらに充実させ

る。 

また、産官学連携・知的財

産センターのコーディネータ

が中心となり、企業との包括

協定・海外企業等との連携強

化により共同研究・受託研究

獲得案件の増加を図るととも

に、科研費補助金申請情報等

を用いた競争的研究資金等申

請支援体制の強化し、外部研

究資金のさらなる増加を図

る。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

共生科学技術研究院において、｢科学研究費補助金ま

にゅある｣の作成、科学研究費補助金申請等に係る説明

会の開催等を実施し、申請数と採択率の向上につなげ

るとともに、不正使用防止の周知・徹底を図った。さ

らに、学内の科学研究費補助金審査員経験者による計

画調書の添削・助言等を行い、計画調書のクオリティ

ーの向上を図った。（本実績報告書 42 頁：特記事項「科

学研究費補助金の申請状況等」を参照） 

また、各拠点・部門においても、申請件数及び採択

率の向上に向けた具体的な取組を行った。 

このような取組の結果、申請件数については、「１

人 低１件以上申請する」という中期計画をの目標値

を各年度とも上回って達成した。なお、各年度の１人

当たりの申請件数は、以下のとおりである。 

○平成 16 年度 1.27 件 

○平成 17 年度 1.16 件 

○平成 18 年度 1.07 件 

  【１６２】・ 科学研究費補

助金について、１人 低１件

以上申請することを目標と

する。 

【１６２】平成 18 年度に

引き続き、科学研究費補

助金申請の申請率と採択

率について評価し、両方

の向上を目指した改善策

を講じる。 

Ⅳ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

共生科学技術研究院において、平成 18 年度に引き続

き、科学研究費補助金の申請率向上を目指し、申請等

に係る説明会を開催した。また、平成 18 年度に実施し

た計画調書の学内事前確認を受けた申請者の採択状況

等を評価し、実施方法を見直したうえで、平成 19 年度

においても学内事前確認を行った。各部門・拠点にお

いても過去の申請状況等を分析し、申請件数と採択率

の向上策を講じた。 

平成 19 年度の１人当たりの申請件数は、1.11 件と

なり、中期計画（1人 低１件以上申請）を達成した。

科学研究費補助金につい

て、１人 低 1 件以上の申請

を維持しつつ、さらに採択率

を向上させる方策について検

討、実施する。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

受託研究、共同研究を行う教員数については、目標

値 100 名（平成12年度からの過去３年間の平均値90

名より約10％増）を各年度とも達成した。なお、各年

度の受託研究、共同研究を行う教員数は、以下のとお

りである。 

○平成 16 年度 130 名（対目標値 30％増） 

○平成 17 年度 132 名（対目標値 32％増） 

○平成 18 年度 157 名（対目標値 57％増） 

また、外部研究資金増加のための支援システムを整

備し（中期計画【161】を参照）、リエゾンコーディネ

ータ及び研究コーディネータ等の活動により、受託研

究・共同研究の促進を図った。具体的には、日本通運・

富士フィルム・日立製作所・東京ガスとの包括連携契

約の締結により、大型の共同研究獲得に努め、さらに、

包括連携の下で多くの個別共同研究の創出検討を企

業との間で実施した。また、共同研究の拡大を図るた

め、田町リエゾンオフィスを活用し、JST と連携した

「産と学との出会いの場」を開催した。 

  【１６３】・ 受託研究、共

同研究を行う教員数を中期

目標期間中に、平成 12 年度

からの過去３年間の平均値

より 10％増加する。 

【１６３】企業との包括

連携等の拡大により、大

型共同研究獲得の推進

を図るとともに、研究コ

ーディネータ、リエゾン

コーディネータの活動

により、関与する教員の

数を増加させ、共同研

究、受託研究の金額増加

を図る。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

企業との連携については、平成 18 年度までに締結し

た４件に加え、シチズン時計㈱と包括協定を、（財）電

力中央研究所、横河電機（株）と研究連携イノベーシ

ョンラボ設置包括協定を締結し、大型共同研究案件の

創出を行った。 

また、研究コーディネータ、リエゾンコーディネー

タの活動により、JST の重点地域研究開発推進プログ

ラム「シーズ発掘試験」において、約 3,000 万円の採

択を受け、産官学・知的財産センター主導の共同研究

の受入実績としては、25件 約 7,700 万円となった。

受託研究・共同研究を実施する教員数は、187 名と

なり、中期計画（目標値 100 名）を達成した。 

なお、共同・受託研究の受入実績については、特記

事項「共同研究・受託研究の実績」（本実績報告書 43

頁）のとおり。 

平成16～19年度の実績を鑑

み、平成 20～21 年度において

も、中期目標を達成できる見

込みである。また、受託研究、

共同研究を行う教員数のさら

なる増加を目指す。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

全教職員を対象とした「自己収入の増加策」につい

ての提案公募により、収入を伴う新たな事業の開拓のた

めの事務組織として資金管理運用チーム（現在は資産管理

チーム）を設置した。また、財務状況について速やかに役

員会へ報告するとともに、本学 Web ページ上に掲載し教

職員にわかりやすく周知した。 

なお、平成 16～18 年度に実施した、収入を伴う事業

については、以下のとおりである。 

○FS センターの生産物販売の強化のため、アンテナシ

ョップとして「農工夢市場」を学内に設置し販売を開

始。 

○FS センターにおいて生産された米、いも、麦を原料

とした農工大ブランドの焼酎（商品名：「賞典禄」）を

酒造会社に醸造依頼することを決定し、卒業式当日に

限定販売した。 

  【１６４】○ 収入を伴う新

たな事業の展開 

・ 収入を伴う新たな事業を

開拓するため、大学全体で推

進する組織を構築する。 

【１６４】FSセンターの

生産物等を利用した「農

工大ブランド・賞典禄」

の焼酎を販売する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

４月に酒類販売業免許を取得し、６月から米及び芋

焼酎、11 月から麦焼酎の一般販売を開始した。 

FS センターのアンテナショ

ップを引き続き運営し、収入

増加を図る。 

 

  

 ウェイト小計    
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中

期

目

標 

・ 運営費交付金の合理化に対応して管理的経費を抑制する。 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェイ

ト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

平成 16 年度は、国際交流会館管理業務等の業務委託

費の総額について、前年度実績（79,750 千円）を下回

ることを目標とし、合理化を図った結果、75,570 千円

に節減（△5.2％）した。 

また、平成 17 年度は、前年度の管理業務経費実績額

（788,431 千円）を下回ることを目標とし、国内旅費

の日当及び宿泊料の単価を引き下げる等、管理的業務

全般に要する経費について見直しを行った結果、

772,542 千 円 に節減（△２％ ）した。 

さらに、平成 18 年度は、前年度の経常費用から減価

償却費と公租公課を差し引いた額に対する一般管理費

の割合（6.20％）を超えないことを目標とし、経費節

減に努めた結果、同割合は 5.85％となった。 

なお、IT 化による業務の効率化については、中期計

画【191】【192】のとおり。 

上記のとおり、各年度とも経費の合理化に対する目

標を達成した。  

 【１６５】・ 業務の IT 化

等により業務全般に要する

経費を毎年合理化する。 

【１６５】管理的な業務

全般に要する経費につ

いて、目標値を定めて合

理化する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 18 年度の経常費用から減価償却費と公租公課

を差し引いた一般管理費の割合(5.85％)を超えないこ

とを目標とし、経費節減に努めた結果、同割合は

5.05％となり、目標値を下回った。 

経常費用から減価償却費と

公租公課を差し引いた一般管

理費の節減目標を設定し、合

理化を図る。 

 

 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(２) 財務内容の改善 

  ② 経費の抑制に関する目標 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

水光熱費等の削減を図るため、平成 17年度より、使

用料金実績（前年同月比）を本学 Web ページ上に掲載

し、省エネの実施を学内教職員に強力に促した。また、

漏水防止対策等を施したほか、ガス供給契約の見直し

を行った。 

その結果、水光熱費等の支出額の総額について、各

年度とも以下のとおり節約され、節約目標（１％減）

を達成した。 

○ 平成 16 年度： 前年度比 約 3.5％減 

○ 平成 17 年度: 前年度比 約 2.4％減（オーバー

ヘッド充当分を除くと約 7.3％減） 

○ 平成 18 年度： 前年度比 約 3.0％減 

 【１６６】・ 経費ごとに具

体的な節減目標値を設定す

るとともに、省エネ型設備

へ計画的に切り替えるなど

水光熱費等を毎年１％節約

する。 

【１６６】水光熱費等に

ついて対前年度比1％の

節約を図る。 

Ⅲ

Ⅱ （平成 19 年度の実施状況） 

上下水道については、節水及び漏水対策を引き続き

実施したことにより使用量が減少し、ガスについては、

使用量は増加したものの、契約を見直したことにより、

それぞれの料金について対前年度比１％以上の節約が

図れた。重油に関してはボイラ－運転台数の見直し等

により使用量を 22.6%節減したが、料金の値上げ（平

均で約 33％）の影響により、また、電気については、

節電に努めたが施設面積や研究機器等の増による使用

量増加等の影響により、それぞれ対前年度比１％の節

約が図れなかった。この結果、水光熱費等全体として

は対前年度比 1.36％の増となった。 

 

区 分 18 年度 19 年度 対前年度比

 

上下水道 

千円 

63,924 

千円

58,093

％ 

△ 9.12 

ガ ス 67,862 66,200 △ 2.44 

電 気 271,816 284,537 4.68 

重 油 15,788 16,975 7.51 

その他 900 217 △75.88 

合 計 420,290 426,022 1.36  

対前年度比１％の節約を達

成するための具体的方策を検

討のうえ実施する。 

 

 

 ウェイト小計    
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(２) 財務内容の改善 

  ③ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中

期

目

標 

○ 資産を効果的・効率的に運用する。 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェイ

ト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

「点検評価に関する WG」において調査票を作成し、

平成 17 年度より教室・研究室・実験室・トイレ等、教

育研究施設の点検・評価に関する調査を毎年実施した。

また、自己点検・評価で収集したデータ及び現状調査

を基に、共用スペース使用の実態を確認した。 

上記調査の結果に基づき、部屋ごとの使用実態につ

いてデータを整理し、共用スペースの確保の可否につ

いて検討を行った。 

 

 【１６７】○ 教育研究施

設の点検・評価に関する調

査を平成17年度から毎年実

施し、施設の適切な使用面

積配分と弾力的な運用を行

うため共用スペースを確保

する。 

【１６７】平成 17 年度

から実施している、教

育・研究施設の点検・評

価に関する調査を継続

して行い、使用面積の適

否と共用スペースの確

保の可否の検討を行う。

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

工学部５号館改修において、スペース配分の見直し

を行い、共用スペース（オープンラボ）を確保した。

 教育・研究施設の点検・評

価に関する調査を継続して行

い、共用スペースの確保を行

う。 

 

 

 

 ウェイト小計    
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１．特記事項 

 

【平成 16～18 事業年度】 

■家畜病院の整備及び診療収入の増加 

 獣医学教育の充実及び診療収入の増加を図るため、家畜病院の整備を民間金融

機関からの長期借入金により整備することについて、平成 17～18 年度に検討し、

各種手続きを行った。診療収入については、平成 16～18 年度の各年度において、

年度計画で目標とした収入額を確保した。（中期計画【160】を参照） 

 

■競争的資金獲得の支援状況 

支援体制を整備するため、専門性の高い能力を持った人材（リエゾンコーディ

ネータ、研究コーディネータ等の産学官連携研究員、NEDO 受託研究員、産学官

連携コーディネータ）を採用・配置したほか、研究シーズを電子化し、広く学外

への周知を図り、シーズとニーズのマッチングのためのシステムを整備した。こ

のような支援体制の下で、競争的研究資金情報の適切な通知、公募書類等の作成

や申請についての支援、JST 担当者や NEDO プログラムオフィサーによる本学教

員向け説明会の開催等を実施した。（中期計画【161】を参照） 

また、平成 18 年度には、産官学連携を推進するため、一定の外部資金を獲得

した教員に対して、そのオーバーヘッドの金額に応じて産官学連携奨励費を支給

する｢産官学連携奨励制度｣を検討し、平成 19 年度から制度を導入することとし

た。（資料編 50 頁【添付資料６-１】（３）を参照） 

 

■科学研究費補助金の申請状況等 

 科学研究費補助金の増加を図るため、共生科学技術研究院主催で科学研究費補

助金獲得のための説明会を開催している。また、平成 16 年度には、中期計画に

「１人 低１件以上申請すること」を明記し、各部門等において研修会の実施等

を行った結果、非申請者を半減（平成 15 年度：88 名→平成 16 年度：40 名）さ

せることができた。 

平成 17 年度には、｢科学研究費補助金まにゅある｣を作成したほか、各部門・

拠点において前年度の採択結果に基づいて改善策を検討した。 

平成 18 年度においては採択率向上のために、計画調書のクオリティー向上を

目的に学内の科学研究費補助金審査員経験者による計画調書の添削・助言等を行

った結果、採択率についても 3.8％向上（平成 16 年度比）することができた。

さらに、不正使用防止についても、説明会において周知を図った。 

以上の取組により、各年度とも中期計画の目標値（1人 低 1件以上申請）を

上回って達成した。（中期計画【162】を参照） 

■共同研究・受託研究の実績等 

 共同研究・受託研究の促進を図った結果、これらの研究を実施している教育職

員数は、各年度とも「平成 12 年度からの過去３年間の平均値より約 10％増」（目

標値 100 名）という中期計画を達成した。 

また、平成 17 年度には、２企業と包括協定を締結し、包括協定の下で、多く

の個別共同研究の創出検討を企業との間で行った。さらに、リエゾン専門人材、

研究コーディネータの活動により共同研究・受託研究を組織的に開拓する体制を

整えた。 

平成 18 年度は、さらに２企業と包括協定を締結し、大型の共同研究が成立し

た。また、関係する教員と連携して企業との包括協定の増加を図った。 

（中期計画【163】を参照） 

 

■外部資金のオーバーヘッドの対象拡大 

 全学的な事業・プロジェクトに充当する資金を確保するため、平成 17 年度よ

り新たに、対象外資金であった寄附金についてもオーバーヘッドの対象とし、徴

収率もアップした。 

 

■収入を伴う事業の強化 

 平成 17 年度より、FSセンターの生産物販売を強化するため、アンテナショッ

プとして｢農工夢市場｣を学内に設置し、販売を開始した。 

 また、平成 18 年度には、FS センターにおいて生産された米、いも、麦を原料

とした農工大ブランドの焼酎（商品名：｢賞典禄｣）を酒造会社に醸造依頼するこ

とを決定し、開発・製品化し、限定販売（卒業式当日のみ）した。 

（中期計画【164】を参照） 

 

■授業料の見直し（専門職大学院） 

 専門職大学院技術経営研究科（MOT）において、他部局とは異なる専門職大学

院に特有の事情を踏まえ、授業料を標準額を上回る額（572,400 円）に設定した。

標準授業料との差額については、MOT 特有の運営ができるよう、①教育基盤経費

について、一般修士学生より高い単価設定（1.1 倍）、②田町サテライトキャン

パスの借料、③図書館の開館時間（土曜日３時間）延長の実施経費として措置し、

専門職大学院の教育の充実を図った。 

 

■施設の廃止と代替方策への切替 

 遠隔地（長野県）にあり、利用効率の低い合宿研修施設（環境省所有の山林に

本学が施設を建築したもの）を廃止し、代わりに維持管理に要していた経費を、

学生及び教育職員から要望の強かった宿泊研修（入学時のオリエンテーション、

ゼミ合宿等）に対する補助金へ切替え、学生サービスの充実を図った。 

 

（２） 財務内容の改善に関する特記事項等 
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【平成 19 事業年度】 

■ 家畜病院の整備及び診療収入の増加 

民間金融機関の長期借入金により家畜病院の整備を開始した（平成 20 年７月

竣工予定）。家畜病院の収入額については、170,509 千円となっており、年度計

画の目標額 128,652 千円を大きく上回った。（年度計画【160】を参照） 

 

■収入を伴う事業の強化 

 FS センターにおいて生産された米、いも、麦を原料とした農工大ブランドの

焼酎（商品名：「賞典禄」）の一般販売を開始した。（年度計画【164】を参照） 

 

■競争的資金獲得の支援状況 

産官学連携・知的財産センターにおいて、外部資金の増加に向け、公募情報の

通知、JST や NEDO の担当者・プログラムオフィサーによる説明会の開催、公募

書類作成支援等の取組を行った。（年度計画【161】を参照） 

共生科学技術研究院において、平成 18 年度に引き続き、科学研究費補助金の

申請率向上を目指し、申請等に係る説明会を開催した。また、平成 18 年度に実

施した計画調書の学内事前確認を受けた申請者の採択状況等を評価し、実施方法

を見直したうえで、平成 19 年度においても学内事前確認を行った。各部門・拠

点においても、過去の申請状況等を分析し、申請件数と採択率の向上策を講じた。

（年度計画【162】を参照） 

 また、全学的な教育研究に関する戦略的な企画立案及びその支援を行う「大学

戦略本部」及び「戦略企画室」を平成 20 年度に設置することとした。（本実績報

告書４頁：項目別状況「学長を中心とした大学運営の推進」を参照） 

 

■科学研究費補助金の申請状況 

平成 19 年度の１人当たりの科学研究費補助金申請件数は、1.11 件となり、中

期計画を達成した。なお、共生科学技術研究院においては、申請可能な教員 364

名中、331 名が申請した。 

（年度計画【162】を参照） 

 

■共同研究・受託研究の実績 

シチズン時計（株）との包括協定及び（財）電力中央研究所、横河電機（株）

との研究連携イノベーションラボ設置包括協定を締結し、各５年間１億円を超え

る大型共同研究を獲得した。 

また、研究コーディネータ及びリエゾンコーディネータの活動により、JST の

重点地域研究開発推進プログラム「シーズ発掘試験」において、約 3,000 万円の

採択を受け、センター主導の共同研究の受入れ実績は 25 件、約 7,700 万円とな

った。 

受託研究・共同研究を実施する教員数については、187 名となり、中期計画を

達成した。なお、共同・受託研究受入実績は下記のとおりである。 

（年度計画【163】を参照） 
          表  共同研究・受託研究の受入件数及び受入金額 

 受入件数 受入金額 

共同研究 267 件（106％） 6.3 億円（96％）

受託研究 137 件（114％） 11.8 億円（107％）
    ※上記数値は、文部科学省産学連携実施状況調査の集計方法による。ただし、受託研究に

ついては、再委託費を含む。 

※（ ）内は、前年度比。    

 

 

 

２．共通事項に係る取組状況 

 

（財務内容の改善の観点） 

【平成 16～18 事業年度】 

○財務内容の改善・充実が図られているか。 

・ 管理的な業務に要する経費の節減及び水光熱費等の削減については、各年度

とも年度計画に掲げた目標値を下回っており、中期計画を達成した。（中期計画

【165】【166】を参照） 

・ 自己収入の増加に向けた取組状況については、上記特記事項｢収入を伴う事業

の強化｣のとおり。 

・ 財務状況等について、経営協議会、教育研究評議会及び役員会において報告

するとともに、前年度実績との比較・分析を行い、その結果を大学運営等に活

用した。 

 

○人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等

を通じて、人件費削減に向けた取組が行われているか。 

・ 平成 19～22 年度までの定年退職者の後任補充に係る採用可能額推計表の作成

及び「平成 19 年度 全学採用計画」、「選択定年制度」等については、本実績報

告書 28 頁：特記事項｢学長を中心とした大学運営の推進｣のとおり。 

 

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

・ 平成 16 年度評価において国立大学法人評価委員会から指摘を受けた全学採用

計画について、及び平成 17 年度に指摘された人件費削減の取組については、実

績報告書 28 頁：特記事項｢学長を中心とした大学運営の推進｣のとおり。 
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【平成 19 事業年度】 

○財務内容の改善・充実が図られているか。 

・ 管理的な業務に要する経費の節減については、平成 18 年度の経常費用から減

価償却費と公租公課を差し引いた一般管理費の割合（5.85％）を超えない事を

目標とし、経費節減に努めた結果、同割合は 5.05％となり、目標を達成した。

（年度計画【165】を参照） 

・ 自己収入の増加に向けた取組状況については、上記特記事項｢収入を伴う事業

の強化｣のとおり。 

・ 財務状況等について、経営協議会、教育研究評議会及び役員会において報告

するとともに、平成 18 年度実績との比較・分析を行い、その結果を大学運営等

に活用した。 

 

○人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等

を通じて、人件費削減に向けた取組が行われているか。 

・ 人件費削減に向けた取組については、実績報告書 31 頁：共通事項｢法人とし

ての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか。｣のとおり。

 

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

・ 平成 16 年度評価において国立大学法人評価委員会から指摘を受けた全学採用

計画について、及び平成 17 年度に指摘された人件費削減の取組については、上

記共通事項｢人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計

画の策定等を通じて、人件費削減に向けた取組が行われているか。｣のとおり。

（資料編 55 頁：【添付資料 11-１-２】） 
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中

期

目

標 

○ 教育研究・社会貢献・業務運営等の全機能を絶えず向上させるため、全活動領域に関する中期目標・中期計画実施状況と目標達成度を自己点検評価し、

外部評価 ・第三者評価にも積極的に供するとともに、これらの評価結果を次期の目標・計画立案に生かす。 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェイ

ト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

 「全学計画評価委員会」を設置して（中期計画【130】

【139】を参照）、目標・計画の立案と点検評価を一元

的に実施する体制とした。また、その事務を処理する

部署として計画評価チームを設けた。 

 データの収集や分析等について、平成 16～18 年度

は、自己点検・評価の実施に伴い各部局等より資料等

を収集し、大学評価・学位授与機構の「大学評価基準」

の評価項目に即して整理･分析を行った。また、収集す

るにあたっては、電子データがないものは PDF 化する

等、資料の電子媒体化を実施した。データ等の収集・

蓄積システムについては、大学情報委員会等において

検討し、計画評価チームと学術情報チームの連携の下

で、Web 公開（学内限定）により、データの共有化を

図った。これらの業務を通して、データの収集や分析

等に携わるスタッフを養成した。 

 【１６８】○ 自己点検・

評価の改善に関する具体的

方策 

・ 目標・計画の立案と点

検評価を一元的に実施する

体制を拡充するとともに、

データの収集や分析等に携

わるスタッフを配置する。 

【１６８】｢大学機関別

認証評価｣におけるデー

タ等の収集のプロセス

を検証し、自己点検・評

価に必要なデータ収集

のための蓄積システム

を構築する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

｢大学機関別認証評価｣におけるデータ等に加えて、

法人評価における根拠資料・データ等の収集、取りま

とめを行った。また、大学評価・学位授与機構の大学

情報データベースにデータを入力し、提供された分析

データを自己点検・評価に活用した。 

また、大学情報データベースと本学システム（教職

員活動データベース等）と連携することでデータ等の

共有化を図り、活用方法について検討を行った。 

法人評価及び認証評価の経

験を行かして資料の収集プロ

セスを改善・構築するととも

に、大学情報委員会において

各システムの連携を進める。

また、データ収集や分析に携

わるスタッフを引き続き養成

する。 

 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(３) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供 

  ① 評価の充実に関する目標 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

全学自己点検・評価小委員会等において、平成 17・

18 年度に自己点検・評価を実施し、平成 18 年度には

大学機関別認証評価を受審した（中期計画【139】を参

照）。 

上記の自己点検・評価の結果から改善を要すると分

析された事項及び認証評価機関から指摘された事項に

ついては、全学計画評価委員会にて改善措置を検討す

るとともに（本実績報告書 49 頁：特記事項「自己点検・

評価の実施と大学機関別認証評価の受審」を参照）、各

部局・部会・委員会等に改善措置の実施及び改善計画

の策定を依頼した。 

また、全学計画評価委員会で年度計画について、定

期的（四半期または前・後期ごと）に国立大学法人の

年度評価に準拠した進行状況報告を行い、計画のチェ

ック体制を整備した。 

 【１６９】○ 評価結果を

大学運営の改善に活用する

ための具体的方策 

・ 中期計画期間の中間に

自己点検評価を実施し、そ

の評価結果に基づき大学運

営を改善する。 

【１６９】各部局におけ

る自己点検・評価結果に

基づき、教育研究組織の

見直し等を検討する。

(再掲） 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

年度計画【139】のとおり。 

法人評価に伴う自己点検・

評価を実施するとともに、そ

の評価結果に基づき大学運営

の改善を図る。 

 

 

 ウェイト小計    
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中

期

目

標 

○ 個人情報や特許情報等の保護を必要とする情報を除いて、大学の全分野における活動の方針・目標・計画・実績・評価結果に関する情報を積極的に公開

する。 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェイ

ト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

【１７０】・ 平成 16 年度

から本学の諸活動に関する

データベースを計画的に整

備し、平成 19 年度までにイ

ンターネットによる 新情

報提供体制を確立する。 

 Ⅳ  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

 平成 16 年度より、以下のとおりインターネットによ

る情報提供を行った。 

・研究者情報検索システムにおける研究者の各種活動

情報の提供 

・「研究シーズ集」の公表 

・「計画・評価」のページにおける本学の計画及び評

価に関わる諸活動についての情報公開 

・月１回のメールマガジンの配信（PC及び携帯） 

・Web サイトのデザインをリニューアル（情報を内容

別に整理） 

以上の取組により、インターネットによる 新情報

の提供体制は確立された。 

（本実績報告書 50 頁：共通事項「情報公開の促進が図

られているか。」を参照） 

平成18年度にリニューアル

した本学 Web サイトのデザイ

ンを生かしながら新たに Web

サイトのリニューアルを実施

して内容の充実を図るととも

に、学内のあらゆる活動情報

をタイムリーに発信できる体

制を引き続き整備する。 

 

 

  

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(３) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供 

  ② 情報公開等の推進に関する目標 
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【１７０】広く学外に向

けて多様な媒体・機会を

利用して積極的な情報

発信を行い、大学への共

感を高め、メッセージの

定着を図る。また、学内

意識の啓発を進め、広

報・社会貢献活動のため

の情報収集・蓄積を積極

的に行う。 

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

大学評価・学位授与機構が運営する「大学評価情報

ポータルサイト」に教育研究の取組等を掲載したほか、

「大学情報データベース」に本学のデータを提供した。

（本実績報告書 49 頁：特記事項「教育研究に関わる情

報の公開」を参照） 

また、インターネット以外の媒体による情報配信等

も実施した。具体的には、保護者向けの広報誌「ニュ

ースレター」の発行、メールマガジンの発行、 新の

研究情報や大学の取組をメディアに発信するプレスリ

リースや学長による記者会見、本学の基本理念を基調

とした特別講演会の開催、キャンパスツアー等を実施

し、メッセージの発信を行った。さらに、ニュースレ

ターやキャンパスツアーではアンケート調査を実施

し、今後の広報・社会貢献活動のための情報収集等を

行った。（本実績報告書 49 頁：特記事項「広報活動に

おける情報発信の実施」を参照） 

  

 ウェイト小計    
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１．特記事項 

 

【平成 16～18 事業年度】 

■自己点検・評価体制の整備 

 役員会の下に｢全学計画評価委員会｣を設置し本学における計画・評価に係

る業務を一元的に実施した。本委員会は、本学の企画立案及び評価の機能を

担う組織であり、中期目標・中期計画及び年度計画を策定するとともに、そ

の計画の進捗状況を定期的（四半期または前期・後期ごと）に報告書にまと

め、進行が遅い事項等について改善策を講じる体制を整えた。また、本委員

会の下に｢全学自己点検・評価小委員会｣を設置し、自己点検・評価を実施し

ている。（中期計画【168】【169】を参照） 

 

■自己点検・評価の実施と大学機関別認証評価の受審 

 上記の｢全学自己点検・評価小委員会｣において、自己点検・評価を実施し、

その評価結果を報告書として取りまとめ、Web ページにて公表した。改善を要

すると分析された事項については、各部局・部会・委員会等に改善計画の策

定及び改善措置の実施を依頼した。 

また、平成 18 年度には、独立行政法人大学評価・学位授与機構を認証評価

機関として大学機関別認証評価を受審した。同評価結果に基づき、全学計画

評価委員会で改善措置を検討し、同機構より指摘を受けた｢図書館の開館時間

延長｣及び｢オンラインジャーナルの充実｣について、平成 19 年度に予算を措

置し改善を図ることとした。（中期計画【139】【169】を参照） 

 

■広報活動における情報発信の実施 

 多様な媒体を活用して、学外者に向けて情報発信を行った。主な取組につ

いては下記のとおりである。 

・ 保護者向け広報誌「ニュースレター」の発行（平成 17 年度：２回/年、平

成 18 年度：２回/年） 

・ 学長定例記者会見の企画・実施（平成 17 年度：１回/年、平成 18年度：３

回/年） 

・ 特別講演会の企画・実施（平成 17 年度：２回/年、平成 18 年度：４回/年）

・ Web ページの更新及び情報の充実化(平成 18 年度にはユーザビリティ調査

で国立大学総合順位７位にランキング) 

・ メールマガジンの配信(平成 18 年度：１回/月) 

・ 新聞社等への積極的な情報配信         等 

 また、大学からの積極的な情報発信の取組として、大学ブランディング事

業を企画し、プロジェクト｢UP 農工大｣を立ち上げ、ブランドマーク、スクー

ルカラー、ブランドステートメント等を制定し、発表した。この取組につい

ては、大学機関別認証評価においても高い評価を受けた。  

 

 

【平成 19 事業年度】 

■法人評価に伴う自己点検・評価の実施及び根拠資料・データの収集 

 平成 20 年度の法人評価に向け、学部・学府等ごとの自己点検・評価（現況

調査）を行った。また、業務運営等については、全学計画評価委員会におい

て、定期的（四半期及び前期後期）に年度計画の進捗状況等をチェックした。

これらの自己点検・評価において、必要に応じて根拠資料・データを収集し、

蓄積した。また、独立行政法人大学評価・学位授与機構が運用する大学情報

データベースにデータを登録するとともに、提供された分析データ等を検証

し、自己点検・評価に活用した。（年度計画【168】【169】を参照） 

 

■教育研究に関わる情報の公開 

 独立行政法人大学評価・学位授与機構が運営する大学評価情報ポータルサ

イトに、本学の自己点検・評価及び大学改革の取組状況等に関する情報を提

供した。また、本学 Web ページの研究者検索については、教員活動評価に伴

い教職員活動データベースへの入力を促進することで、内容の充実を図った。

（年度計画【170】を参照） 

 

■広報活動における情報発信の実施 

 広く学外に向けて、多様な媒体・機会を利用して下記のとおり情報発信を

行った。（年度計画【170】を参照） 

・ 保護者向け「ニュースレター」の発行：保護者（約 5,300 人）をはじめ、

在学生の出身高校や予備校、名誉教授等、合計約 6,500 件を送付した。 

・ メールマガジンの配信：毎月 20 日に、学内外の情報を、在学生・受験生・

一般等に配信した（配信件数 約 800 件/月）。また、より親しみやすい内容

にするために学生からのメッセージとして「キャンパスだより」の掲載を開

始した。 

・ プレスリリース 19 件、新聞等掲載 262 件 

・日刊工業新聞、読売新聞、NHK、教育通信に国立大学の現状と題して本学の

現状、大学改革の状況等をアピールした。 

・テレビ、ラジオ、雑誌等の撮影、取材に協力し、社会へ向けて本学の活動

やイベントの情報発信を行った。また、学長記者会見において、本学の研究

活動の情報発信を行った。 

・特別講演会の開催：本学卒業生（昆虫写真家）による循環型社会の実現を

基調とした講演を行った。 

（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等
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２．共通事項に係る取組状況 

 

（自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する観点） 

【平成 16～18 事業年度】 

○情報公開の促進が図られているか。 

・ 本学 Web の｢計画・評価｣のページにおいて、計画及び評価に係る情報を掲

載しており、本学の自己点検・評価や外部評価の結果（｢自己点検・評価報

告書｣、｢大学機関別認証評価の評価結果｣等）についても公表している。 

・ 研究者情報の公開として、教職員活動データベースを利用した｢研究者情

報検索｣の Web ページにおいて研究者情報を提供している（１ヶ月平均アク

セス数：平成 17 年度 約 3,700 件、平成 18 年度 約 4,200 件）。また、研

究シーズを掲載した｢研究シーズ集｣についても Web 上で公開している。平成

16 年度には、上記の研究者情報検索及び研究シーズ集を合わせた「研究者総

覧」を Web 上で公開し、科学技術振興機構へのデータ提供や特許データベー

スとの連携等の各教職員活動情報の運用管理の効率化も図った。 

・ 積極的な情報公開・発信を実施した結果、新聞等の掲載件数は、平成 18

年度には大幅に増加した（新聞等掲載件数：平成 16 年度 112 件、平成 17

年度 294 件、平成 18 年度 359 件）。 

・ 平成 18 年度に、ユーザビリティ（Web サイト等の使いやすさ）に配慮した

Web ページの見直しを行い、全国大学を対象とするユーザビリティ調査結果

で国立大学総合順位７位にランキングされた（平成 17 年度 21 位、日経 BP

コンサルティング調査）。 

 

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

・ 各年度評価における法人評価委員会による評価結果について、学内の周知

を図るとともに、役員会・経営協議会・教育研究評議会等において報告し、

次年度の年度計画策定や予算の配分等に反映した。また、全学的に実施した

自己点検・評価及び外部評価に加え、各部局等で実施した自己点検・評価及

び外部評価の結果について、本学 Web の｢計画・評価｣のページにおいて公表

し、法人内での情報の共有及び活用等を図った。 

 

【平成 19 事業年度】 

○情報公開の促進が図られているか。 

・ 大学情報データベースへのデータ登録については、上記特記事項「法人評

価に伴う自己点検・評価の実施及び根拠資料・データの収集」のとおり。 

・ 大学評価情報ポータルサイトへの情報提供については、上記特記事項「教

育研究に関わる情報の公開」のとおり。 

・ 研究者検索による研究者情報の公開及び充実については、上記特記事項「教

育研究に関わる情報の公開」のとおり。 

・ 広報活動による情報発信等については、上記特記事項「広報活動における

情報発信の実施」のとおり。 

 

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

・ 平成 18 年度に受審した大学機関別認証評価の評価結果において指摘され

た｢図書館の開館時間の延長｣及び｢オンラインジャーナルの充実｣について

は、大学戦略経費（学長裁量経費）により改善を行った。（上記特記事項「自

己点検・評価の実施と大学機関別認証評価の受審」、資料編 28 頁【添付資料

４-２】（２）を参照） 

・ 平成 18 事業年度の評価結果については、平成 16～18 事業年度と同様に、

各種委員会で報告したほか、Web ページにおいて公表した。また、各項目の

指摘事項については、役員会において改善策を検討し、各関係部署において

に対応した。 
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中

期

目

標 

○ 教育研究活動に必要な施設スペースは、特に既存施設の持続的有効活用を図ることを第一として、積極的に改修整備及び維持保全の管理を推進し、必要

とする  新設施設を計画的に整備する。 

 

○ キャンパス・アメニティの向上は学生及び教職員にとって極めて重要な課題であると同時に、大学の魅力にも係る重要な課題であることから、地域との

共生にも 配慮しつつ、個性あるアメニティを創造し維持する。 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェイ

ト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

施設マネジメントを総合的に構築・管理し、Web 上

で運用するため、「キャンパス施設マネジメント電算化

システム」を平成 18 年度までに以下のとおり構築し

た。 

・ システム構築に向けての施設･設備に係る点検･調査

の実施及びデータ蓄積 

・ 上記データに基づく基本データベースの整備 

・ 建物設備管理システムの導入による棟毎のデータ整

備 

・施設台帳図面管理システムの整備及び Web 上での運

用 

 上記システムを利用して、学科等の枠を超えた共通

利用スペース（共通的スペース）及びプロジェクト研

究や外部資金による研究等利用スペース（競争的スペ

ース）の効率的な運用を実施した。 

 【１７１】○ 施設等の有

効活用と整備に関する具体

的方策 

・ 施設等の有効活用に資

するために実施する点検・

評価実施調査で得られたデ

ータベースを Web 上で運用

（有効活用・維持保全対応）

するシステムを平成18年度

までに構築し、使用スペー

スの円滑な運用を進める。 

【１７１】平成 18 年度

に構築された「キャンパ

ス施設マネジメント電

算化システム」を有効活

用するため、点検・評価

を実施し、データの更新

を行う。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 19 年度施設実態調査に伴い、点検・評価を実施

した。本調査結果に基づき、収集した施設関係データ

の整理を実施し、「キャンパス施設マネジメント電算化

システム」のデータ更新を行った。 

毎年実施する施設実態調査

の結果に基づき、「キャンパス

施設マネジメント電算化シス

テム」のデータ更新を行い、

使用スペースの円滑な運用を

行う。 

 

 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(４) その他の業務運営 

  ① 施設設備の整備・活用等に関する目標
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

府中・小金井両キャンパスにおいて、共用スペース

の確保に関する調査を行ったところ、小金井キャンパ

スにおいては約 20％（13,100 ㎡）がオープンラボとし

て確保されていることを確認した（平成 16 年度）。ま

た、府中キャンパスでは、約９％（4,600 ㎡）が共用

スペースとして使用されていた（平成 17 年度）。この

結果を受けて、面積配分の見直し及び共用スペースの

確保について検討し、方針案を作成した。 

また、小金井キャンパスにおいて、プロジェクト研

究活動等を支援するためのレンタルラボスペースを貸

し出した。 

 【１７２－１】・ 施設整備

の進捗に合わせながら実験

研究スペースの 20％を目標

として共用スペースを確保

する。これらからプロジェ

クト研究活動等を支援する

ためのレンタルラボスペー

スを貸し出すことにより研

究需要に機動的に対応す

る。 

【１７２－１】平成18年

度に作成した、府中地区

の共有スペースの確保

に係る方針案について

引き続き検討する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

農学府・農学部施設整備委員会からの依頼に基づい

て、各学科が共用スペースの確保について検討を実施

した。 

研究需要に対応するため、

農学府・農学部施設整備委員

会において、面積配分を見直

し共用スペースの確保に係る

方針を検討するとともに、同

方針に基づいて、施設整備の

進捗にあわせながら実験研究

スペースの 20％を目標として

共用スペースを確保する。 

 

 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

平成 18 年度に民間金融機関からの長期借入金を活

用した家畜病院の整備を行うことを学内決定した。そ

の後、中期計画の変更を申請し、平成 19 年３月に認可

された。 

  【１７２－２】・自助努力に

基づいた新たな整備手法に

よる施設整備を図ることと

し、長期借入金等により整備

可能な施設については、積極

的に検討し、可能なものから

速やかに実施する。 

【１７２－２】長期借入

金を活用した、家畜病院

の増改修整備を実施す

る。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

家畜病院増改修整備に係る工事契約を行い、改修工

事の一部が完成し、増築部を施工。 

学生寮整備計画については、WG で検討した結果、長

期借入金による整備案を策定し、役員会に報告した。

民間金融機関からの長期借

入金による家畜病院の増改修

整備については、平成 20 年７

月に竣工予定である。 

また、学生寮改築整備につ

いて、長期借入金等を活用し

た施設整備の実施に向けて引

き続き検討する。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

 中期計画【171】のとおり。 

 【１７３】○ 施設等の維持

管理に関する具体的方策 

・ 棟毎の施設設備データを

Web 上で一元管理できる体

制を平成 18 年度までに整備

する。 

【１７３】平成 18 年度に

構築された「キャンパス

施設マネジメント電算化

システム」を有効活用す

るため、点検・評価を実

施し、データの更新を行

う。（再掲） 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

年度計画【171】のとおり。 

 毎年実施する施設実態調査

の結果に基づき、「キャンパス

施設マネジメント電算化シス

テム」のデータ更新を行う。 

 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

「点検評価に関する WG」において調査票を作成し、

この調査票を基に、巡回点検・調査を年に１回実施し

た。（中期計画【167】を参照） 

上記点検・調査の結果に基づき、府中・小金井両キ

ャンパスについて改修計画を策定し（平成 17 年度 45

件、平成 18 年度 22 件）、改修工事等を実施した（平

成 17 年度 17 件、平成 18 年度 17 件）。  

 【１７４】・ 施設等の定期

的な巡回点検を実施する。 

 

【１７４】平成 18 年度に

引き続き、教育研究施設

に係る点検調査票を基

に、定期的な巡回点検を

実施し、改修計画に反映

する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 教育担当理事及び関係各チームによる巡回点検を実

施した。さらに、点検結果を踏まえ、優先順位を付し

た改修計画を作成した。 

平成19年度に作成した改修

計画に従い、改修整備を実施

する。 

また、改修計画の見直しの

ため、巡回点検を実施する。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

 平成 17 年度に、産官学連携戦略委員会において、プ

リメンテナンスに要する経費について外部資金のオー

バーヘッドを活用することとした。また、レンタルラ

ボについては、その利用料の一部を共通経費に組み入

れる形でプリメンテナンスの維持・保全に活用するこ

ととした。 

これを受けて、各キャンパス構成員の意見を十分に

踏まえたプリメンテナンス計画を策定すべく、調査を

実施し、調査結果に基づき修繕計画等について検討し

た。 

 【１７５】・ プリメンテナ

ンスを効率的・継続的に行う

ため、競争的資金のオーバー

ヘッドやレンタルラボの各

種チャージの一部を維持・保

全のための経費に組み入れ

る。 

【１７５】外部資金のオ

ーバーヘッドを活用した

プリメンテナンスについ

て、費用対効果の検討に

基づいた修繕計画を検討

する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 18 年度に検討したプリメンテナンスに係る修

繕計画に基づき、費用対効果を検討のうえ、優先順位

を付した修繕計画を作成した。（資料編 94 頁【添付資

料 11-４-１】＜指摘事項２＞を参照） 

オーバーヘッドやレンタル

ラボのチャージ料の一部を財

源として組み入れ、平成 19 年

度に作成したプリメンテナン

スに係る修繕計画に基づき、

順次実施する。 

 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

実験設備等（附帯設備共）について、更新の必要性

及び優先度を判定するための現地調査を実施し、特に

安全確保や省エネの観点から調査結果に基づく現地確

認と分析を行った。その結果を踏まえて、以下の取組

を実施した。 

＜安全衛生上の観点に基づく更新計画の策定＞ 

・アスベスト含有実験設備等の更新計画を策定 

・導入済みのドラフトチャンバー、スクラバーについ

て、データベースの作成及び労安法衛生診断による

調査結果に基づいた実験設備等の更新リストの作成

＜省エネの観点に基づく更新計画の策定＞ 

・改修工事に伴い、省エネに配慮した照明器具、空調

機器への交換を計画するとともに、一部実施 

 

  なお、平成 18 年度をもって中期計画を達成した。 

 【１７６】・ 実験設備等(附

帯設備共)について、特に安

全確保や省エネの観点から

の更新計画を策定する。 

【１７６】 

（平成 18 年度に実施済

みのため、平成 19 年度計

画なし。） 

Ⅲ

 （平成 19 年度の実施状況） 

 

 更新計画に従い、実施する

予定である。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

「施設長期計画書」(平成 12 年度策定)を見直した

「キャンパスマスタープラン」を策定するとともに、

キャンパス・アメニティ現状調査の結果に基づき「キ

ャンパス・アメニティ総合整備計画」を策定した。 

平成 18 年度には、調査結果を受け（中期計画【174】

【175】を参照）、「キャンパス・アメニティ総合整備計

画」を見直した。さらに、特に改修を要する箇所を優

先・重点ゾーンとして設定し、計画的に改修工事を実

施した（改修面積：平成 17 年度：350 ㎡、平成 18 年

度：703 ㎡）。 

 【１７７】○ キャンパス・

アメニティの向上に関する

具体的方策 

・ キャンパス・アメニティ

充実のための優先・重点ゾー

ンについて計画を策定し、随

時改善していくこととする。 

【１７７】平成 18 年度に

見直しを行った「キャン

パス・アメニティ総合整

備計画」のうち、優先・

重点ゾーンに係る改善策

を検討し、計画的に実施

する。 

 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

キャンパス・アメニティ関係各チームと「キャンパ

ス・アメニティ総合整備計画」の優先・重点ゾーンに

係る見直し及び改善策を検討した。その結果、トイレ

改修を優先・重点事項として工学部体育館他の工事を

実施した。 

優先・重点ゾーンに係る改

善策を引き続き検討し、随時

改修を実施する。 

 

 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

平成 17 年度に「キャンパスマスタープラン」及び「キ

ャンパス・アメニティ総合整備計画」を策定し（中期

計画【177】を参照）、バリアフリー及び調和のとれた

デザイン（インテリア・エクステリア共）の基本計画

を盛り込んだ。 

これらに基づき、段差の解消、手摺の設置及び統一

したデザインの案内標識の設置等を実施した。 

 【１７８】・ バリアフリー

及び調和のとれたデザイン

(インテリア・エクステリア

共)の整備計画を策定する。 

【１７８】平成 17 年度に

策定したバリアフリー及

び調和のとれたデザイン

（インテリア・エクステ

リア共）の整備計画に基

づいた、整備年次計画を

検討する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 トイレ改修工事に伴い、トイレのバリアフリー等の

整備を実施した。また、平成 17 年度に策定した基本計

画をさらに確実に実施するため、整備年次計画を作成

した。 

整備年次計画に基づいた整

備を順次実施する。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

キャンパス整備チーム内に「エコキャンパス創造 WG」

を設置し、エコキャンパスの実現に向け、費用・具体的

方策等十分な検討を行うための体制を整備した。｢東京

農工大学エコキャンパス像｣を策定し、さらにこれを反

映した具体的な整備計画（屋上緑化等）について検討

し、整備計画を策定した。 

また、エコキャンパス創造のための省エネに配慮し

た再点検・整備を実施した（中期計画【176】を参照）。

 

 【１７９】・ エコキャンパ

ス創造に向け、建築物の総合

的な再点検・整備を行う。 

【１７９】平成 18 年度に

作成した、エコキャンパ

ス整備計画案を検証の

上、整備年次計画を検討

する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 18 年度に策定したエコキャンパスに係る整備

計画の検証を実施した後、整備年次計画を作成した。

 

整備年次計画に基づいた整

備を順次実施する。  

 

 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

府中キャンパスにおいては、車輌等の入構について

調査検討を実施し、構内に分散していた駐車場を旧馬

場に新設した駐車場へ集約した。また、構内への全面

的な車輌等の入構を制限した。駐輪場については、現

状調査結果を基に整備計画を検討した。 

小金井キャンパスにおいても、駐輪場及び駐車場の

現状調査を行い、駐輪場の適切台数・エリアの検討及

び駐車場の新規設置についての検討を行った。 

府中キャンパスの駐輪場を

さらに拡充する。 

 

  【１８０】・ キャンパスへ

の車輌等の入構については

その適正な在り方について、

調査検討を実施し、駐車場・

駐輪場を整備する。 

【１８０】平成 18 年度に

実施した駐車場・駐輪場

の運用方法の現状調査に

基づき、車輌等の入構の

適正なあり方について検

討する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 府中・小金井両キャンパスにおいて、これまでの現

状調査及び検討結果に基づき整備計画を策定するとと

もに、以下の取組を実施した。 

・ 府中キャンパスにおいては、今まで構内に分散して

いた駐輪場を集約し、駐輪スペースを整備した。 

・ 小金井キャンパスにおいては、駐車スペースを確保

しつつ、地域インキュベータ誘致に伴う駐車場の移設

について、現状調査に基づき代替の駐車場を整備し

た。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

全学環境・安全衛生委員会の下に、事案・対象別に

専門特化された小委員会を設置し、セキュリティ対策

の検討体制を整備した。上記体制の下で、各建物のセ

キュリティについて改めて現状調査を行い、その調査

結果に基づき建物総合セキュリティプランについて検

討を行った。 

また、安全を確保するための措置として、学長によ

る「安全パトロール」等を通して（本実績報告書 70

頁：特記事項「学長安全パトロールの実施」を参照）、

研究施設内の安全に対して、安全管理関係の専門職員

（中期計画【183】を参照）の意見等も反映させながら、

教職員・学生に対する指導・助言を行った。さらに、

必要に応じて、実験機器等の転倒防止措置等を行うと

ともに、特に改修工事（農学部７･８号館）においては、

安全に配慮した実験室へと改善した。 

 

 【１８１】・ 実験研究施設

内での安全を確保するとと

もにセキュリティ対策を進

める。 

【１８１】平成 18 年度に

検討した建物総合セキュ

リティプランに基づい

た、建物ごとの整備計画

を検討する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 建物総合セキュリティプランに基づき、現状調査を

行った。その調査結果に基づき、建物ごとのセキュリ

ティ整備計画を検討し、整備計画を作成した。 

 また、安全確保のための措置として、施設の改修工

事（工学部５号館、農学部８号館）に伴い、安全に配

慮した実験室へと改善した。 

建物毎のセキュリティ整備

計画に基づき、可能なものか

ら順次対策を進める。 

また、実験施設の安全を確

保するため、引き続き巡回点

検を実施する。 
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中

期

目

標 

○ 教育研究活動を円滑に進めるために、全学生・教職員等の健康と安全が確保されるように、適用される法令等の厳格な遵守による安全管理を図る。 

 

○ 予期せぬ各種災害等への対策については地域と協力しつつ、信頼される防災対策及び実施体制を確保する。 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェイ

ト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

「安全管理センター（仮称）」について、事業所ごと

に安全衛生管理体制を確実に機能させるための位置付

け、機能、機構等を、全学環境・安全衛生委員会及び

安全衛生連絡会等において検討した。その結果、同セ

ンターの設置案を作成するため、WG を設置することと

した。 

 

 【１８２】○ 教育研究環

境の安全・衛生管理の確保

に関する具体的方策 

・事業所ごとに安全衛生管

理体制を確実に機能させる

ための「安全管理センター

（仮称）」を設置する。 

【１８２】平成 18 年度

に引き続き、事業所ごと

に安全衛生管理体制を

確実に機能させるため

の「安全管理センター

（仮称）」の位置付けも

含め、センターの機能・

機構などについて継続

して検討を行う。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

環境・安全衛生委員会のもとに「環境安全管理セン

ター(仮称)設置検討作業部会(WG)」を設置し、平成 20

年度の設置に向けた検討を行い、「環境安全管理センタ

ー（仮称）設置案について（報告）」を作成し、環境・

安全衛生委員会に報告した。（資料編 89 頁【添付資料

10-１】（４）を参照） 

 

（※センターの名称について、環境に関する事項も取扱うと

いう趣旨から、「安全管理センター（仮称）」より「環境安全

管理センター（仮称）」とした。） 

「環境安全管理センター

（仮称）」を平成 20 年度に設

置する。 

 

 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(４) その他の業務運営  

  ② 安全管理に関する目標 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

環境・安全衛生委員会において｢安全管理マニュア

ル｣の策定について検討を行った。また、環境・安全衛

生担当理事の下に安全管理の専門職員（２名）を非常

勤で雇用し、上記マニュアルの内容を検討、見直し、

改訂を行った。平成 17 年度には、府中・小金井両キャ

ンパスの「安全マニュアル（一部改訂版）｣を策定し、

平成 18 年度に、データ整理等を行い、Web ページに掲

載した。 

学生・教職員を対象とした安全管理教育については、

救急救命講習会を実施した（中期計画【186】を参照）

ほか、NBC 災害（核物質・放射能、生物剤、化学剤に

よる災害）対応訓練等も実施した。 

 【１８３】・ 安全管理マニ

ュアルを平成17年度までに

改訂するとともに、学生・

教職員に対しての安全管理

教育を計画的に実施する。

また、Web 上で公開すること

でマニュアルの周知徹底を

図る。 

【１８３】学生・教職員

に対しての安全管理教

育を計画的に実施する。

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 学生・教職員に対する安全管理教育を以下のとおり

実施した。 

・環境安全の専門職員による安全教育を取り入れた TA

セミナーの実施〔大学教育センター〕 

・安全教育科目（「基礎技術演習Ⅰ」）の開講〔生物応

用化学府〕 

・技術経営研究科（MOT）教員によるインシデント（軽

微な事故）講習会の実施〔教職員対象〕 

・「救急救命法、AED 使用法」等の訓練の実施〔府中・

小金井キャンパス〕 

・消防訓練、高圧ガス保安講習会の実施〔小金井キャ

ンパス〕 

また、府中・小金井両キャンパスの安全マニュアル

を更新し、Web 上で公開した。 

（資料編 85 頁【添付資料 10-１】（１）（２）を参照）

安全マニュアルの更新を行

うとともに、学生・教職員に

対しての安全管理教育を引き

続き実施する。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

実験廃液・廃棄物については、実験廃液等の分別貯

留区分の見直しを行い、新たにスクラバー廃液の区分

を設置した。また、環境管理施設において、実験廃液

の有機廃液・無機廃液処理を専門業者に委託し一元管

理としたほか、廃棄物の管理・取扱について「環境活

動推進 WG」と各部局が連携し、分別の徹底、リサイク

ルの促進等を図った。 

化学薬品の管理については、「薬品管理システム

（IASO システム）」を導入した。上記システムの導入

にあたり、ユーザー登録の周知、徹底を行ったほか、

購入価格・時期の入力を可能とし、在庫管理と統合す

ることにより一元管理を行った。また、本システム用

のマニュアル及び Q&A を作成し、Web 上に掲載した。

以上の取組により、化学薬品・実験廃液・廃棄物の

管理・取扱いについて本学の一元管理体制を確立し、ﾍ

平成 17 年度までに中期計画を達成した。 

 【１８４】・ 化学薬品・実

験廃液・廃棄物の管理・取扱

いについては法律に準拠し

た管理システムを活用して

全学での一元管理体制を平

成 17 年度までに確立する。 

【１８４】 

（平成 17 年度に実施済

みのため、平成 19 年度計

画なし。） 

Ⅲ

 （平成 19 年度の実施状況） 

 

 平成17年度までに確立した

体制の下で、適切な管理を引

き続き実施する。 

 

 

【１８５】・ 放射線・RI 等

の取扱い、組換え DNA・バイ

オ研究の操作基準等につい

ては、安全対策を充実させ

る。 

 Ⅲ  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

 放射線・RI 等の取扱いについては、RI に係る作業環

境測定を、法基準に則り、定期的に実施した。また、

環境安全専門職員を中心に放射線及び RI について点

検調査を実施し、平成 18 年度に補修計画案を策定し

た。小金井キャンパスでは、調査の結果補修が必要と

された RI 施設排水設備の補修工事を実施した。 

組換え DNA・バイオ研究の操作基準等については、

省令適応化のため、感染動物飼育装置及び植物病原接

種恒温槽を設置した。また、バイオハザード防止小委

員会において、平成 17 年度に「病原性微生物安全管理

マニュアル」を制定した。 

補修年次計画に基づく補修

を順次実施し、安全対策の充

実を図る。 
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【１８５】平成 18 年度に

作成した、放射線及び RI

の点検調査に基づく補修

計画について、優先度を

考慮した、補修年次計画

を作成する。 

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 18 年度に作成した補修計画について、事業所毎

の対応状況を調査のうえ、全学的な対応が必要なもの

について、補修年次計画を作成した。 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

災害発生時対応マニュアルとして、教職員及び学生

に向けた「地震発生時の初動マニュアル」等を作成し

た。 

地域防災体制の確立と整備の充実を図るため、防災

に関する協議会の設置について各自治体（府中市・小

金井市）に提案し、賛同を得た。加えて、「東京農工大

学と地域を結ぶネットワーク」における「地域防災協

力ネットワーク」の構築事業の一環として、災害時支

援活動等を推進するための実施要項を制定し、府中市

及び府中消防署との連携の下、教職員及び学生を対象

とした救急救命講習を実施した。 

整備の充実については、中期計画【188】のとおり。

  【１８６】○ 災害発生時の

対策と危機管理に関する具

体的方策 

・ 地域防災拠点としての役

割を担うことのできる防災

及び災害発生時対応マニュ

アルを整備し、その防災体制

の確立と整備の充実を図る。 

【１８６】府中市・小金

井市との防災ネットワー

ク連絡会を定期的に開催

し、本学の地域防災拠点

としての体制の確立、設

備の充実について検討す

る。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

本学、府中市及び小金井市による地域防災協力ネッ

トワーク連絡会を開催し、災害時の協力体制等につい

て検討した。 

また、上記ネットワークの一環として、小金井市か

らの要請により、小金井キャンパス広域避難場所につ

いて、武力攻撃事態等における国民の保護のための措

置に関する法律に基づく避難施設の指定に同意した。

府中市・小金井市との地域

防災協力ネットワーク連絡会

を開催し、本学の地域防災拠

点としての機能を充実する。 

  

【１８７】・ 地方自治体の

各官署との防災ネットワー

クの構築を推進する。 

 

 Ⅲ  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

中期計画【186】のとおり。 

 

府中市・小金井市との地域

防災協力ネットワーク連絡会

を開催し、連携を維持する。 
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【１８７】府中市・小金

井市との防災ネットワー

ク連絡会を定期的に開催

し、本学の地域防災拠点

として自治体との連携に

ついて検討する。 

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

年度計画【186】のとおり。 

 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

環境安全・衛生管理委員会を設置するとともに、安

全管理の専門職員（２名）を雇用し（中期計画【183】

を参照）、マニュアルの整備に向けて検討する体制を整

備した。 

このような体制の下、｢地震発生時の初動マニュア

ル｣及び「防災マニュアル（事故・災害発生時の緊急連

絡及び報告ルール）」を策定したほか、防火管理要項・

震災対策要項の見直し、また、全学的・総合的な危機

管理体制の確立について検討を行った。なお、安全マ

ニュアルについては、中期計画【183】のとおり。 

設備の充実については、震災対策用備品の備蓄を行

った。 

 【１８８】・ 危機管理に対

するマニュアルを整備し、危

機管理体制の確立と設備の

充実を図る。 

【１８８】平成 18 年度

に引き続き、震災対策用

備品の備蓄、防災マニュ

アル見直し等を継続し

て実施する。また、事

件・事故・ハラスメント

対応、薬品管理等に関す

る全学的なマニュアル

を策定し、危機管理に関

する全学的・総合的な危

機管理体制を確立する。

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

震災対策を含む総合的な危機管理体制を構築するた

め、緊急連絡を確実に行うことができるように、緊急

連絡網の見直しを行うとともに、緊急連絡訓練を実施

した。また、危機が発生、または発生するおそれがあ

る場合に、学生、職員及び近隣住民等の被害を防止、

または 小限に抑えるため、全学を対象とした「危機

管理基本要項」及び「危機管理基本マニュアル」を作

成した。（資料編 91 頁【添付資料 11-４-２】＜指摘事

項１＞を参照） 

さらに個別の事案に対してきめ細かい対応を可能と

するため、環境・安全衛生委員会の下に｢危機管理マニ

ュアル策定 WG｣を立ち上げ、個別の危機に対するマニ

ュアルの作成に着手した。 

また、震災対策用備品については、備蓄等の見直し

を実施した。 

危機管理に関する既存個別

マニュアルの見直しや新たな

マニュアルの策定等を実施す

る。 
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中

期

目

標 

○ 総合情報プラザの実現により、本学の ｲ.教育・研究支援の向上、ﾛ.学生サービスの向上、ﾊ.業務効率の向上、ﾆ.情報公開支援の推進を図り、教育研究や

業務 全般の質の向上に資するとともに、業務の効率化及び社会に対する説明責任を果たす。 

 

○ 情報メディアを一元管理する総合情報プラザを運用する体制を強化する。 

 

進捗 

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

ウェイ

ト 中期計画 平成 19 年度計画 

中 年 平成 19 年度までの実施状況 平成 20～21 年度の実施予定 中 年 

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

総合情報プラザについては、本実績報告書 71 頁：

特記事項「総合情報プラザの構築について」のとおり。

研究支援の向上及び情報公開支援を推進するため、

平成 16 年度より教職員活動データベースを導入し、

研究者の研究業績等を Web で公開した。さらに、平成

17 年度には、評価根拠データ項目（特許情報）の追加

及び Web ページの検索機能強化について構築し、平成

18 年度においては、統一認証・統合基盤システムとの

連携を完了した。 

また、上記データベースを利用して科学技術振興機

構への提出データの一括作成を行ったほか、教員活動

評価（中期計画【153】を参照）対応のためのカスタ

マイズ及び学務情報システム（SPICA）との連携（中

期計画【190】を参照）についてのカスタマイズを実

施し、教育支援及び学生サービスの向上、業務の効率

化を図った。 

 【１８９】○ 総合情報プ

ラザの構築に関する措置 

総合情報プラザの実現に

より、本学の ｲ.教育・研

究支援の向上、ﾛ.学生サー

ビスの向上、ﾊ.業務効率の

向上、ﾆ.情報公開支援を推

進する。具体的な事項を以

下に示す。 

・ 総合情報プラザの構築

のために、以下のデータベ

ースを完成する。 

・ 平成 17 年度までに教

職員活動情報をデータベ

ース化し、研究者総覧、研

究者個人の研究業績等の

Web による公表及び教職

員活動情報の共有化によ

り教育・研究支援を図ると

ともに、評価根拠情報の提

供などにより業務効率を

向上させる。 

【１８９】教職員活動デー

タベースのデータ登録機

能をさらに拡充し、教員活

動評価対応のカスタマイ

ズを完了させるとともに、

他システムとの連携強化

を推進する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

 教員活動評価対応のカスタマイズを完了した。実際

に使用した結果出てきた不具合についてはその都度

ベンダーと調整を図り、対応した。また、学務情報シ

ステム（SPICA）との連携を完了した。 

 なお、上記をもって、本中期計画はほぼ達成した。

 教職員活動データベースの

機能を向上するため、評価根

拠データ項目についてさらな

る調査を行い、評価根拠デー

タを追加する等データ登録機

能の拡充を図る。 

 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(４) その他の業務運営 

  ③ 大学情報システムの整備充実と運用改善 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

学務情報のデータベース化について、優先的機能に

よる計画的な導入を進め、平成 17 年度に当初の予定

どおり導入が実現した。さらに、学務情報システム

（SPICA）と統一認証・統合基盤システム及び授業料

債権システム等との連携を完了し、旧システムからデ

ータを移行した。 

 証明書自動発行機については、学務情報システム

（SPICA）との連携が容易で利便性の高いシステムの

導入を完了した。これにより、学生自身のインタラク

ティブな学業情報の取得が可能となった。 

 【１９０】・ 学務情報を

データベース化し、学生自

身のインタラクティブな

学業情報（成績、履修届け、

就職情報等）の取得、デー

タの共有化によるきめ細

かな就学指導及び業務の

効率化を図る。 

【１９０】学務情報システ

ムの安定稼働を図り、他シ

ステムとの連携を推進す

る。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

学務情報システム（SPICA）は、平成 18 年度後期か

ら本格運用を始め、よりきめ細かな就学指導及び業務

の効率化が可能となった。判明した不具合等について

は、ベンダーとの調整を進め、対応するとともに、教

職員活動データベースとの連携を完了した（年度計画

【189】を参照）。 

さらなる業務の効率化を図

るため、学務情報システム

（SPICA）と授業料免除システ

ム等、他システムとの連携強

化と運用環境を整備する。 

また、学生・教職員の利便

性向上及びよりきめ細かな就

学指導を図るのため、継続的、

計画的にシステムの機能を拡

張する。 

 

 

【１９１】・ 平成 17 年度

までに物品購入依頼情報

の発生源入力を実現し、教

育職員のインタラクティ

ブな物品購入依頼・予算照

会等を通した教育・研究支

援、及び経理処理の合理化

による業務の効率化を図

る。 

 Ⅲ  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

平成 16 年度に、財務会計システムを導入し、教育職

員によるインタラクティブな物品購入依頼・予算照会

等を可能とした。さらに、平成 17 年度には、決算時債

権残高一覧表示機能の強化を実施した（学長裁量経費

による）ほか、予算配分処理が終了したことにより予

算残高の照会も可能となった。平成 18 年度において

は、予算照会機能をさらに使いやすく便利にするため

の機能の詳細設計を進めた。以上の取組により、教育・

研究支援及び業務の効率化を図った。 

新規補助金管理システムに

ついて、平成 20 年度の導入と

試行運用を目指す。 

また、国立大学法人の減損

会計基準に伴う対応として、

財務会計システムとの連携も

含め管理システムを検討す

る。 
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【１９１】財務会計システ

ムの機能を計画的に拡充

する。 

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

予算差引結果を迅速に反映させる機能及び差引明細

書を表示する機能について、ベンダーを交えた検討会

を開催し、さらに学内において教員別差引簿の様式、

Web 上の文言等、詳細について検討を進め、導入が完

了した。 

また、汎用システム（科学研究費補助金経理事務シ

ステム）の維持管理が平成 21 年度で終了することに伴

い、財務会計システムとの連携も含め、本システムに

代わる新規補助金管理システムの導入について WG を

設置し検討した。 

  

  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

中期計画【191】のとおり。 

 【１９２】・ 平成 18 年度

までに財務会計情報シス

テムによるデータの共有

化等により、予算配分から

執行までの業務を効率化

する 。 

【１９２】財務会計システ

ムの機能を計画的に拡充

する。（再掲） 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

年度計画【191】のとおり。 

中期計画【191】のとおり。  
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

統一認証システムについては、統一認証・統合基盤

システムを導入し、教職員データを登録した。さらに、

全教職員へ IC カードを配布し、システムへのログイン

機能を提供し、セキュリティ基盤を強化した。また、

本システムにより認証するグループウェアにより、蓄

積情報の保護（文書管理機能）及び業務の効率化（設

備予約機能による各種予約）を実施した。なお、平成

18 年度に、学務情報システム(SPICA)との連携を完了

した（中期計画【190】を参照）。 

情報セキュリティ対策については、平成 16 年度に情

報セキュリティポリシーを策定したほか、学内のセキ

ュリティ向上のための取組（個人情報の管理状況調査

及び管理台帳の作成、連絡体制の整備、セキュリティ

講習会の実施、事務用パソコンの暗号化及びワイヤー

ロックの設置、ウイルスメール等について RBL を利用

する受信拒否システムの稼動）を実施した。 

また、内閣府が策定中の政府機関の情報セキュリテ

ィ対策のための統一基準の案を参考に、本学における

取り扱いについて検討を進めた。 

さらに、本学教員が国立情報学研究所と電子情報通

信学会による「高等教育機関の情報セキュリティ対策

のためのサンプル規程集」作成 WG にメンバーとして参

加し、本学でも活用可能なセキュリティポリシーに係

る情報を収集した。 

統一認証サーバの二重化、

総合除法メディアセンターの

認証サーバとの連携等、統一

認証・統合基盤システムにお

けるセキュリティ機能の充実

を図る。 

  

 【１９３】・ 上記の各種

データベースの構築とと

もに、統一認証システム等

の導入によりセキュリテ

ィ基盤を強化し、個人情報

も含む蓄積情報の保護を

図る。 

【１９３-１】統一認証・

統合基盤システムの拡充

を計画的に推進する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 19 年度に導入した新「人事給与システム」との

連携及びそれに伴うサーバの増強等を行った。 

また、国立情報学研究所のプロジェクトである「サ

ーバ証明書発行・導入における啓発・評価プロジェク

ト」に基づいて、メールサーバの証明書登録を行うと

ともに、日本ネットワークインフォメーションセンタ

ーには、本学の歴史的 PI アドレスの再登録を行い、IP

アドレスの管理業務を正式に委託した。 
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【１９３-２】情報セキュ

リティ対策を整備する。 

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

以下のとおり、情報セキュリティ対策を実施した。

○ 情報セキュリティ向上のための教育活動 

・eラーニングシステムを利用した情報倫理テストシ

ステムを構築し、学部新入生が受講。 

○サンプル規程集作成 WG 参加に伴う活動 

（昨年度に引き続き、国立情報学研究所と電子情報通

信学会による「高等教育機関の情報セキュリティ対策

のためのサンプル規程集」作成 WG に本学メディアセ

ンター教員が参加した。） 

・他大学との意見交換 

・サンプル規程集の作成作業（案に対するパブリック

コメントの反映）に伴うノウハウの蓄積 

○大学情報委員会におけるセキュリティ体制整備 

・CIO、CIO 補佐、CISO 体制等について議論 

・情報セキュリティ技術担当者メーリングリストの運

営 

○メディアセンターにおけるセキュリティ強化の取組

・情報セキュリティインシデントへの対応体制の整備

・情報セキュリテについて他大学の状況を調査 

・引き続き SPAM メールやコンピュータウィルスに関

する  情報入手及び学内への注意喚起 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

e ラーニング・遠隔地授業・遠隔地会議システムに

ついては、各種施設（コンテンツ収録室・PC 受講室・

AV 遠隔講義室等）を整備し、環境整備（収録ブース及

び e ラーニング受講室の増設等）を進めた。また、各

種システムの整備や著作権処理外注化、e ラーニング

運用方法の策定、助手を採用し学習管理システムの構

築を進めるなど運用体制の整備等も行った。 

学習管理システムについては、moodle を導入し、ブ

ース及びmoodleを利用した後期のeラーニング授業の

収録・運用に実績を上げた。 

（e ラーニングコンテンツ、電子補助教材の各年度

の配信実績については、以下のとおり。） 

○ 平成 16 年度 ２科目 

○ 平成 17 年度 ５科目 

○ 平成 18 年度 14 科目 

 【１９４】・ 遠隔地授

業・遠隔地会議に資する通

信システムを拡充すると

ともに、モバイル環境の充

実を図る。さらに、電子化

情報コンテンツの充実と

利用性向上を実現し、eラ

ーニング・遠隔授業システ

ムを支援する。 

【１９４】ｅラーニングシ

ステムを拡充整備し、その

運用法を充実する。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

e ラーニング科目として、17 科目（電子補助教材３

科目含む）の配信を開始した。 

平成 18 年度に導入した学習管理システム moodle の

eラーニング科目講義及び一般科目講義の利用増大と、

e ラーニング科目の増大に伴った配信容量の増大に対

応して、ファイルサーバと配信容量を増強するための

サーバシステムを設計し、機材の設置を完了して、試

験評価を進めた。 

moodleを利用する受講学生と講師の認証を取るため

に学務情報システム（SPICA）とのデータ連携システム

の構築を進めた。システムの設計、必要機材の設置を

完了し、ソフトウェアを導入した。 

e ラーニング収録教室と小金井（L0812）‐府中（本

館 25 番教室）間キャンパスの遠隔講義の利便性を向上

するために、講義システムの予約と予約時の講義シス

テムの自動立上げのためのシステムを導入した。また、

システム設計と必要機材の設置、ソフトウェアの導入

を行い、システム全体の開発を完了した。 

e ラーニングコンテンツを

より容易に作成するための整

備等をさらに進める。 

また、eラーニング科目の拡

充に伴う、システム増強を必

要に応じて行う。 
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  （平成 16～18 年度の実施状況概略） 

図書館と情報化推進室の事務組織を統合して「学術

情報チーム」に再編した。また、総合情報メディアセ

ンターを支援するための専任教員を採用し、e ラーニ

ングシステム構築の支援を行った。（総合情報プラザに

ついては、本実績報告書 71 頁：特記事項「総合情報プ

ラザの構築について」のとおり。） 

さらに、平成 18 年度には、総合情報メディアセンタ

ーのデータベースと統合基盤システムとの連携を行

い、総合情報メディアセンター、学術情報チームによ

る情報メディアの一元管理を可能とした。 

 なお、本件については、平成 18 年度をもって中期計

画を達成した。 

  【１９５】・ 上記の情報

メディアを一元管理する

総合情報プラザの実現の

ために、平成 17 年度まで

に図書館、総合情報メディ

アセンター、情報化推進室

の協力体制を強化する。 

【１９５】ユビキタスネッ

トワークとセンサーネッ

トワークを活用したICT基

盤整備を計画的に推進す

る。 

Ⅲ

Ⅲ （平成 19 年度の実施状況） 

平成 18 年度までに情報メディアの一元管理体制は

一応の完成を見たが、さらに学内における情報メディ

アを充実させるため、以下の ICT 基盤整備を実施した。

・ 無線 LAN アクセスシステムの大幅な拡充（府中キ

ャンパス） 

・ アプライアンスシステムの導入（大学構成員全員

が無線 LAN を利用可能になった） 

・ 無線LANアクセスポイント管理ツールの作成(約150

台のアクセスポイント稼働状況の管理体制を強化）

・ 各種センサーシステムを活用した環境情報の取得、

蓄積、表示のテスト運用（府中キャンパス） 

・ FS センター各施設に防犯カメラを設置(管理体制の

強化) 

・ JGN2 回線を活用した遠隔講義システムの有効性の

確認（琉球大との遠隔授業実験） 

・ 学外からのセキュアなアクセス手段について、大

幅拡充整備を実施 

利用者の利便性を考慮した

学外からのセキュアなアクセ

スを一層推進する。 

  

  

 ウェイト小計    

 

69

東京農工大学

69



 

 

 

 

１．特記事項 

 

【平成 16～18 事業年度】 

施設設備の整備等に関する取組状況 

■設備施設の運用管理 

 キャンパス内の安全を確保するために、平成 16 年度に、府中キャンパスにお

いて、車輌等に対して全面的な入構制限を実施するとともに、有料の駐車場・駐

輪場（約 3,000 ㎡）を整備した。上記駐輪場及び小金井キャンパスの構内に分散

している駐車場については、そのあり方についてキャンパス整備チームと各キャ

ンパスの交通安全担当部署とが連携を取りながら現状調査等を実施し、調査結果

に基づき維持保全計画の策定に向けて検討を進めた。（中期計画【180】を参照）

 

■施設等の有効活用と整備 

府中・小金井両キャンパスにおいて、定期的な巡回点検を実施しており、調査

結果に基づき改修計画を策定し、計画的に改修工事を実施している。また、施設

等の有効活用に向けた点検・評価実施調査において得られたデータを Web 上で運

用するため、「キャンパス施設マネジメント電算化システム」の運用を開始した。

（中期計画【171】を参照） 

プリメンテナンスについては、平成 18 年度より外部資金のオーバーヘッドを

活用することが承認され、各キャンパスの構成員の意見を十分に踏まえたプリメ

ンテナンス計画を策定すべく調査を実施し、本調査結果に基づき修繕計画及び経

費について検討を進めた。（中期計画【175】を参照） 

 

■民間金融機関の長期借入金による家畜病院の整備 

民間金融機関からの長期借入金による家畜病院の整備については、本実績報告

書 42 頁：特記事項「家畜病院の整備及び診療収入の増加」のとおり。（中期計画

【172-２】を参照） 

 

■学長安全パトロールの実施 

安全管理向上の一環として、学長、担当理事、部局長等による｢学長安全パト

ロール｣を府中・小金井両キャンパスで実施し、研究室の安全対策実施状況や問

題箇所等を重点的に点検し、研究室等における現状を確認した。（中期計画【181】

を参照） 

 

■地域防災協力ネットワークの構築 

地域防災体制の確立と整備の充実を図るため、防災に関する協議会の設置につ

いて各自治体（府中市・小金井市）に提案するとともに、「東京農工大学と地域

を結ぶネットワーク」における「地域防災協力ネットワーク」の構築事業の一環

として災害時支援活動等を推進するための実施要項を制定し、府中市及び府中消

防署との連携のもと、教職員及び学生を対象とした救急救命講習を実施した。（中

期計画【186】を参照） 

 

■キャンパス・アメニティに係る総合整備の実施 

 平成 17 年度に、「施設長期計画書」（平成 12 年度策定）を見直した「キャンパ

スマスタープラン」を策定するとともに、「キャンパス・アメニティ総合整備計

画」を策定した。さらに、平成 18 年度に調査を実施し（上記特記事項「施設等

の有効活用と整備」を参照）、調査結果に基づき改善策を検討し、計画の見直し

を行った。この総合整備計画の優先・重点ゾーン及びトイレ改修年次計画（平成

16 年度策定）に基づき、改修工事を順次実施した（平成 17 年度 350 ㎡、平成

18 年度 703 ㎡）。 

また、教育担当理事の下に学務チームとキャンパス整備チームが連携して点検

調査を行う体制を整備した。 

なお、キャンパス・アメニティの整備については、大学戦略経費（学長裁量経

費）を重点的に配分した。 

（中期計画【177】を参照） 

 

安全衛生管理に関する取組状況 

■薬品管理システムの整備 

 化学薬品の管理については、｢薬品管理システム（IASO システム）｣が稼働し

ている。本システムにつては、購入価格・時期の入力を可能とし、在庫管理と統

合することにより、一元管理を可能とした。さらに、本システム用のマニュアル

及び Q&A を作成し、Web ページに掲載した。（中期計画【184】を参照） 

 

■実験廃液・廃棄物等の処理 

実験廃液については、環境管理施設において、有機廃液・無機廃液処理を専門

業者に委託し、一元管理とした。廃棄物の管理・取扱については、「環境活動推

進 WG」と各部局が連携し、分別の徹底、リサイクルの促進等を図った。（中期計

画【184】を参照） 

 

■危機管理（安全管理）体制の整備 

環境安全・衛生管理委員会を設置するとともに、環境・安全衛生担当理事の下

に民間企業から安全管理の専門職員（２名）を雇用し、各種対策を講じているほ

か、安全管理に係る各種マニュアル（｢安全マニュアル(一部改訂版)｣、「病原性

微生物安全管理マニュアル」）を整備した。 

（４）その他の業務運営に関する特記事項等 
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また、震災対策用品の備蓄（６年次計画で整備）、窓ガラス飛散防止等を実施

している。平成 17 年度には、防火管理要項、震災対策要項についての見直しを

行い、「地震発生時初動マニュアル」及び「防災マニュアル（事故・災害発生時

の緊急連絡及び報告ルール）」を作成した。（中期計画【183】【188】を参照） 

 

情報セキュリティに関する取組 

■統一認証・統合基盤システムの導入 

情報プラザ構想の一環として、ユーザー情報を統合的に管理する統合基盤デー

タベースと、各システムの認証を統一的に行う統一認証システムからなる「統一

認証・統合基盤システム」を導入した。学務情報システム（SPICA）や教職員活

動データベースと連携することにより、Web による履修登録や成績登録等が可能

となった。また、統一認証・統合基盤システムにより認証するグループウェアに

おいては、設備予約機能による各種予約、文書管理機能による会議資料のペーパ

ーレス化等により、業務の効率化が図られた。（中期計画【193】を参照） 

 

■情報セキュリティ対策の整備 

学内の情報セキュリティを維持するため、情報セキュリティポリシーを策定

し、Web ページに掲載したほか、全教職員を対象に情報セキュリティ講習会を開

催し、構成員への周知を図った。また、情報セキュリティ対策の連絡体制を整備

するため、各組織の情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ技術担当者を

選出した。内閣府が策定中の政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準

の案を参考に本学における取り扱いについて検討を進めた。（中期計画【193】を

参照） 

 

情報システムの整備に関する取組状況 

■総合情報プラザの構築について 

国立大学の法人化後、大学の情報化、IT 化はより一層緊急かつ重要な課題に

なっている。IT 化を急速に進めるため、本学では副学長を委員長とする大学情

報委員会を中心に、各種データベースの整備・拡充と IT 支援組織の改革をもっ

て「総合情報プラザの実現」と位置付けている。各種データベースの整備・拡充

としては、平成 16～18 年度において、統一認証・統合基盤システムを核とする

各種データベース（教職員活動データベース、学務情報システム（SPICA）、財務

会計システム等）を順次構築した。また、IT 支援組織として、平成 16 年度のグ

ループ・チーム制の導入に伴い、図書館と情報化推進室の事務組織を統合して「学

術情報チーム」に再編し、総合情報メディアセンターとの緊密な連携を図ること

により、支援体制を強化した。 

 

 

■システム化推進体制の整備 

総合情報メディアセンター及び大学教育センターを支援するための専任教員

を採用し、eラーニングシステム構築の支援を行っている。また、学術情報チー

ムに情報の専門職員を採用し（中期計画【151】を参照）、学務情報システム（SPICA）

導入及び運用等の支援を行っている。 

 

■教職員活動データベースの導入 

平成 16年度より教職員活動データベースを導入し、研究者の研究業績等を Web

で公開した。機能の充実を図るため、評価根拠データ項目（特許情報）の追加、

Web ページの検索機能強化、統一認証・統合基盤システムとの連携を行ったほか、

教員活動評価システムや学務情報システム（SPICA）との連携によるシステムの

活用を図った。（中期計画【189】を参照） 

 

■学務情報システム（SPICA）の導入 

平成 17 年度より学務情報システム（SPICA）を導入し、統一認証・統合基盤シ

ステム及び授業料債権システムとの連携を行った。また、証明書自動発行機との

連携についても、導入を完了した。これにより、就学指導及び業務の効率化が図

られた。（中期計画【190】を参照） 

 

■財務会計システムの導入 

平成 16 年度より財務会計システムを導入し、教育職員による物品購入依頼・

予算照会等を可能とした。さらに、大学戦略経費（学長裁量経費）により決算時

債権残高一覧表示機能を強化するとともに、予算差引結果を迅速に反映させる機

能及び差引明細を表示する機能の導入を完了する等、システムの強化・充実を図

っている。（中期計画【191】を参照） 

 

■eラーニングシステムの運用 

e ラーニングについては、各施設（PC 受講室、コンテンツ収録室、AV 遠隔講

義室等）及び各種システム（著作権の許諾代行申請支援のシステム、AV 調達シ

ステム等）を整備するとともに、運用方法を策定し、運用を開始した。運用開始

後も、収録ブース及び PC 受講室の増設、学習管理システム（moodle）の導入、

著作権処理の外注化等を行い、eラーニング授業の収録・運用に実績を上げた。

なお、eラーニングコンテンツ、電子補助教材の配信については、平成 16 年度：

２科目（試行）、平成 17 年度：５科目、平成 18 年度 14 科目であった。（中期計

画【194】を参照） 
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【平成 19 事業年度】 

施設設備の整備等に関する取組状況 

■家畜病院の整備 

 家畜病院増改修整備に係る工事契約を行い、改修工事の一部が完成し、増築部

を施工した。なお、本整備については、平成 20 年７月に竣工予定である。（年度

計画【172-２】を参照） 

 

■外部資金のオーバーヘッドを活用したプリメンテナンスの整備 

 平成 18 年度に検討したプリメンテナンスに係る修繕計画に基づき、費用対効

果を検討のうえ、優先順位を付した修繕計画を作成した。（年度計画【175】を参

照） 

 

■セキュリティ整備計画の検討 

 現況調査に基づいた、建物ごとのセキュリティ整備計画を検討し、平成 20 年

度より可能なものから順次対策を進めることとした。（年度計画【181】を参照）

 

安全衛生管理に関する取組状況 

■安全管理教育の実施 

府中・小金井両キャンパスの安全マニュアルを更新した。また、両キャンパス

において「救急救命法、AED 使用法」等の訓練を実施したほか、小金井キャンパ

スにおいて、消防訓練及び高圧ガス保安講習会、インシデント講習会等を実施し

た。（年度計画【183】を参照） 

また、TA セミナーにおける安全管理教育については、本実績報告書 114 頁：

特記事項「学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況」のと

おり。 

 

■危機管理（安全管理）体制の整備 

 総合的な危機管理体制を構築するため、緊急連絡網の見直しを行うとともに、

緊急連絡訓練を実施した。また、全学を対象とした「危機管理基本要項」及び「危

機管理基本マニュアル」を作成した。さらに個別の事案に対してきめ細かい対応

を可能とするため、環境・安全衛生委員会の下に「危機管理マニュアル策定 WG」

を立上げ、個別の危機に対するマニュアルの作成に着手した。（年度計画【188】

を参照） 

 

情報セキュリティに関する取組 

■情報セキュリティの向上にむけた教育活動 

 e ラーニングを使用した情報倫理テストシステムを構築し、学部の１年次生に

受験させ、情報セキュリティの向上のための教育活動を行った。（年度計画【193-

２】を参照） 

２．共通事項に係る取組状況 

 

（その他の業務運営に関する重要事項の観点） 

【平成 16～18 事業年度】 

○ 施設マネジメント等が適切に行われているか。 

・ 施設マネジメントに係る取組状況については、上記特記事項｢施設設備の運用

管理｣及び「施設等の有効活用と整備」のとおり。 

・ 平成 17 年度に策定した｢キャンパスマスタープラン｣及び｢キャンパス・アメ

ニティ総合整備計画｣に基づく整備状況については、上記特記事項｢キャンパ

ス・アメニティに係る総合整備の実施｣のとおり。 

・ 設備整備を計画的に実施するため、｢設備整備マスタープラン｣を策定し、こ

れに基づいた整備を実施した。 

・ エコキャンパス創造 WG を設置し、エコキャンパス実現に向けて、｢東京農工大

学エコキャンパス像｣を策定した。さらに、これを反映した具体的な整備計画（屋

上緑化等）を策定した。（中期計画【179】を参照） 

 

○ 危機管理の対応策が適切に取られているか。 

・ 危機管理の対応策については、中期計画【182】～【188】のとおり。 

・ 研究費の不正使用防止を図るため、｢東京農工大学における公的研究費の管

理・監査の実施基準検討会｣を設置し、文部科学省から示されたガイドラインを

踏まえて｢競争的資金等の取扱いに関する要項｣、｢競争的資金等の使用に関する

行動規範｣等を策定した。また、共生科学研究院においても、｢研究者行動規範｣

等を定めて、不正使用防止等の体制を整備した。 

 

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

・ 平成 16 年度評価において国立大学法人評価委員会から指摘を受けた｢キャン

パスマスタープラン｣については、平成 17 年度に策定し、計画に基づき実施し

た。（中期計画【177】【178】を参照） 

・ 平成 17 年度評価において国立大学法人評価委員会から指摘を受けた｢全学

的・総合的な危機管理体制の確立｣については、各部局において実施されていた

危機管理を見直し、全学的・総合的な危機管理体制の確立について検討を行い、

平成 19 年度の重点施策として実施することとした。 

 

【平成 19 事業年度】 

○ 施設マネジメント等が適切に行われているか。 

・ 施設マネジメントに係る取組状況については、上記特記事項｢施設設備の整備

等に関する取組状況｣のとおり。 

・ 平成 18 年度に構築された「キャンパス施設マネジメント電算化システム」を
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有効活用するため、施設の点検・評価を実施し、データの更新を行った。（年度

計画【171】参照） 

 

○ 危機管理の対応策が適切に取られているか。 

・ 危機管理に対する対応については、上記特記事項「安全衛生管理に対する取

組状況」のとおり。 

・ 研究費の不正防止のための取組として、平成 18年度に策定した「競争的資金

等の取扱いに関する要項」、「競争的資金等の使用に関する行動規範」等を施行

し、学内構成員への周知を図った。（資料編 90 頁【添付資料 10-２】（１）を参

照） 

 

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

・平成 18 年度評価において国立大学法人評価委員会より指摘を受けた、「オーバ

ーヘッドを活用したプリメンテナンスの整備に対する詳細な検討」については、

上記特記事項「外部資金のオーバーヘッドを活用したプリメンテナンスの整備」

のとおり。 
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中

期

目

標 

○ 高度の教育研究を活発に展開するため、大学院基軸の教育研究体制を充実する。 

○ 他大学・他研究機関との連合・連携による教育研究を推進する。 

○ 教育に特化した大学院制度を新たに導入し、本学大学院の教育機能を拡大する。 

○ 健康と安全に十分配慮した教育研究環境を構築することを目標とする。 

 

中期計画 年度計画 判 断 理 由 （年度計画の実施状況等） 

【１－１】人材養成の目的を明確

にし、学生が将来、有為な人材と

して活躍できるよう、必要な指導

体制、教育プログラム等の検討を

開始する。 

「教育研究上の目的に関する規程」を定め、人材養成の目的を明確にした。 

また、平成 19 年度文部科学省の「大学院教育改革支援プログラム」に、本学

の「科学立国人材育成プログラム」（工学府）、「ラボ・ボーダレス大学院教育の

構築と展開」（生物システム応用科学府）、「体系的博士農学教育の構築」（連合農

学研究科）の３件が採択され、大学院教育の改革を推進した。 

【１－２】融合科目群の実施案を

策定する。 

 融合科目実施 WG において、融合科目テーマ、科目責任者、開講時期等を取り

まとめた。また、全教員に融合科目への登録を依頼し、シラバスを作成した。 

 

【１】○ 研究部と教育部・学部の有機的

連携を深め、研究部における先端的・学際

的な研究成果を生かした高度な専門教育

を推進する。 

【１－３】整合教育（開放科目・

強化科目）を実施し、充実を図る。

開放科目については、農・工両学部履修案内に記載し、平成 21 年度（学部４

年次）に開講することとした。 

 強化科目については、修士課程の学生に対して履修案内に記載し、全専攻で実

施した。 

【２】○ 平成１８年度までに全学の教育

活動の企画・調整・評価及びアドミッショ

ン・ポリシー等を推進するため、大学教育

センターの機能を充実する。 

【２】平成 18年度に実施した大学

教育センター自己点検・評価の結

果に基づき機能のさらなる充実を

図る。 

平成 18 年度に実施した自己点検・評価の結果及び各種教育支援プログラムの

採択に伴い、大学教育センターの機能強化等のため検討を行った。その結果、セ

ンター各部門間の連携強化を図るとともに、センター内に基礎教育部会を設置

し、２名の支援員を配置した。 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

 (１)  教育研究全般の質の向上に関する基本目標 
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【３】○ 学外研究機関等との連携・共同

を推進し、大学院における教育研究の新分

野への積極的な展開を図る。 

【３】学外研究機関等との連携・

共同をさらに推進し、大学院にお

ける教育研究の充実を図るととも

に、他の国立大学法人との連携に

ついて、役員会で引き続き検討す

る。 

学外研究機関等との連携・共同については、平成 18 年度に引続き静岡県・東

京工業大学・早稲田大学との間で「医工連携」を継続したほか、独立行政法人交

通安全環境研究所との間において、教育研究の充実、研究交流の促進及び科学技

術の発展に寄与するための協定を締結した。 

また、役員会等において、「早稲田大学との国私連携による先端健康科学分野

の共同大学院の創設」の構想に向けて検討を行ったほか、他の国立大学との連携

の一環として「全国連合農学研究科遠隔講義システム」の構築を推進した。 

 

【４－１】連合農学研究科におい

て単位制を実施する。 

平成 19 年度から、従来の３専攻を５専攻に改組し、単位制を導入した。 

教育課程は研究科共通科目及び各専攻科目、外国人留学生特別プログラム科目

からなり、専攻科目はさらに研究交流科目、専門分野科目、論文研究等の３つの

細区分とした。修了要件は、学位論文審査申請時までに必修科目 9.5 単位以上、

選択科目 2.5 単位以上の合計 12 単位以上修得することとした。 

また、これに伴い新たに作成したシラバスを、該当学生全員に配付・説明のう

え周知を図った。 

【４】○ 連合農学研究科設置校として教

育研究を推進するとともに、その連合のあ

り方について積極的に検討する。社会的ニ

ーズに対応して、学生定員の拡充を図る。

【４－２】平成 18 年度に引き続き

連合農学研究科の将来のあり方に

ついて検討する。 

平成 18 年度に引き続き、連合農学研究科の将来のあり方について、将来計画

WG（構成大学：茨城大学、宇都宮大学及び東京農工大学）において、次期中期目

標・中期計画に向けたさらなる検討を行った。また、他の５連合農学研究科の将

来計画を確認するとともに情報交換を行った。 

 

 

【５－１】獣医学教育の充実のた

め、家畜病院の増改修整備を民間

金融機関からの借り入れにより実

施する。 

民間金融機関からの借り入れにより、家畜病院の増改修整備を開始した。 

なお、本病院は、平成 20 年７月に竣工予定である。（年度計画【172-２】を参

照） 

【５】○ 獣医学科にあっては獣医学教育

の充実を図り、岐阜大学大学院連合獣医学

研究科のあり方について積極的に検討す

る。 

【５－２】獣医学科においては、

教員の確保に努めるとともに、岐

阜大学 大学院連合獣医学研究科

のあり方について、他の構成大学

及び関連した連合農学研究科の情

報を積極的に収集する。 

獣医学科の教員３名を新たに採用した（平成 19 年 10 月２人、11 月１人）。そ

の他に教員１名を選考した（平成 20 年４月１日採用）。 

また、教育研究組織改革 WG において、他の構成大学及び関連した連合農学研

究科の情報を収集し、検討した。 
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【６】○ 次世代に期待される先端的産業

分野において不可欠な技術経営学と技術

リスク学の両面を総合的かつ実践的に教

育し、もって双方の知見を融合的に併せ持

った高度専門職業人養成のため、平成１７

年度から専門職大学院の導入を図る。 

【６】高度専門職業人養成のさら

なる充実のため、企業等から入手

した技術リスク情報を使用し、FD

でのフィードバックを通しながら

今までにない特色ある授業運営を

実践する。 

高度専門職大学院、技術経営研究科（MOT）において、企業等から入手した技

術リスク情報を中心に DVD を作成し、これを講義でケーススタディとして利用し

た。また、FD によりケースメソッドの知識を基に授業に反映させた。 

 

【７】○ キャンパス・アメニティの総合

整備計画を作成し、順次実施を図る。 

【７】平成 18年度に見直しを行っ

た「キャンパス・アメニティ総合

整備計画」に基づき、アメニティ

の改善・改修工事を順次実施する。

「キャンパス・アメニティ総合整備計画」に基づき、アメニティ改善に係る、

工学部体育館等のトイレ等改修工事を実施した。（年度計画【177】を参照） 

【８－１】「安全マニュアル」等を

用いた安全教育を行う。また、教

育研究環境の安全対策を進める。

2007 年度版安全マニュアルを新入生に配付し、授業開始前に実施するガイダン

ス等において十分な指導に努めた。学部４年次生及び大学院生に対しては、指導

教員が個別に具体的指導を随時行った。危険を伴う学生実験等に TA を手厚く配

置し、防護メガネの着用の励行等、安全確保に努めた。 

また、TA には、TA セミナーにおいて、特に安全教育に重点を置いた形でトレ

ーニングを行った（年度計画【８-２】を参照）。 

生物システム応用科学府では、博士前期課程１年次生を対象に、必修科目とし

て安全教育を行った。また、９月に消防署の協力の下、避難訓練を行った。 

（年度計画【183】を参照） 

【８】○ 教育研究環境における安全対策

を進めるとともに、安全管理教育を計画的

に実施する。 

【８－２】大学教育センターにお

いて TA に対する安全教育を実施

する。 

大学教育センターで実施するTAセミナーにおいて、平成19年度より新たに「安

全教育」の時間を設け、環境安全・衛生管理チームの専門職員から、実験・実習

での「危険事例」紹介を取り入れるとともに、ケーススタディを増やして実施し

た。また、すべての TA に実績報告書の提出を義務付け、その中に「ヒヤリハッ

ト」事例を記入させた。 

【９－１】平成 18 年度に行った自

己点検・評価の作業を通じて認識

された改善課題について必要な改

善措置を検討する。 

教養教育協議会及び教育研究組織改革 WG において、自己点検・評価の分析結

果を参考に、教育研究組織と教養教育・基礎教育のあり方について改善措置を検

討した。 

 

【９】○ その他、教育研究体制や制度を

絶えず見直し、改善に向けた十分な検討の

上、速やかに実行に移す。 

【９－２】平成 22 年度のカリキュ

ラム改革に向けた準備を行う。 

教養教育協議会において、教養教育・基礎教育の実施体制、基礎教育カリキュ

ラム、教養教育カリキュラムの平成 22 年度改革に向けた基本方針を作成した。 
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中

期

目

標 

大学院基軸大学としての高度の教育を行い、その教育効果を常に検証し教育システムを改善することにより、高度の専門性を身に着けた創造性、国際

性豊かな人材を育成する。 

（学士課程） 

○ 農学又は工学に関する基礎的専門知識を持ち、豊かな教養に基づいた健全な科学的思考や倫理観を持ち、生涯にわたり自己啓発できる人材を育成する。 

○ 大学院進学と職業人としての社会進出に必要な素養を持った人材を育成する。 

（大学院課程） 

○ 科学技術の高度化、学際化に対応し、独創性と実行力を備えた高度な専門能力を持つ職業人や研究者を育成する。 

 

中期計画 年度計画 判 断 理 由（年度計画の実施状況等） 

【１０】教育の成果を高めるため、全学

的に教育部及び学部のカリキュラムの見

直しを進め、平成１８年度から教育部・

学部整合カリキュラムを導入する 

【１０】 

（平成 17 年度に実施済みのため、

平成 19 年度計画なし。） 

年度計画【１-３】のとおり。 

（学士課程）   

【１１－１】大学教育センターを

中心として導入教育を進める。 

平成 18 年度カリキュラムにおいて、全学的に基礎ゼミを実施したほか、希望

者を対象に基礎科目の補習教育を実施した。 

大学教育センターにおいては、入学後導入教育の一環として、英語の eラーニ

ング教材の配信とそのためのセミナーを実施した。 

また、推薦入学生（工学部）に対する入学事前学習支援プログラムを実施した。 

【１１】○ 教養教育の成果に関する具

体的目標の設定 

・ 多様な入学生に対応した導入教育を実

施する他、農工融合科目群を平成１８年度

から導入する。 

【１１－２】農工融合科目群の実

施案を策定する。（再掲） 

年度計画【１-２】のとおり。 

 

【１２】・ 社会とのインターフェースと

しての教養及び基礎知識、能力の涵養を図

るため、技術系大学固有の教養教育を充実

させる。 

【１２】大学教育センターを中心

として、平成 22 年度カリキュラム

改革に向けて、技術系大学として

ふさわしい教養教育のあり方及び

実施方法を検討する。 

教養教育協議会において、平成 22 年度カリキュラム改革に向けての技術系大

学として相応しい教養教育のあり方について報告書を作成し、学長に答申した。 

 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

(２) 教育に関する目標 

 ① 教育の成果に関する目標 
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【１３】○ 専門教育の成果に関する具

体的目標の設定 

・ 専門知識の体系的把握を促進するため

に、現行科目内容の見直し及び改善、専門

教育体系の検討を実施し、平成１８年度か

ら農工融合科目群を含む新カリキュラム

を実施する。 

【１３】大学教育センターにおい

て各部局の協力のもとに平成 22

年度に向け専門基礎教育のあり方

を検討する。 

大学教育センター及び教養教育協議会において、平成 22 年度に向け、専門基

礎教育のあり方等について検討し、答申を学長に提出した。 

大学教育センターが主体となって平成 18 年度に実施した専門基礎教育に係る

研究会「化学プロジェクト」の成果に基づき、農学部において教養科目の化学を

前期と後期において開講した。 

【１４－１】平成 18 年度に引き続

き、キャリアアップ入門講座を実

施する。 

府中キャンパスにおいては、６月にキャリアデザイン講座を実施した。また、

小金井キャンパスにおいては、７月に OB によるキャリアアップ講座を実施した。 

 

【１４】○ 卒業後の進路等に関する具

体的目標の設定 

・ 幅広い進路の選択が可能なように、専

門知識及び能力を身に着けさせる。 

【１４－２】インターンシップの

拡大充実を検討するとともに進路

職業選択に役立つプログラム等の

充実を検討する。 

工学部では、応用分子化学科、化学システム工学科、機械システム工学科、情

報工学科の各学科における学科専門科目「インターンシップ」について、事務、

各企業、各学科教育委員の緊密な連携により、オリエンテーション、学生への事

前指導、報告を実施した。その結果、平成 19 年度は 21 名のインターンシップ派

遣を実現し、インターンシップの拡大充実が図られた。 

また、農学部では、官公庁等が行うインターンシップ（就職体験実習等）に応

募し、６名が参加した。 

【１５】・ 大学院進学率の向上に合わせ、

平成１８年度から教育部・学部間の整合教

育を実施する。 

【１５】整合教育（開放科目・強

化科目）を実施し、充実を図る。

（再掲） 

年度計画【１-３】のとおり。 

 

【１６】○ 教育の成果・効果の検証に関

する具体的方策 

・ 学生及び教員による授業評価、教育環

境の調査、卒業後の進路状況、卒業生及び

受入れ企業・機関からの意見聴取等によっ

て、教育効果の恒常的な評価を実施する。

【１６－１】平成 18 年度に引き続

き、大学教育センターにおいて、

学生による授業評価及び教員によ

る自己評価を実施する。 

大学教育センターにおいて、常勤教員全員と非常勤教員全員に対し、前期及び

後期科目について学生に対する授業アンケート調査及び教員による自己点検・評

価を実施した。アンケート結果については、各教員にフィードバックするととも

に、大学教育委員会に集計結果を報告した。 
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【１６－２】各種アンケートの結

果に基づき教室の設備や構造につ

いて改善の指針を提案する。 

府中・小金井両キャンパスにおいて、教室の状態を調査し、改善要求を行った。 

また、技術経営研究科（MOT）において学生の要望を踏まえ、自習室を改装し

た。具体的には、グループ討論用のスペースと個人学習用のスペースに分離した。 

【１６－３】平成 18 年度に引き続

き、卒業時点での進路状況の調査

を実施し、大学教育センターにお

いて分析する。 

大学教育センターにおいて、平成 13～17 年度卒業生の進路状況について分析

を行い、分析結果をまとめた報告書を全教職員に公開した。 

 

【１６－４】卒業生の進路状況を

考慮して卒業生及び受入れ企業・

機関からの意見聴取を行う。 

受入れ企業・機関からの意見聴取を実施し、報告書を全教職員に公開した。ま

た、平成 17 年度から実施している卒業生からの意見聴取については、学科より

聴取対象とする卒業生の推薦を受けた。 

 

（大学院課程）    

【１７】○ 大学院課程の成果に関する

具体的目標の設定 

・ 確かな専門能力の育成のため、学部教

育との整合性を持った大学院修士課程ま

たは博士前期課程のカリキュラムを体系

的に整備し、平成１８年度から整合教育カ

リキュラムを実施する。 

【１７】整合教育（開放科目・強

化科目）を実施し、充実を図る。

（再掲） 

年度計画【１-３】のとおり。 

 

【１８】・ 国際性、学際性を身に着けさ

せるための、e-ラーニング・遠隔授業シス

テムの整備、他大学院との単位互換等を進

める。 

【１８－１】平成 18 年度に引き続

き、e ラーニングの運用環境を整

備する。 

 

平成 18年度に導入した学習管理システムmoodleの eラーニング科目講義と一

般科目講義に関する利用増大と、e ラーニング科目の増大に伴った配信容量の増

大に対応して、ファイルサーバと配信容量を増強するためのサーバシステムを設

計し、機材の設置を完了して、試験評価を進めた。 

moodle を利用する受講学生と講師の認証を取るために、学務情報システム

（SPICA）とのデータ連携システムの構築を進めた。システムの設計、必要機材

の設置を完了し、ソフトウェアを導入した。 

e ラーニング収録教室と小金井（L0812）‐府中（本館 25 番教室）間キャンパ

スの遠隔講義の利便性を向上するために、講義システムの予約と予約時の講義シ

ステムの自動立上げのためのシステムを導入した。また、システム設計と必要機

材の設置、ソフトウェアの導入を行い、システム全体の開発を完了した。 
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【１８－２】e ラーニングを利用

した授業科目の拡充に努める。 

 

 

e ラーニング作業部会において、eラーニングを利用した大学院科目を 12 科目

提供した。新規に eラーニング科目を作成した場合は、作成経費を支援している。 

技術経営研究科（MOT）において、各授業のビデオを作製し、専用の講義支援

システムにアップロードし、授業の復習や欠席者の補習に利用している。 

生物システム応用科学府では，融合科目である「生物システム応用科学研究概

論」の eラーニング化を進め、実施した。 

【１８－３】遠隔授業による工科

系大学院単位互換の充実を図る。

 

工科系大学教育連携協議会を構成する工科系 12 大学により、単位互換科目と

して 20 科目が e ラーニングにより提供された。本学からは、そのうち３科目を 

提供した。 

【１９】・ 科学技術の高度化、学際化、

情報化、国際化に対応できる修士課程、博

士前期・後期課程のカリキュラムを体系的

に整備した新カリキュラムを平成１８年

度から導入し、シラバスを策定する。 

【１９】 

（平成 18 年度に実施済みのため、

平成 19 年度は計画なし。） 

  

【２０－１】幅広い分野への一層

の進出を図るために、学府と技術

経営研究科(MOT）との間の相互履

修を推進する。 

他の大学院における授業科目の履修について規定する学則第 76 条に基づき、

工学府と技術経営研究科（MOT）間の相互履修の推進を図った。 

具体的には、学生に対するきめ細かな窓口案内、効果的な掲示文書の掲示等に

より、平成 19 年度において工学府学生による MOT 授業の履修について 39 名、MOT

学生による工学府授業の履修について２名の実績があった。 

 

【２０】○ 修了後の進路等に関する具

体的目標の設定 

・ 専門知識と専門技術を生かすことがで

きる幅広い分野への一層の進出を図るた

めに、技術経営（MOT）、知的財産関係の専

門的知識技術、技術・経営リスク管理の教

育を通じ、新事業に挑戦する意思と技術・

経営リスク管理に関する能力を持った人

材の育成を目指す。 【２０－２】平成 18 年度に引き続

き修士ダブルメジャーの再検討及

び修士ダブルディグリーについて

検討する。 

平成 18 年度に引き続き、修士ダブルメジャー及びダブルディグリー取得につ

いて、技術経営研究科（MOT）において検討し、工学府と調整を行い、ダブルメ

ジャーやダブルディグリーの設置を目指すこととした。 
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【２１－１】平成 18 年度に引き続

き、大学教育センターにおいて、

学生による授業評価及び教員によ

る自己評価を実施する。 

年度計画【16-１】のとおり。 

 

【２１－２】平成 18 年度に引き続

き、修了生・卒業生を対象として、

教育・研究環境の調査を行う。 

大学教育センターにおいて、平成 18 年度修了生を対象とした教育・研究環境

についてのアンケート調査を実施し、報告書を全教職員に公開した。 

 

【２１－３】平成 18 年度に引き続

き、大学教育センターにおいて、

修士・博士課程の学位取得状況の

調査を実施、分析し、教育改善に

つなげる。 

修士・博士課程の学位取得状況の調査を実施し、その分析結果をまとめた報告

書を全教職員に公開し、学生への適切な教育研究の指導方法について教育改善に

つなげた。 

【２１－４】平成 18 年度に引き続

き、大学教育センターにおいて、

修了時点での進路状況の調査を実

施し、分析する。 

大学教育センターにおいて、修了時の進路状況を分析し、分析結果をまとめた

報告書を全教職員に公開した。 

 

【２１】○ 教育の成果・効果の検証に

関する具体的方策 

・ 学生及び教員による授業評価、教育環

境の調査、修士・博士の学位取得状況、修

了後の進路状況、修了生及び受入れ企業等

からの意見聴取等によって、教育効果につ

いて恒常的な評価を実施する。 

【２１－５】平成18年度に引き続

き、大学教育センターにおいて、

修了生からの意見聴取を実施する

とともに、受入れ企業等からの聴

取方法について検討する。 

大学教育センターにおいて受入れ企業からの意見聴取を実施し、報告書を全教

職員に公開した。 

また、修了生からの意見聴取のために、全専攻に聴取対象修了生の候補者の推

薦を依頼し、適宜聴取の準備を終了した。さらに、受入れ企業等からの聴取方法

については、専攻と共同で行う方法について検討した。 
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中

期

目

標 

（学士課程） 

○ アドミッション・ポリシーに関する基本方針 

・ 自然や科学技術に関心を持ち、常に自己を啓発し、実行力に優れ、社会で活躍することを目指す学生を国内外から広く受入れる。 

○ 教育理念や教育目標に連動したカリキュラム・デザインの基本方針 

・ 学習意欲の向上と探究心を育成できる授業形態を構築するとともに、学生が自律的に学習できるカリキュラムを提供する。 

○ 授業形態・学習指導法等に関する基本方針 

・ 農学、工学及び融合領域分野の科学技術者として必要かつ充分な教養・基礎・専門知識及び実践能力を育成するよう、講義・演習・実験・実習を体

系的に配置する。 

○ 成績評価に関する基本方針 

・ 履修科目の到達目標、習得項目及び評価方法を明確にして成績を評価する。 

（大学院課程） 

○ アドミッション・ポリシーに関する基本方針 

・ 高度な専門的・学際的知識の習得と知の開拓に強い意志を持ち、 新の科学技術の展開に関心を持ち、実践的に行動する意欲を持った学生を広く国

内外から受入れる。 

○ 教育理念や教育目標に連動したカリキュラム・デザインの基本方針 

・ 農学、工学及び融合分野の 新の展開に即応した科目を体系的に採用するとともに、学際的、国際的素養を身に着けることのできるカリキュラム編成

を行う。 

○ 授業形態・学習指導法等に関する基本方針 

・ 専門教育の高度化、国際化に適応した様々な授業形態を柔軟に採用するとともに、学生の多様化に対応したきめ細かい学習指導方法を確立する。 

○ 成績評価に関する基本方針 

・ 専門知識の習得成果を評価するとともに、学習成果の発展能力、研究能力等を総合的に評価する。 

 

中期計画 年度計画 判 断 理 由（年度計画の実施状況等） 

（学士課程）   

【２２】○ アドミッション・ポリシー

に応じた入学者選抜を実現するための具

体的方策 

・ 大学入試センター試験の利用教科・科

目、傾斜配点や個別入試の出題科目及び入

学試験ごとの募集人員の配分等を含む学

力検査方法全般の研究を推進する 

【２２－１】平成 18 年度に引き続

き、大学入試センター試験の利用

教科、科目、傾斜配点や個別入試

の出題科目及び入学試験ごとの募

集人員配分等を含む学力検査方法

全般の研究を推進する。 

次期中期目標・中期計画（平成 22 年度入試以降）に向けた委員会（工学府入

学者選抜方法研究小委員会、農学府・農学部入試制度等研究委員会）の検討にあ

たり、大学教育センターアドミッション部門が本学アドミッション・ポリシーに

即した入学者選抜方法のための資料収集に努め、提供した。 

また、得点調整検討 WG において、今後の得点調整のあり方の方向性を示し、

入学試験委員会へ回答した。 

 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（２） 教育に関する目標 

② 教育内容等に関する目標 
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【２２－２】平成 18 年度に引き続

き、個別入試の出題科目、募集人

員の配分等について研究する。 

 次期中期目標・中期計画（平成 22 年度入試以降）に向けた委員会（工学府入

学者選抜方法研究小委員会、農学府・農学部入試制度等研究委員会）の検討に呼

応し、大学教育センターアドミッション部門で資料を提供し、検討を進めた。 

 

 

【２２－３】入試の作題・査読・

解析体制の見直しの検討を行う。

 

        

 試験問題作成のための要領の充実を図るとともに、作題・査読作業のスムーズ

な連携方法を検討した。 

 

【２３－１】大学教育センターを

中心として有効な選抜方法の改善

を推進する。 

 入学者受入方策として、入試関係資料の解析、入試広報、高校生への講義等の

あり方について、他大学のデータも参考に調査、検討した。 

 

【２３】・ 受験者の多様化に対応し、AO

入試も視野に入れ、入学者受入れ方策を充

実する。 

【２３－２】AO 入試の実施に向け

具体的方策を検討する。 

 農・工両学部の AO 入試導入に向けて、AO 入試を実施して効果を上げている大

学への訪問調査を行い、具体案の検討を進めた。 

 また、農学部（環境資源科学科）で平成 22 年度から AO 入試を導入することと

した。 

【２４－１】平成 18 年度に引き続

き、募集要項、入試情報、Web、大

学案内パンフレット、大学説明会、

キャンパスツアー等の機会を利用

してアドミッション・ポリシーの

周知を図るとともに、アドミッシ

ョン・ポリシーの周知の効果を分

析し、周知の徹底化を図る。 

 募集要項、入試情報、Web、大学案内パンフレット等に掲載してアドミッショ

ン・ポリシーを周知するとともに、アンケート結果を分析し、本学の特色となり

うる点を情報として発信することとした。 

 

【２４】・ 多様な手段を利用して、アド

ミッション・ポリシーの周知・広報の充実

を図る。 

【２４－２】アドミッション・ポ

リシーのもとに、志願動向の分析

等により、関心を喚起する企画の

充実を図り、学部の広報活動と共

同しながら効果的な入試広報に取

り組む。 

 

アドミッション・ポリシーの周知等については、【24－１】のとおり実施した。 

全学広報・社会貢献委員会において志願動向を分析し、効果が高いと判断した

学外進学相談会（ブース参加または高校内ガイダンス開催）に積極的に参加し入

試広報に取り組んだ。 
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【２５】○ 教育理念等に応じた教育課程

を編成するための具体的方策 

・ 農学、工学及び融合領域分野の教育に

必要な基礎・専門科目の体系的カリキュラ

ムを平成１８年度から導入する。 

【２５】 

（平成 17 年度に実施済みのため、

平成 19 年度は計画なし。） 

  

【２６】・ 教養教育と専門教育のくさび

形編成をより徹底し、教育効果を高める。

【２６】大学教育センターと部局

が協力し、くさび形編成の教育効

果について現状を検証し、平成 22

年度に向けてあるべき方策を研究

する。 

教養教育協議会において、大学教育センター専任教員が中心となって、くさび

形編成の教育効果について検証するとともに、そのあり方等について検討した。 

 

【２７－１】平成 22 年度に向け

て、リテラシー科目のあり方を検

討し、リテラシー教育の改善を図

る。 

        

リテラシー科目のあり方については、教養教育協議会において検討し、検討結

果については、平成 22 年度改革に向けた基本方針として答申に盛込んだ（年度

計画【９-２】を参照）。 

 

【２７－２】TOEIC をベースにし

た新しい英語教育の導入に向けて

準備体制を整える。 

         

教養教育協議会において、TOEIC をベースとした新しい英語教育の導入につい

て検討を行った。（年度計画【９-２】を参照）。 

 

【２７－３】インターンシップの

拡大充実を検討するとともに進路

職業選択に役立つプログラム等の

充実を検討する。（再掲） 

年度計画【14-２】のとおり。 

 

【２７】・  CAP 制の徹底化、リテラシー

教育の改善、インターンシップ制度の拡充

を図るとともに、JABEE 等の認定への対応

に配慮したカリキュラム・デザインを進

め、JABEE 等の認定の申請学科（コース）

の着実な増加を図る。 

【２７－４】教育を取りまく環境

の変化を考慮し、JABEE 等の位置

づけを見直す。 

JABEE 認定申請学科(コース)を増やすことについて検討したが、平成 18 年度に

認証評価を受け、本学の教育を評価結果に基づき対応していくこととしたため、

JABEE 認定申請に対しては見直し、従来の認定学科（工学部化学システム工学科）

のみが JABEE 再申請を行った。 
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【２８－１】大学教育センターと

連携し、新任教員・テニュアトラ

ック教員を対象とした FD 教育の

充実及び体験型教材を用いた授業

の具体化について検討する。 

農・工両学部の協力を得て、大学教育センター教育プログラム部門において、

教育上の工夫についての調査を行った。理系の大人数講義において対話型、学生

参加型の授業を実現するための方策についてシンポジウム、ディスカッションミ

ーティングを開催した。 

 また、同センターFD 部門において、新任教員研修会やセンターニュース速報、

ティーチングスキルに関するセミナー等を通じて学生参加型授業の普及に努め

た。教員向け授業アンケートを活用して、各教員の授業改善活動を収集・分析し、

改善のための報告書にまとめて各教員に配布した。 

【２８－２】平成 18 年度に引き続

き、「国際コミュニケーション演

習」を実施し、授業評価により教

育効果を検証する。 

平成 18 年度カリキュラムの導入により、農・工両学部の１・２年次生に対し

て国際コミュニケーション演習科目を引き続き開講した。 

また、学生への授業アンケート調査により教育効果を検証した。 

【２８】○ 授業形態、学習指導法等に

関する具体的方策 

・ 少人数、対話型、学生参加型の授業形

態の充実を図るとともに、体験型教材等を

利用した授業を導入し教育効果を高める。

【２８－３】各部局において、体

験型教育の具体化を検討する。 

大学教育センター教育プログラム部門において、本学にふさわしい体験型教育

の形態について引き続き検討した。その内容を取り込んだ提案が、「平成 19 年度

特色ある大学教育支援プログラム」に採択され、教室整備をするとともに、２科

目について、パイロットケースとして演示授業等を実施した。 

 

【２９】・ 自習教材の充実及び情報技術

の活用により、学生の時間外学習の支援の

強化を図る。 

【２９】e ラーニング自習用コン

テンツの一層の充実を図る。 

大学教育センター、保健管理センターにおいて、補助教材として eラーニング

を実施したほか、入学後導入教育として英語の eラーニング教材を配信した。 

また、LMS 等の ICT を活用した連続セミナーを大学教育センターFD 部門と総合

情報メディアセンターの共催で企画・実施し、講義での ICT 活用を支援した。 

【３０－１】TA の効率的な活用に

ついて検討を行う。 

 TA 制度改善 WG において、TA は、学部授業（実験、実習、演習）の補助に優先

的に活用することとした。 

 また、文部科学省の「大学院教育改革支援プログラム」の採択に伴い、TA・RA

を有効に活用し、さらに教育効果を高めた。 

【３０】・  TA の配置を積極的に促進し、

教育効果を高める。 

【３０－２】大学教育センターに

おいて、TA 研修を通じて TA の資

質向上に努める。 

大学教育センターにおいて、府中・小金井両キャンパスにおいて TA セミナー

を実施した（参加者 440 名）。特に、平成 19 年度より新たに「安全教育」を取入

れた（年度計画【８-２】を参照）。 
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【３１－１】成績評価基準の客観

化を進める。 

シラバスにおける成績評価基準明示の徹底を図るとともに、成績確認制度につ

いて履修案内に記載した。 

【３１】○ 適切な成績評価等の実施に
関する具体的方策 
・ GPA 制度の下で成績評価方法を明示し

一貫性及び厳格性を持った成績判定を行

うとともに、平成１８年度から成績評価法

のシラバスによる開示を実施する 

【３１－２】シラバスにおいて、

成績評価基準の記載を徹底する。

年度計画【31-１】のとおり。 

 

【３２】・ 各種検定試験(TOEFL､TOEIC等)

認定科目群を平成１８年度から設置する。

【３２】 

（平成 18 年度に実施済みのため、

平成 19 年度は計画なし。） 

  

【３３】・ 派遣学生が海外の姉妹校等で

取得した単位や、海外でのインターンシッ

プ等による学生の活動に対して、単位とし

て認定する方向で検討する。 

【３３】各部局において、海外イ

ンターンシップの単位認定の方策

について検討する。 

パデュー大学へ派遣（８月 27 日～９月 24 日：２名）した農学部学生に農学府・

農学部教育委員会で１単位の認定を行った。 

留学交流推進チーム、国際事業推進チーム等と共同で事務検討会を開催し（４

回）、単位認定の方策について、他大学の状況、単位認定の条件、本学の問題点

等を検討した。 

（大学院課程）   

【３４】○ アドミッション・ポリシー

に応じた入学者選抜を実現するための具

体的方策 

・ 社会人、留学生等多様な入学者の受入

れ方策を充実する。 

【３４】インターネット、本学 Web

ページ、大学院募集要項、大学院

説明会等を通じて、アドミッショ

ン・ポリシーの周知を図る。また、

多様な媒体及び機会を活用し、各

専攻に応じた入試広報の充実を図

る。 

インターネット、本学 Web ページ、大学院募集要項、大学院説明会等を通じて、

アドミッション・ポリシーの周知を図った。 

 また、本学 Web ページ、ポスター、説明会等により入試広報を行った。 

【３５】○ 教育理念等に応じた教育課

程を編成するための具体的方策 

・ 各分野における高度な専門知識を習得

させ、国際化に対応できる高度専門職業人

として必要な能力を養成するカリキュラ

ムを平成１８年度から導入する。 

【３５】 

（平成 18 年度に実施済みのため、

平成 19 年度は計画なし。） 

 生物システム応用科学府では、平成 18 年度から導入した科目「実践英語発表」

をさらに発展させ、留学生の参加を積極的に受入れた。また、今年度採択された

大学院教育改革支援プログラムに基づいて、教員による英語論文の添削体制

（PTAP システム）を導入し、学生の総合的な英語力の向上に努めた。 
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【３６】・ 技術経営研究科（専門職学位

課程）の開講科目を他の大学院課程でも学

習できるようにする。 

【３６】 

（平成 18 年度に実施済みのため、

平成 19 年度は計画なし。） 

 

  

【３７－１】技術経営研究科（MOT）

において起業家養成のための特別

講座を設け実践する。 

技術経営研究科（MOT）において、新規ビジネス創設の基礎としてビジネスプ

ラン戦略論を通常科目（平成 18 年度までは特別講座）として開講した。その他、

起業家養成のために、企業の経営者を招へいし、実際の企業経営や戦略について

の講義を行った。 

【３７】・ 社会要請にこたえ社会人教育

や起業家養成等に必要なカリキュラムを

編成する。 

【３７－２】平成 18 年度に引き続

き、技術経営研究科（MOT）におい

て、学内施設でのインターンシッ

プを実施する。 

 技術経営研究科（MOT）において、平成 19 年度は、４名の学生がインターンシ

ップを履修した。 

 

【３８】○ 授業形態、学習指導法等に

関する具体的方策 

・ 設備の充実や教員配置を工夫して、授

業クラスの規模の適正化を図る。 

【３８】各部局において、幅広い

実験技術を身につけるための授業

形態を検討する。 

生物システム応用科学府では、平成 18 年度に導入した幅広い実験技術を身に

付けるための科目「基礎技術演習Ⅱ」において、学生のアンケート結果等に基づ

き、異分野の学生にも分かるやさしい言葉で説明する等の注意事項を各教員に周

知した。 

 

【３９】・ 大学院オリエンテーションを

充実し、入学者の個性に応じたきめ細かい

導入教育及び履修計画の作成指導を行う。

【３９】平成 18 年度に引き続き専

攻ごとのオリエンテーションの充

実を図る。 

専攻毎にオリエンテーションを実施し、履修計画・手続等の説明を行った。 

技術経営研究科（MOT）においては、修士１年次生及び２年次生向けに個別に

オリエンテーションを行い、MOT での授業の特色、履修の仕方等の詳細について

の説明を行った。さらに、グループに別れ、MOT での学習に関する討論（修士１

年次）やプロジェクト研究の進め方に関する指導を行った（修士２年生）。 

【４０】・ 短期留学生プログラム（STEP）

の積極的活用を図り、国際的なコミュニケ

ーション能力を向上させるとともに、プレ

ゼンテーション能力を育成するため、英語

による授業を拡充する。 

【４０】各学府・研究科において

英語での授業の拡充を図る。 

各学府・研究科の開講科目数については、農学府24科目、工学府13科目、生物

システム応用科学府 ２科目、連合農学研究科 ２科目であり、英語での開講科目

については講義履修案内で明示した。 
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【４１－１】成績評価基準の客観

化を進める。(再掲) 

学士課程における取組と同様の取組を実施した（年度計画【31-１】を参照）。 

 

【４１】○ 適切な成績評価等の実施に

関する具体的方策 

・ 到達目標と成績評価法のシラバスによ

る開示を平成１８年度から実施する。 

【４１－２】シラバスにおいて、

成績評価基準の記載を徹底する。

（再掲） 

学士課程における取組と同様の取組を実施した（年度計画【31-２】を参照）。 

   

 

【４２】・ 派遣学生が海外の姉妹校等で

取得した単位や、海外でのインターンシッ

プ等による学生の活動に対して、単位とし

て認定する方向で検討する。 

【４２】各部局において、海外イ

ンターンシップの単位認定の方策

について検討する。（再掲） 

連合農学研究科においては、平成 19 年度から、研究科共通科目として、海外

フィールド実習と海外短期集中コースを設置した。海外フィールド実習では、学

生をアジア地域の姉妹校（ベトナム・カントー大学、インドネシア・ボゴール農

科大学、タイ・チェラロンコン大学等）に２週間派遣し、現場での実習を通して、

国際的視点から博士研究を遂行させる。また、海外短期集中コースでは、選抜さ

れた優秀な学生を姉妹校であるカリフォルニア大学デービス校に派遣し、デービ

ス校との共同プログラムに参加させることとした。 
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中

期

目

標 

○ 組織の整備及び教職員の配置に関する基本方針 

・ 本学の教育理念に沿った教育実施体制を整備するために、必要な人材配置を進める。 

○ 教育環境の整備に関する基本方針 

・ 教育の情報基盤を整備する。 

○ 教育の質の向上のためのシステムに関する基本方針 

・ 教育活動に関する評価・解析結果に基づいて教育課程を改編し、教育改善を図る。 

 

中期計画 年度計画 判 断 理 由（年度計画の実施状況等） 

【４３－１】全学出動体制を拡充

するために、教養教育・専門基礎

教育における部局間・学科間の協

力体制を検討する。 

教養教育・専門基礎教育の実施体制については、教養教育協議会で検討を行っ

た（年度計画【９-２】を参照）。 

 

【４３】○ 適切な組織の整備及び教職員

の配置等に関する具体的方策 

・ 教育部・学部における教育の充実のた

め、全学出動体制を拡充し、平成１８年度

から新カリキュラムに適応した体制を再

構築する。 
【４３－２】教育研究組織改革 WG

の答申に基づき、教育組織の具体

案を検討する。 

教育組織の具体案については、教養教育協議会で検討を行った（年度計画【９

-２】を参照）。 

【４４－１】連合農学研究科にお

いて単位制を実施する。（再掲） 

年度計画【４-１】のとおり。 

 

【４４】・ 社会の動向や学問の発展を先

取りし、大学院の専攻の拡充・増設等を行

う。それに伴い、学部及び大学院の入学定

員を見直す。 

 
【４４－２】平成 18 年度に引き続

き連合農学研究科の将来のあり方

について検討する。(再掲） 

年度計画【４-２】のとおり。 

 

【４５】・ 技術経営研究科（専門職学位

課程）と連携して、リスク管理教育カリキ

ュラムを編成する。そのため、学外から実

務経験を有する専門家を採用することな

どにより教員組織を充実させる。 

【４５】 

（平成 17 年度に実施済みのため、

平成 19 年度は計画なし。） 

  

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（２） 教育に関する目標 

  ③ 教育の実施体制等に関する目標 
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【４６】・ 教職課程を維持し、引続き必

要な教員を配置する。 

【４６】中央教育審議会答申等を

踏まえ今後の教職課程のあるべき

姿について検討を開始する。 

 教職課程検討 WG を設置し、教職課程のあり方について検討を行った。 

 

【４７－１】教務・学生担当職員

の専門性を高めるための研修活動

を推進する。 

学外の研修活動に職員を参加させるとともに、学内の研修（初任職員研修、英

語研修）にも参加させる等、研修活動を推進した。また、大学教育センターにお

いて SD 研修（「アナウンサー訓練に学ぶ話し方スキルアップ講座」等 全５回）

を実施した。（年度計画【134】を参照） 

【４７】・ 事務職員の専門能力向上やテ

ィーチングアシスタント（TA）の適切な配

置等により教育活動の支援を充実する。 

【４７－２】大学教育センターに

おいて TA 研修を行い、TA の資質

向上に努める。(再掲) 

学士課程における取組と同様の取組を実施した（年度計画【30-２】を参照）。 

 

【４８－１】キャンパス整備計

画・施設整備計画に沿って講義室、

実験演習設備等の整備を推進す

る。 

「キャンパス・アメニティ総合整備計画」に基づいた実態調査を行い、要求事項

を取りまとめて要求を行い、演示実験室の整備を行った。 

 また、農学部第１講義棟（府中地区）の耐震強度不足について、10 月から使用

を禁止し、耐震補強工事の準備を行った（平成 19 年度補正予算で予算化）。 

【４８－２】自主学習教室の整備、

充実を図る。 

学生のニーズに対応するため、学生には空き教室等を開放した。 

また、技術経営研究科（MOT）では、自習教室の改装した。（年度計画【16-２】

を参照） 

【４８－３】平成 18 年度に引き続

き、図書館における授業関連図書

等の充実を図る。 

平成 19 年度の授業関連図書について、購入配架し利用に供した。 

【４８】○ 教育に必要な設備、図書館、

情報ネットワーク等の活用・整備の具体的

方策 

・ 教育内容に対応した講義室等を整備す

るとともに、学生の自発的な学習活動を補

助するための施設・設備を整備する。 

【４８－４】平成 18 年度に引き続

き、ｅラーニングのための環境整

備を行う。 

年度計画【18-１】のとおり。 

 

90

東京農工大学

90



 

 

【４９】・ 学内諸施設を活用し、学生の

起業を支援するためのスペースを確保す

る。 

【４９】 

（平成 18 年度に実施済みのため、

平成 19 年度は計画なし。） 

  

【５０】・ 総合情報プラザの一環として

のデジタルキャンパス化計画により、ネッ

トワークを利用した学生サービス支援（履

修情報の取得など）及び学習支援（学習情

報の取得など）を目的とする教育環境を整

備する。 

【５０】新学務情報システムに、

学生サービス支援、学習支援の機

能を追加する。 

 平成 19 年度から本格稼働した学務情報システム（SPICA）とのインターフェー

ス向上により、受講学生と教員の学習管理システム（moodle）の使い方を改善し

た。（年度計画【18-１】を参照） 

【５１－１】平成 18 年度に引き続

き、大学教育センターを中心に、

教育活動に関する評価、解析手法

の研究を行い、教育改善に結びつ

ける。 

大学教育センターにおいて組織的体系的な教育活動に関する評価、解析手法の

研究を推進するため、学生の授業アンケートの集計結果や各種の教育関係のデー

タについて、それらの間の相関関係の分析、特に教育における学生の満足度等の

年次比較を行い、その結果を大学教育ジャーナルに公表し、教育改善に結びつけ

た。 

 

【５１】○ 教育活動の評価及び評価結果

を質の改善につなげるための具体的方策 

・ 教育活動に関する評価・解析結果に基

づき、教育課程の改編や、各教員の教育方

法の改善を図る。 

【５１－２】平成 22 年度を目途に

教育プログラムの改善に取り組

む。 

教養教育協議会において、組織的体系的な教育活動に関する評価、解析手法の

研究を推進した。また、大学教育センターに関係する教員がこれに積極的に参画

した。 

 

【５２】○ 教材、学習指導法等に関する

研究開発及び FD に関する具体的方策 

・ 教育改善のため、公開授業、講義方法

の研修・検討会等を拡充する。 

【５２】大学教育センターの年次

計画に基づき、多様かつ有機的な

全学 FD 活動を実施する体制を整

える 。 

大学教育センターが主体となって、多摩５大学共催で FD シンポジウム「これ

からの TA 研修」をカルフォルニア大学バークレー校から講師を招き実施したほ

か、新任教員研修、FD セミナー（eラーニング入門セミナー、ITC 利用セミナー、

教授会ミニセミナー等）、ベストティーチャー賞（BT 賞）受賞教員による講義、

学内 GP 報告会等を開催し、授業支援を行った。また、平成 19 年度は、FD 研修と

して「アナウンサーによる話し方セミナー」を、SD研修と共同で開催した。 
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【５３】○ 全国共同教育、学内共同教育

等に関する具体的方策 

・ 単位互換協定に基づき大学間の共同教

育を拡充する。 

【５３】平成 18 年度に引き続き、

単位互換協定に基づき、大学間の

共同教育のより一層の拡充を図

る。 

 平成 18 年度に引き続き、多摩地区国立５大学（東京外国語大学、東京学芸大

学、一橋大学、電気通信大学及び東京農工大学）、東京海洋大学、長岡技術科学

大学、琉球大学、工科系 12 大学において、単位互換を実施した。また、放送大

学との単位認定について、試行を実施した。 

 

【５４】・ 全国の複数の大学との遠隔授

業による共同教育を充実する。 

【５４】ｅラーニングによる遠隔

教育の一層の拡充を図る。 

年度計画【18-３】のとおり。 

 

【５５－１】平成 18 年度カリキュ

ラムに基づき、融合教育について、

具体案の策定を進める。 

年度計画【１-２】のとおり。 

 

【５５】・ 教育部間、学部間、専攻間、

学科間の共同教育を推進する。 

【５５－２】各部局において、学

科・専攻を超えた共同教育プログ

ラムの実施を検討する。 

大学院工学府博士後期課程各専攻における共通科目「科学特論（JEITA 講座、

７大学大学院合同セミナー）」、「COE 国際コミュニケーション」等について、専攻

を超えた共同教育プログラムを実施した。 

大学院農学府修士課程において、生物生産科学専攻、共生持続社会学専攻、農

業環境工学専攻間で、農業の多面的機能を理解し、農村地域社会を維持活性化す

るための方策を様々な側面から検討・調整できる地域活性化の専門家養成のた

め、専攻を超えて共同の地域活性化プログラムを実施した。 

大学院連合農学研究科では、平成 19 年度から単位制を導入したことに伴い、

総合科目を開講し、岩手、岐阜及び鳥取の各連合農学研究科とともに実施した。

なお、この科目は、６月は日本語で３日間、11 月は英語により２日間 SCS を利用

して行った。 
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中

期

目

標 

○ 学習面、健康面、生活・経済面、就職面等、学生にかかる入学時から卒業までの期間にわたる幅広い支援を行う。 

 

中期計画 年度計画 判 断 理 由（年度計画の実施状況等） 

【５６】○ 府中・小金井の両キャンパス

に「学生センター」を設置し、学生への学

習面、健康面、生活・経済面、就職面にお

ける支援を強化する。 

【５６】各地区学生サポートセン

ター、保健管理センター、留学生

センター、学科・専攻との連携を

図り、学生支援業務の充実を図る。

府中・小金井両キャンパスの「学生サポートセンター」において、幅広い学生

支援を行った。特に平成 19 年度は麻疹対策等について保健管理センター等と緻

密な連携を図り、学生への支援を行った。 

 

【５７－１】自習用補助教材の利

用の促進を図る。  

大学教育センターにおいて、企画導入されたパソコンによる英語の自習教材

（アルクネットワークアカデミー）の利用についてセミナーや Web ページ等で紹

介し、利用の勧奨を行った。また、技術経営研究科（MOT）において、教員及び

卒業生により寄贈された約 300 冊の参考図書を自習室に置き、自習の補助教材と

した。 

【５７－２】自主学習教室の開設、

e ラーニングコンテンツの増加、

PC 拡充、PC 受講室の充実等に努め

る。 

学生のニーズに対応するため、学生に空き教室等を開放した。（年度計画【48-

２】を参照） 

また、e ラーニング作業部会の主導で e ラーニングコンテンツ増加のための方

策を全学的に検討・実施した。講義システムの予約と予約時の講義システムの自

動立上げのためのシステムを導入し、eラーニング収録教室（PC受講室）と小金

井（L0812）‐府中（本館 25 番教室）間キャンパスの遠隔講義の利便性を向上さ

せた。（年度計画【18-１】を参照） 

【５７】学習面の支援 

・ 授業時間外の自主学習等の学習を支援

する計画を検討し、実施する。 

【５７－３】図書館開館時間の延

長を図る。 

平成 19 年度４月より府中・小金井両図書館ともに、平日は１時間、土曜日は

３時間の開館時間延長を実施した。 

（資料編 28 頁【添付資料４-２】（２）を参照） 

【５８】・ チューター制度等の導入を検

討し、実施する。 

【５８】平成 18 年度に引き続き留

学生のためのチューターに対し研

修を実施する。 

平成 18 年度に引き続き、チューターに対し、チューターの役割・サポート体

制等についてのオリエンテーションを実施するとともに、活動開始後３ヶ月経過

時点で報告書を提出させ、必要に応じて助言・指導を行った。  

なお、平成 19 年度をもって、中期計画を達成した。 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（２） 教育に関する目標 

④ 学生への支援に関する目標 
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【５９－１】理系女性エンパワー

メントプログラムに沿ってキャリ

アパス支援におけるメンター制度

を実施する。 

女性キャリア支援・開発センターにおいて、女子学生対象のメンター制度を実

施した。また、メンター相談窓口やメンターを対象とした講習会等を開催した。 

 

【５９】・ 学生間支援（ピア・サポート）

制度の確立を目指す。 

【５９－２】上記制度を拡大した

ピアサポート制度の実施に向けて

検討を行う。 

上記実施状況を参考とし、新学期に新入生等を対象に上級生が履修及び課外活

動等についての相談を受け、サポートできる体制を整備する方向で検討した。 

【６０】・ 毎週１時間の教員のオフィス

アワ－を設け、学習相談窓口とする。 

【６０】 

（平成 18 年度に実施済みのため、

平成 19 年度は計画なし。） 

  

【６１】健康面の支援 

 ・ 健康管理と健康増進を図るため保健

管理センターの機能を充実し、健康管理体

制の一層の充実を図る。 

【６１】平成 18 年度に引き続き、

健康診断の高受診率を維持すると

ともに、健康管理体制及び健康教

育の充実を図る。 

平成 18 年度に引き続き、健康診断の高受診率を維持した。また、学生に対し

診断結果を早期に周知等するため、健康診断を外部委託し、これを実施した。 

また、eラーニングを利用した健康教育を実施した。（年度計画【29】を参照） 

 

【６２】生活・経済面の支援 

・ 入学料･授業料免除や奨学援助制度を

見直し、独自奨学金制度を検討する。 

【６２】 

（平成 18 年度に実施済みのため、

平成 19 年度は計画なし。） 

博士後期課程学生に対する経済的支援について、支援対象者の大枠の確定とそ

れに伴う財源の確保について検討を行った。 

 

【６３】・ 学内外のアルバイト紹介シス

テムを充実する。 

【６３】アルバイト紹介システム

の利用状況について調査し、利用

率向上のための方策を検討する。

平成 18 年度に引き続き、アルバイト紹介システムの利用状況について調査し、

利用率向上のための方策を検討した。 

 

【６４】・ キャンパス・アメニティの一

層の充実を図る。 

【６４】キャンパスマスタープラ

ンに基づき、キャンパス・アメニ

ティの一層の向上を図る。 

キャンパス・アメニティの充実のため、府中・小金井キャンパスにおけるトイ

レ改修を行った（年度計画【177】を参照）。また、府中キャンパスでは、駐輪場

の整備を行った（年度計画【180】を参照）。 
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【６５－１】平成 18 年度に引き続

き、改修等を行い、福利厚生施設

の改善を検討する。 

生協と連携した福利厚生施設の改善として、生協食堂の改修等を行った。また、

府中キャンパスの福利厚生施設内にある課外活動用会議室の改修を行った。 

【６５】・ 学生の福利厚生施設を改修整

備するとともに、効率的運営体制を確立す

る。 

【６５－２】学寮については、改

修及び建て替えについて、引き続

き WG で検討を行う。 

改修及び建て替えについて WG で検討した結果、長期借入金による整備案を策

定し、役員会に報告した。 

 

【６６】・ 課外活動、ボランティア活動

の活性化を図るための方策を検討し、実施

する。 

【６６】課外活動及びボランティ

ア活動、学生の創作活動の実態を

把握し、活性化するための適切な

支援を行う。 

文部科学省の「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」（学生支

援 GP）の採択を受け、地域に貢献する課外活動及びボランティア活動等のため、

府中・小金井両キャンパスに学生活動支援センターを立ち上げた。府中・小金井

両キャンパスのセンターを運営する組織として支援協議会を発足させ、平成 20

年度の事業企画（活動企画コンテスト）を立案した。 

 

【６７－１】部局の就職支援委員

会との連携を図り、進路就職相談

室の周知徹底、就職ガイドブック

の改訂を行うなど、キャリアサポ

ート体制の充実を図る。 

平成 18 年度に引き続き、部局就職支援委員会との連携を図り、就職支援相談

室の活動についてを周知したほか、平成 19 年度就職ガイドブックを作成し、各

部局にて学部３年次生及び修士１年次生全員へ配布したほか、Web ページに掲載

した。 

 

【６７】就職面の支援 

・ 進路・就職相談、キャリアアップのた

めの支援窓口等を充実して、留学生、社会

人を含む学生の幅広いキャリアサポート

を実施する。 

【６７－２】キャリアアップ教育

を実施する。（再掲） 

年度計画【14-１】のとおり。 

 

【６８】・ 各業種別に企業を集め、企業

説明会を実施する。 

【６８】平成 18 年度に引き続き、

就職支援委員会において、各業種

別企業説明会を企画・実施する。

平成 18 年度に引き続き、OB による各業種別企業説明会を行ったほか、各業種

別企業説明会を実施した。 

 

【６９】・ 就職支援システムを構築し、

平成１９年度から運用を開始する。 

【６９】平成 18 年度に引き続き、

卒業生のデータベース化を行い、

就職支援のための就職情報のデー

タベースの運用を実施する。 

平成 18 年度に引き続き、卒業生のデータベース化及び就職支援のためのシス

テム導入を検討した結果、就職支援のためのシステムについては、平成 19 年度

新規に事業開始されたキャリアパス支援センター事業の就職支援システムとの

連携を検討することとした。卒業生のデータベース化については同窓会との連携

を検討することとした。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（３） 研究に関する目標 

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

中

期

目

標 

○ 目指すべき研究の水準に関する目標 

・ 持続発展可能な社会を実現するために、農学、工学及びその融合領域において 高水準の研究を目指す。 

・ 学術的・社会的に貢献度が高く、質の高い研究を行う。 

○ 成果の社会への還元等に関する目標 

・ 研究で得た成果を人類共通の財産として広く社会に還元する。 

・ 社会の持続的な発展及び人類の知的・文化的・物質的生活の向上に貢献する。 

・ 研究連携を通して大学と社会とがともに利益を得る体制を構築し、知的創造サイクルの形成を目指す。 

・ 研究者の倫理意識を向上する。 

 

中期計画 年度計画 判 断 理 由（年度計画の実施状況等） 

【７０－１】学術研究推進戦略の

策定について検討する。 

共生科学技術研究院が主体となり、学術研究推進の方向性を定め、推進戦略の

策定を進めた。また、中期計画の具体的な推進方策として、産官学連携戦略委員

会のもとに、研究戦略検討 WG を設け、融合研究の企画・検討を行った。競争的

研究資金の獲得のため、平成 20 年度グローバル COE、科学技術振興調整費の申請

を行った。 

 

【７０】○ 目指すべき研究の方向性 

・ 農学、工学及びその融合領域において

持続発展可能な社会を支える科学技術の

進展を目指す。 

【７０－２】平成 18 年度までの取

り組みとその成果を踏まえて、組

織の見直しも含めた、研究体制の

整備･充実について検討し、研究水

準の向上に取り組む。 

平成 18 年度までの取組とその成果を踏まえ、共生科学技術研究院の組織改編

を行い、研究体制の整備に取り組んだ。具体的には、工学系部門では、学術分野

ごとにより評価を効率よく行えるよう再編成した。さらに、部門を越えて、分野

にとらわれない融合領域の研究を推進するために、「拠点」を設置して、必要に

応じて機動的・流動的に教員を配置できる体制とした。この体制については引き

続き、改善に取り組むこととし、個々の部門・拠点においては、平成 19 年度初

めに研究目標を設定し、研究水準の向上に取り組んだ。 

 

【７１】・ 教員の自由な発想に基づく独

創的な研究を推進する。 

【７１】平成 18 年度までの取り組

みとその成果を踏まえて、組織の

見直しも含めた、研究体制の整備･

充実について検討し、研究水準の

向上に取り組む。（再掲） 

 

年度計画【70-２】のとおり。 
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【７２】○ 大学として重点的に取り組む

領域 

・ 持続発展可能な社会を実現するため

に、長期的視野に立脚した課題、萌芽的な

課題に取り組むほかに、社会的要請や公共

性の強い課題、緊急性を要する課題にも機

動的に取り組む。 

【７２】平成 18 年度までの取り組

みとその成果を踏まえて、組織の

見直しも含めた、研究体制の整備･

充実について検討し、研究水準の

向上に取り組む。（再掲） 

 

年度計画【70-２】のとおり。 

 

年度計画【70-２】のとおり。 

 

【７３】・ 農学と工学並びに融合領域を

機軸として俯瞰的な視野から総合的な科

学技術の研究に取り組む。特に、ナノ未来

科学、生存科学、生命農学、環境資源共生

科学、動物生命科学、生命機能科学、先端

生物システム学、物質機能科学、システム

情報科学、論理表現科学の領域に重点的に

取り組む。 

【７３】平成 18 年度までの取り組

みとその成果を踏まえて、組織の

見直しも含めた、研究体制の整備･

充実について検討し、研究水準の

向上に取り組む。（再掲） 

 

 

【７４】○ 成果の社会への還元に関する

具体的方策 

・ 研究成果を広く社会に還元するため

に、印刷物や Web 等を通して平成 18 年度

から研究成果を公表する。 

【７４】教職員活動データベース

としての質の向上を検討し、より

効率的なデータベースの構築を目

指す。データ更新の推進方策につ

いても検討する。 

教員活動評価と連動して教職員活動データベースの入力項目を見直すととも

に、共生科学技術研究院教授会等において教員へデータの修正・更新等を促した。

また、研究者検索の検索方法として、新たに「共同・受託研究分野別検索」を追

加した。 

 今後も、教員活動評価の自己評価報告書作成に伴い、研究データ等を更新する

よう教員に促すこととした。 

【７５】・ 産学連携及び国・地方自治体

等との連携を拡大する。 

【７５】地域連携室が中心となっ

て、国・地方自治体等との連携を

拡大・推進する。 

 

 経済産業省の「大学連携型起業家育成施設整備事業（地域インキュベータ）」

に小金井市・東京都とともに申請し、採択を受けた。これにより、大学発ベンチ

ャー育成支援と地域連携の推進を図る、本格的な新産業創出体制を整備した。 

また、国･自治体等との連携を推進･拡大するため、「地域連携室の活動方針等

の検討を行う WG」を設置し、農業関係の知財戦略に関する連携活動を推進すると

ともに、農学系知財戦略で国際的に先行するカリフォルニア大学デービス校との

連携を強化した。 
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【７６】・ 新産業の創出に貢献するため

に、新技術の創出、権利化、技術移転、起

業支援等を拡大する。 

【７６】リエゾンコーディネータ、

研究コーディネータ、知的財産専

門人材、インキュベーション支援

人材が協同するとともに、農工大

TLO の協力を得て、新技術の創出、

権利化、技術移転、起業支援等を

拡大する。 

本学・科学技術振興機構(JST)・農工大 TLO 共催による新技術説明会（企業関

係者 253 名参加）を開催したほか、JST と共催でイノベーションブリッジ（企業

関係者 125 名参加）を開催し、研究シーズの広報を行った。これらの活動により、

個別相談（17件）を受けるとともに、参加企業に対するフォローアップを行った。

めた、イノベーションジャパンに、４研究室と大学発ベンチャー企業３社が出

展・プレゼンテーションを行い、300 社以上の技術移転候補先と接触する機会を

得た。 

 さらに、インキュベーションマネージャー（IM）が中心となって支援し、３件

の新規起業実現を図るとともに、起業者育成の為の「ビジネスプラン作成講座」

を開催した（参加者 50 名）。また、本講座参加者から選抜した OB メンター（３

名）の支援を得て、ビジネスプランをブラッシュアップする等、起業者の支援強

化を行った。 

【７７】・ 研究成果に立脚して、国・地

方自治体の政策立案に積極的に参画する。

【７７】地域連携室が中心となっ

て、国・地方自治体との連携に関

する全学的マネジメントを推進す

る。 

地域連携室が中心となり、地域インキュベータ WG を設置し、地域インキュベ

ータの運営等について検討を行った。（年度計画【75】【92】を参照） 

また、国との連携として、農林水産省知的財産戦略本部における「農林水産研

究知的財産戦略」の策定に本学の教員が参画した。 

 

【７８】・ 機関及び研究者個人に対して

倫理規定を整備し、徹底する。 

【７８】平成 18 年度に策定した行

動規範を周知徹底し、遵守体制の

整備について検討する。 

平成 18 年度に制定した「研究者行動規範」及び「研究者等の倫理に関するガ

イドライン」を、研究推進上の注意事項等をまとめた冊子に掲載するとともに、

本学の Web ページにも掲載して学内外に公表した。また、共生科学技術研究院教

授会において、上記冊子を配布・説明を行うことにより、研究者行動規範等を周

知徹底し、これを遵守するよう喚起した。（資料編 90 頁【添付資料 10-２】を参

照） 

 

【７９】○ 研究の水準・成果の検証に関

する具体的方策 等 

・ 研究領域に応じて適切で多様な研究評

価尺度を設定し、自己点検評価に用いる。

【７９】拠点・部門におけるこれ

までに講じた改善措置を踏まえ

て、研究領域ごとの評価尺度につ

いて見直しをするとともに、共通

的な評価項目の設定について検討

する。 

共生科学技術研究院の組織の改編に伴い、各部門・拠点において評価項目の見

直しを行い、それに基づいた自己点検評価を行った。 

また、共生科学技術研究院運営委員会において部門・拠点の共通的な評価項目

について検討し、著書・論文等、研究発表、講演会等招へい、外部資金、学会活

動の実績を共通項目として設定した。 
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中

期

目

標 

○ 研究者の配置に関する基本方針 

・ 科学技術の進展に合わせた配置、社会的要請に対応した配置を機動的に行う。 

○ 研究環境の整備に関する基本方針 

・ 研究を安全に効率よく実施できる環境を整備する。 

・ 計画的に研究施設・設備を整備する。 

・ 競争的な環境を醸成し、個人の能力が 大限に発揮されるシステムを構築する。 

・ 優れた若手研究者がその能力を 大限発揮できる環境を整備する。 

○ 研究の質の向上システムに関する基本方針 

・ 研究の水準・成果を検証するためのより良いシステムを構築する。 

・ 一定期間ごとに自己点検評価・外部評価を行い、研究の質を向上する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【８０】○ 適切な研究者等の配置に関す

る具体的方策 

・ 基本的な研究分野に配慮しつつ、新規

分野・重要性を要する課題に対応するため

に研究部門・研究拠点の枠を越えた研究実

施体制を整備し、平成 18 年度から研究部

門・研究拠点の枠を越えた研究を実施す

る。 

【８０】部門･拠点を超えた研究に

ついて、状況に合わせて流動的に

実施するための体制を検討する。

また、萌芽的なプロジェクトの計

画立案に対する支援を行う。 

共生科学技術研究院組織の見直しについては、年度計画【70-２】のとおり。 

また、部門を越えた融合、萌芽的研究課題を公募し、研究経費を配分すること

で、分野にとらわれない萌芽的なプロジェクトの積極的な立ち上げ、推進を支援

した。 

【８１】・ 研究部門・研究拠点間での研

究者の交流を推進し、必要に応じて配置換

えを行う。 

【８１】現行の部門・拠点の枠を

超えた、萌芽的プロジェクト研究

における、新しい枠組みでの研究

者の交流・配置について検討を行

う。 

年度計画【80】のとおり。 

【８２】・ 研究者の採用に際しては、国

内外の大学・研究所等への募集の周知を図

り、国際化、男女共同参画を考慮して、外

国人や女性研究者の採用も十分に検討し、

その選考結果を公表する。 

【８２】新規採用教員の選考結果、

採用理由、応募者の内訳、男女比

率などの公表基準及び方法につい

て、検討結果に基づき結論を得る。

（再掲） 

教員の選考については、平成 20 年度から実施する大学運営費によるテニュア

トラック制度について、その実施概要を取りまとめ、学内合意を得た。 

また、新規採用教員の女性比率は、本学が目標としている 20％以上の水準を平

成 18 年度に引き続き維持した。 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（３） 研究に関する目標 

② 研究実施体制等の整備に関する目標 
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【８３】・ 若手研究者の流動性を高める

ために、必要に応じて任期制の適用を拡大

する。 

【８３】若手研究者の流動性を高

めるための任期制の適用範囲、処

遇等を検討した結論に基づき、さ

らに任期制を拡充するとともに、

制度全体のフォローを行う。 

平成 18 年度の科学技術振興調整費の採択課題「若手人材育成拠点の設置と人

事制度改革」の計画に基づき、テニュアトラック制度の全学的な導入に向け、学

内に設置された検討委員会で検討した。その結果、同委員会が作成した実施に向

けた概要を基に、平成 20 年度から導入することが学内諸会議で確認された（年

度計画【84】を参照）。 

【８４】・ 外部資金等を活用して若手研

究者を雇用し、大学及び研究部の指向する

プロジェクトを推進する。 

【８４】テニュアトラック制度の

導入も含めて、若手研究者の採用

システムを検討する。 

平成 18 年度に共生科学技術研究院に新たに設置された「若手人材育成拠点」

を基軸として、全学的な人材システム改革を推進することとし、若手人材育成拠

点運営委員会内に人事システム改革 WG を設置した。本委員会及び WG において、

大学運営費による若手教員採用へのテニュアトラック制度導入について検討し、

平成 20 年度からの導入が決定した。 

 

【８５】・ 研究支援者の配置については、

支援が効率的に行われるように事務職員

等を配置するほか、各種の人材配置制度を

積極的に活用するとともに弾力的に運用

し、支援を充実する。 

【８５】共生科学技術研究院の研

究プロジェクトに配置した研究コ

ーディネータによる研究マネジメ

ント、リエゾンコーディネータに

よるマッチング活動、知的財産専

門人材による権利化と技術移転活

動、インキュベーション支援人材

による起業支援活動等を行うこと

で、研究支援の充実を図る。 

現時点において研究コーディネータ５名、リエゾンコーディネータ４名(産学

官連携コーディネータ、NEDO フェローを含む）、インキュベーション支援スタッ

フ３名、知財専門人材(弁理士２名、特許技術者５名）、国際化支援スタッフ２名

を配置し、企業ニーズと研究シーズとのマッチング活動、競争的研究資金の獲得

支援、発明の権利化と活用(農工大 TLO と連携）、起業支援活動等を行い、研究支

援を行った。 

 

【８６】○ 研究資金の配分システムに関

する具体的方策 

・ 中長期的研究や基礎的研究に配慮しつ

つ、標準的な研究基盤経費は経常的に配分

し、そのほかは評価に基づいて平成 18 年

度から重点的な経費を配分する。 

【８６】平成 18 年度に引き続き産

官学連携戦略委員会において、適

切な研究資金の配分について検討

する。 

大学戦略経費（学長裁量経費）を、研究の芽を育む体制整備及び融合研究の推

進に資する共生科学技術研究院経費として、①部門を越えた融合、萌芽的研究に

対する支援経費、②国際会議・研究会主催運営の支援経費に配分した。 

 

【８７】・ 大学及び研究部として取り組

むべき課題に対し、研究資金を配分する。

【８７】若手を中心に分野を越え

た融合研究を推進する。 

 

若手研究者の育成を、大学として取り組むべき課題のひとつとして、平成 18

年度に共生科学技術研究院に若手人材育成拠点を設置し、テニュアトラック教員

に研究資金を配分した。また、共生科学技術研究院において、若手を中心とした

部門を越えた融合、萌芽的研究に対する支援経費を配分した。 
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【８８】○ 研究に必要な設備等の活用・

整備に関する具体的方策 

・ 安全かつ効率よく研究を推進していく

ために、各部局等の施設・設備を見直し、

計画的に整備する。 

【８８】平成 17 年度に策定したキ

ャンパスマスタープラン等に基づ

き、各部局において、施設・設備

の整備について検討する。 

 

役員会の下に設備整備に関するマスタープラン検討 WG を設置し、教育研究基

盤の老朽化・陳腐化へ対応するため、自助努力を含めた設備計画（マスタープラ

ン）を作成した。なお、設備整備マスタープランに基づき、平成 19 年度は６設

備について予算配分が行われた。 

また、各部局において、各関係委員会及び関係チームによるキャンパス・アメ

ニティ修繕計画作成の準備を進めた。 

【８９】・ 学内の諸教育研究センター等

の施設・設備の充実を図り、計画的に整備

する。また、これら施設・設備の効率的運

用体制を整備する。 

【８９】学内の諸教育研究センタ

ー等において、施設・設備の整備

について検討する。 

研究部会において、全学的視点から基盤的設備の計画的な管理、研究基盤支援

機能の計画的整備・充実を目指し、遺伝子実験施設及び機器分析センターを統合

し、基盤的な施設設備の計画管理体制の整備を含む学術研究支援総合センターの

設置について検討し、平成 20 年４月に同センターを設置することとした。 

施設設備に関する具体的取組は、年度計画【88】を参照。また、各部局・セン

ター等においても、施設・設備等の充実した整備について検討し、効率的運用体

制の整備を進めた。 

【９０－１】生物資源教育研究セ

ンター(仮称)の設置に向けて検討

を進める。 

生物資源教育研究センター（仮称）の設立に向けて検討を行った結果、平成 20

年度に設置することとした。 

 

【９０】・ 持続可能な社会を実現するた

めに、生物資源教育研究センター(仮称)、

デジタルデザイン開発センター(D３センタ

ー)(仮称)を設置する。 

【９０－２】D３センター構想を取

り入れ発展させたスーパー創造工

学センター(仮称)の設置にともな

い、利用方法や教育プログラムな

どの整備を図る。 

 

平成 19 年４月に「ものづくり創造工学センター」を設置した。本センターに

関わる教育計画として、ものづくりに関する教育プログラムが進行しており、１

年次生に対する講義として「機械システム特別研究１」、３年次生に対する講義

として「機械システム特別研究２」がカリキュラムに組まれた。 

 

【９１】・ 大学や研究部が重点的に取り

組む研究を実施するために、共用スペース

を有効活用するための規則等を整備する。

【９１】共用スペースの使用状況

の調査検討を行い、さらに有効活

用ができるよう整備を検討し、進

める。 

 

共用スペースの使用状況について、各部局において調査を行い、共用スペース

の創出、有効活用について検討を進めた。 

産学官連携・知的財産センターにおいては、平成 18 年度末に既存の府中サテ

ライトを新たに研究スペースとして改修し、「センター使用者注意事項」を整備

した。 
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【９２】・ 「産官学連携・知的財産セン

ター」の小金井キャンパスでの施設の拡充

を図るとともにサテライト施設及び組織

を府中キャンパスに置く。 

【９２】地域インキュベータを新

設し、運営方針・規則等を制定す

る。 

地域インキュベータの招致・建設決定に伴い、中小企業整備機構、東京都、小

金井市、本学の４機関による協議会を実施し、計画を進めた。なお、施設につい

ては、平成 20 年度に完成予定である（延床面積約 1,600 平方メートル、居室数

21 を予定）。 

また、地域インキュベータ WG 及び開設準備室を設置し、運営方針・規則等に

関して検討を開始した。 

（年度計画【75】を参照） 

【９３】○ 知的財産の創出、取得、管理

及び活用に関する具体的方策 

・ 職務発明は、原則として東京農工大学

に帰属することとし、その旨を関係の規則

上に規定する。 

【９３】大学知的財産本部整備事

業終了後を踏まえた適切な知的財

産管理を検討し、実施する。 

職務発明等の取扱いについて、産官学連携・知的財産センター運営委員会の下

に設置した WG において、研究ライセンス及びライフサイエンス分野におけるリ

サーチツール特許のライセンスに関するポリシーを検討し、全学の承認を受け、

実施した。 

 

【９４－１】特許出願、審査請求、

維持のために適切な予算措置を行

うとともに、農工大 TLO との契約

に基づいて業務連携し、大学知的

財産本部整備事業及びスーパー産

官学連携本部整備事業で立てた計

画を達成する。 

平成 19 年度の特許出願等費用として 2,800 万円の予算措置を行い、事業計画

で立てた 100 件の出願目標に対して、発明審査委員会による適切な審査の下に権

利化業務を行った。また、「研究室費用を用いた特許出願制度」（平成 18 年度 全

学承認）を活用した、出願費用の適正化を図り、整備事業で立てた計画を達成し

た。 

 

【９４－２】年俸制を実施して優

秀な人材を適切に処遇し、センタ

ー組織の活性化を図る。 

平成 18 年度に導入した、産官学連携・知的財産センター研究員の評価を前提

とした継続雇用( 大６年間)、年俸制、報奨制度を実施し、優秀な人材による業

務の活性化を図った。   

また、平成 19 年度より、新たに国際支援化スタッフ２名（計２名）、弁理士１

名（計２名）、インキュベーションマネージャー1名（計２名）を同人事制度の下

に配置した。 

【９４】・ 産官学連携・知的財産センタ

ーを中核に、農工大ティー・エル・オー株

式会社を活用し、ベンチャー指向の強いプ

ロジェクト研究や産官学連携による研究

の促進、特許出願・技術移転支援等を積極

的・戦略的に行うとともに、特許出願、審

査請求、維持のために適切な予算措置を講

じる。また、担当職員を外部人材の活用の

他、内部での計画的養成により充実する。

【９４－３】国際的に通用する知

財人材を育成する。 

弁理士２名を配置し、学外の渉外弁護士事務所と連携し、国際的に通用する知

財人材として育成を図った。 

 

【９５】・ 平成 17 年度までに利益相反ポ

リシーの策定、利益相反アドバイザーの起

用、利益相反委員会の設置により、アセス

メント体制を整備充実する。 

【９５】 

（平成 18 年度に実施済みのため、

平成 19 年度は計画なし。） 
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【９６】○ 研究活動の評価及び評価結果

を質の向上につなげるための具体的方策 

・ 平成 17 年度から研究者個人の研究業

績・実績を Web 等で公表する。 

【９６】教職員活動データベース

について、評価へのフィードバッ

クができるように、データの更新

状況を把握し、適宜更新の促進を

促す。 

教職員活動データベースについて、更新状況を担当事務が把握できるようにシ

ステムを修正した。また、学外からのデータベース入力を可能とする方法につい

て検討を開始した。 

教職員活動データベースのデータ更新の促進については、年度計画【74】をの

とおり。 

【９７】・ 平成 17 年度から一定期間ごと

に自己点検評価及び外部評価を実施して、

その評価結果を公表する。 

【９７】平成 18 年度の自己点検・

評価に基づき、改善策を検討する

とともに、評価項目等の見直しを

行う。 

平成 18 年度の共生科学技術研究院の自己点検・評価に基づき、研究院組織の

見直しを行った。（年度計画【70-２】を参照） 

また、評価項目等の見直しについては、年度計画【79】のとおり。 

【９８】・ 自己評価・外部評価の評価結

果に基づいて研究体制を見直し、質を向上

する。 

【９８】平成 18 年度に受審した大

学評価・学位授与機構による研究

活動に関する評価の結果に基づ

き、研究体制の見直しと質の向上

策を検討する。 

共生科学技術研究院における組織の見直しを行い、分野に応じた「部門」と、

分野を越えた研究を流動的に実施することが出来る「拠点」の区分けを明確化し、

流動的・機動的な研究体制を整備した（年度計画【70-２】を参照）。 

また、教育・研究等の分野について教員個人評価を実施し、研究の質の向上を

促進させる方策とした。 

【９９】○ 全国共同研究、学内共同研究

等に関する具体的方策 

・ 大学の枠を越えた全国共同研究、研究

部門の枠を越えたプロジェクト形式の学

内共同研究を奨励する。 

【９９】平成 18 年度に引き続き、

学内外の共同研究を奨励する方策

を推進する。特に、学内の萌芽的

プロジェクトの計画立案に対して

は、奨励の方策として経費支援を

行う。(再掲) 

年度計画【86】のとおり。 

 

【１００】○ 学部・研究科・附置研究所

等の研究実施体制等に関する特記事項

等 

・ 研究実施体制の整備を目指して、学内

外の関連する研究組織との連携を強化し、

さらに統廃合についても検討を進める。 

【１００】平成 18 年度に引き続

き、各部局等において、学内外の

研究組織との連携強化等について

検討する。 

 

教育研究組織改革 WG において、連合農学研究科及び連合獣医学研究科の再編

統合の動きを調査し、本学の対応のあり方について検討を進めた。また、平成 19

年度文部科学省の「科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業」の採択を

受け、キャリアパス支援センターを設置した。同センターにおいて、連合農学研

究科を中軸とした学生のキャリアパス支援プログラムの推進による大学間及び

産学官の連携を推進した。 

工学府においては、独立行政法人交通安全環境研究所との教育研究協力に関す

る協定を平成 19 年 10 月１日付けで締結し、教育研究の充実、研究交流の促進及

び科学技術の発展に寄与することとした。 
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中

期

目

標 

（社会との連携） 

○ 地域社会との連携・協力、社会サービス等を推進するための基本方針 

・ 国際的、全国的視野から地域社会をとらえて、自治体、NGO、NPO 等と連携協力しつつ、本学の知的・人的資源及び土地、施設を活用し、地域社会が必要

とする社会人教育、青少年教育、政策立案、技術課題解決、防災災害対応等に貢献する。 

○ 産官学連携を推進するための基本方針 

・ 自由な発想に基づく創造的研究及び社会的要請に基づく研究の必要性に留意して産官学連携を主体的に実施し、双方がともに利益の得られる研究を推進

する。 

・ 社会的要請・公共性の強い研究を推進し、諸課題の解決に貢献する新技術を開発する。 

・ 新たな分野、融合分野や多様な形態での連携に積極的に取り組む。 

・ 大学と企業の組織同士の明確な契約による連携を基本とし、知的財産を適切に保護、活用する。 

・ 大学と社会の利益相反を適切に調整する。 

○ 地域の公私立大学等との連携・支援を推進するための基本方針 

・ 近隣の公私立大学等との連携・協力による地域貢献の強化を追求するとともに、教育研究面における相互補完についてもその可能性を追求する。 

（国際交流等） 

○ 国際交流に関する基本方針 

・ 教育・研究活動を通して本学が健全な科学技術の発展を通して世界平和の維持と人類福祉の向上に貢献することを基本に国際交流・協力を推進する。 

・ 優秀な留学生を受入れ、世界及び出身国の科学技術の発展及び平和と福祉に貢献できるような人材養成を行う。また、本学在籍学生が海外の大学・研究

機関で知的創造活動に参画できるように、学内体制の充実を図る。 

・ 教育研究活動を通して世界の人材育成及び知的創造活動に貢献することを奨励し、かつその活動を円滑かつ効率的に推進できるような学内支援体制を整

備・構築する。 

・ 姉妹校ネットワークを生かし、アジア等発展途上国の国際人材育成の拠点とするための基礎を構築する。 

 

中期計画 年度計画 判 断 理 由（年度計画の実施状況等） 

【１０１】（社会との連携） 

○ 地域社会等との連携・協力、社会サー

ビス等に係る具体的方策 

・ 実施担当者及び担当組織の企画意図・

創意を生かすことができる全学的体制を

整備する。 

【１０１】地域社会等との連携・

協力、社会サービス等について、

実施担当者の意見等を定例的に把

握し機動的な体制作りを推進す

る。 

機動的な体制作りのために、実施担当者（ネットワーク多摩，調布市文化コミ

ュニティー振興財団，三鷹ネットワーク大学）と本学担当者が定期的に連絡を取

り、意見交換を行った。また、現在の実施体制を整理し、次年度の体制について

検討を行った。 

 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（４） その他の目標 

① 社会との連携、国際交流等に関する目標 
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【１０２】・ 実施実務支援体制を整備す

る。 

【１０２】キャンパスツアー、連

携事業等の実務支援体制を一層整

備する。 

実務支援体制を強化するため、キャンパスツアーのリーダーガイド制度（学生

ガイド経験者をリーダーガイドとして採用し、ツアーの質を維持するとともに、

新規ガイドへの教育指導を行う取組）を導入するとともに、連携事業における実

務担当者の連絡調整体制を整備した。 

 

【１０３】・ 取り組みについての自己点

検評価改善体制を整備する。 

【１０３】学生募集改革委員会で

経年的なアンケート分析・調査・

比較等を行い、学部説明会、キャ

ンパスツアー等の入試広報の改善

を推進する。公開講座等各事業の

実施結果を分析・調査し、体制等

の改善を図る。 

学生募集改革委員会において入試広報に係るイベントの経年比較を行った。そ

の結果、参加者の増加につながった学部説明会申込みの Web 受付の活用、農・工

それぞれの学部説明会の特徴や利点を互いに生かした説明会の実施を推進する

こととした。また、公開講座の実施体制については、学内実施担当者の要望を反

映して講習料の銀行振り込みを導入し、参加者の利便性を高めることとした。 

なお、キャンパスツアーの改善については、年度計画【102】のとおり。 

【１０４】・ 近隣自治体等とのネットワ

ークを整備充実するなど地域連携体制（ネ

ットワーク）を整備充実する。 

【１０４】「東京農工大学と地域を

結ぶネットワーク」を中心とする

自治体との連携を強化する。 

年度計画【101】のとおり。 

 

【１０５】・ 小中学生向け・高校生向け

教育サービスの提供、社会人向け専門技術

教育（スキルアップ教育）サービスの提供、

一般市民向け教養教育サービスの提供、政

策立案への寄与、環境保全・産業振興等に

関わる技術課題解決への寄与、研究連携課

題の調査と連携実施、防災協力等、多様な

連携事業を中期計画期間中に６０件以上

実施する。 

【１０５】一般市民、小中高校生、

受験生等を対象とする事業及び連

携事業を一層充実する。 

一般市民、小中高校生、専門職業人等を対象とした公開講座（16 件）、農工大

と地域を結ぶネットワークの各事業（22 件）を実施した。 

平成 19 年度より新たに開催した「子供の身近な動物教室」では、定員を上回

る応募があり、その他にも「子供たちと動物ふれあい授業」、「子供インターネッ

ト教室」等を開催し、平成 19 年度は 1,100 名（平成 18 年度 1,000 名）の受講が

あった。  

 

【１０６】○ 産官学連携の推進に関する

具体的方策 

・ 学主導型の研究プロジェクトを推進す

る。 

【１０６】平成 18 年度に引き続

き、産官学連携において、学外の

研究機関に、学主導型の研究プロ

ジェクトを提案し、産官学が相互

に有益な研究を推進する。 

平成 19 年度より、企業等との包括協定の一環として、より具体的なスキーム

による「研究連携イノベーションラボラトリー」を設置することとした。寄附講

座や連携大学院だけでなく、共同研究や受託研究等も複合的に受入れ、フレキシ

ビリティーを確保したラボラトリーとして設置するものであり、大型の外部資金

を効率よく活用し、産学相互にメリットのある研究推進体制を構築した。平成 19

年度は２件のイノベーションラボラトリーが設置された。 

また、科学技術振興機構の「産学共同シーズイノベーション化事業」における

「育成ステージ」に１課題採択を受けた。 
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【１０７】・ 公募型競争的資金への積極

的な応募を奨励する。 

【１０７】公募内容に適合する教

員に対して、各種競争的研究資金

情報を適宜連絡する体制・システ

ムのさらなる充実を図り、申請の

支援を行う。 

テニュアトラック教員リスト、45 歳以下教員リストを作成し、各コーディネー

タが担当する教員を決め、若手教員の公募型競争的研究資金への申請を個別に奨

励する体制をとった。 

また、競争的研究資金獲得者への奨励金制度を導入した。 

【１０８】・ 総合的学際的な共同研究や

複数企業・国・自治体との研究連携等に積

極的に取り組む。 

【１０８】地域連携室が中心とな

り、研究コーディネータ、リエゾ

ンコーディネータ等の活動を通し

て、総合的･学際的な共同研究や複

数企業・国・地方自治体との研究

連携等を推進する。 

 

地域連携室が中心となり、研究コーディネータ、リエゾンコーディネータ等の

活動を通して、以下の取組を実施した。 

・農学系の教員、島根県、民間企業の３者にて、島根県の農産物を利用した機能

性食品開発に関する連携研究を推進した (6,000 万円)。 

・太陽電池研究の教員と民間企業２社が連携し、環境分野の全体システムの研究

を推進した (300 万円)。 

・発光ダイオードの分野において、ナノ未来科学研究拠点の教員とダイオード製

造会社、実験設備製造会社による３者連携契約を締結し、研究開発を推進した

(1,100 万円)。 

【１０９－１】共生科学技術研究

院と連携し、産官学連携戦略本部

の計画達成のための組織・運営体

制の充実を図る。 

産官学連携・知的財産センターにおいて、グローバル産学官連携活動を推進し、

外部資金の拡大によるイノベーションの創出と新産業の創出を推進するために、

共生科学技術研究院との連携、企業との組織連携、イノベーションラボの設置、

外国企業との連携等競争的研究資金の獲得体制の充実を図った。 

 

【１０９】・ 「産官学連携・知的財産セ

ンター」の組織体制及び運営体制を充実す

る。 

【１０９－２】国際的な産官学連

携の推進体制の整備を図る。 

文部科学省の「国際的な産学官連携の推進体制整備」事業に申請し、12 大学の

一つとして採択を受けた。本事業を受けて、国際的な産学官連携の推進体制の整

備を図るため、国際リエゾン室を新たに設置し、国際支援化スタッフ２名を配置

するとともに、知的財産部を改組して国際知的財産部を設置し、国際知財人材(弁

理士)を２名配した。海外企業との共同研究については、４件を契約した。また、

海外リエゾン拠点の拡大（北京・上海・バンコクには事務所を設置、ブライトン

大学とは契約締結、チェコ工科大学、カリフォルニア大学デービス校、NY 州立大

学バッファロー校とは契約準備中）、事務職員のブライトン大学への研修派遣（年

度計画【152-１】を参照）を行うとともに、国際知財人材の育成をとおして推進

体制の充実を図った。 
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【１０９－３】大学知的財産本部

整備事業終了に向けた体制の構築

を図る。 

大学知的財産本部整備事業終了に向けた体制の構築を図るため、産官学連携・

知的財産センター運営委員会において、「産官学連携・知的財産センターの平成

20 年度以降の運営経費の検討について」の議論を行い、本学におけるセンターの

位置づけを踏まえて、センターの将来組織について検討した。その結果、①共同

研究・受託研究の管理費２割をセンターへ配分すること、②センターの部屋使用

料の課金を統一し、平成 20 年度に 20％増額し、その後も段階的に値上げをする

こと、③平成 20 年度の大学運営費について、センター配分を 1,000 万円増額す

ることが学内決定した。 

また、文部科学省の次期産学官連携戦略展開事業を見据えて、平成 20 年度以

降の体制整備の基本方策を策定した。 

【１１０】・ 農工大ティー・エル・オー

株式会社の協力を得て学内研究シーズの

広報に努め、共同研究、技術移転、大学発

ベンチャー創出・育成等を推進する。 

【１１０】学内研究シーズ集の更

新を行い、農工大 TLO の協力を得

て、田町リエゾンセンターの活用、

外部連携機関(銀行等)のネットワ

ーク等の活用等により、本学研究

シーズの広報に努め、共同研究、

技術移転、ベンチャー創出・育成

を推進する。 

研究シーズ 100 件以上を掲載した CD-ROM を作成するとともに Web に掲載し、

学外に発信した。科学技術振興機構(JST)、農工大 TLO と連携し、連携金融機関

の後援の下に、田町リエゾンセンターにおいて、５月に新技術説明会を開催する

とともに(253 名参加)、８月にイノベーションブリッジ研究発表会を開催し(125

名参加)、多数の企業関係者に対して本学研究シーズの広報活動を行った。また、

参加企業関係者のフォローアップを行い、共同研究、技術移転、ベンチャー創出・

育成を図った。 

 

【１１１】・ 平成 18 年度までに利益相反

のアセスメント体制を整備充実する。 

【１１１】 

（平成 18 年度に実施済みのため、

平成 19 年度は計画なし。） 

  

   

【１１２】○ 地域の公私立大学等との連

携・支援に関する具体的方策 

・ 「学術・文化・産業ネットワーク多摩」

を基盤とした多摩地区公私立大学等との

連携活動へ積極的に参加し、中期計画期間

中、連携活動に６件以上協力する。 

【１１２】「学術・文化・産業ネッ

トワーク多摩」及び「三鷹ネット

ワーク大学」を基盤とした、多摩

地区公私立大学等との連携活動及

び連携事業に積極的に参加する。

多摩地区国交私立大学との連携活動を推進するため、「学術・文化・産業ネッ

トワーク多摩」等の連携事業（ネットワーク多摩加盟大学による単位互換協定

への参加、多摩地域理事長学長会議における情報交換等）に参加した。 

 

【１１３】・ 連携大学院制度等を活用し

た教育研究者の交流と協力を拡充する。 

【１１３】「学術・文化・産業ネッ

トワーク多摩」及び「三鷹ネット

ワーク大学」を基盤とした、多摩

地区公私立大学等との連携活動及

び連携事業に積極的に参加する。

（再掲） 

年度計画【112】のとおり。 
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【１１４】（国際交流等） 

○ 留学生交流その他諸外国の大学等と

の教育研究上の交流に関する具体的方策 

・ 「国際交流推進センター（仮称）」を

設け、留学・派遣に関する情報提供や学生

に対する語学教育等及び学術交流の支援

業務を強化する。 

【１１４】114（仮称）を設置し、

国際産学連携をはじめとする国際

交流事業の拡充を図る。 

           

国際交流における取組として、国際戦略企画、国際交流に関する情報収集・発

信、学術・研究における国際活動の支援、国際産官学連携事業の推進、日本語教

育の学内外への提供等において、中核となる組織の検討を行った。その結果、平

成 19 年 11 月１日付けで「国際センター」を設置した。 

その発足記念行事として、海外留学を志す若しくは興味のある学生を対象とし

て海外派遣留学を理解・促進することを目的としたセミナーを開催したほか、国

際センターの今後の課題を展望し、国際社会に活躍・貢献できる人材育成や国際

交流事業の拡充を図ることを目的としたシンポジウムを開催した。さらに、今後

の国際交流事業の拡充に向け、具体策を検討した。 

 

【１１５－１】国際センター（仮

称）を中心として、英文ホームペ

ージの改善を実施する。 

従来の英文 Web ページを検証し、改善点の洗い出しを行った。それを踏まえて、

国際センター設置を契機に、新たな英文 Web ページを立ち上げた。 

【１１５】・ 英語による Web コンテンツ

の充実、海外での留学フェアへの参加や姉

妹校等との積極的交流を通して海外への

広報活動を強化する。 

【１１５－２】国際センター（仮

称）を中心として、平成 18 年度に

引き続き、国内外の本学への留学

希望者に対する情報発信を積極的

に行う。 

６月に東京国際交流会館で開催された「第４回留学生のための大学院進学説明

会」に参加した。本学に興味を持つ留学生（40 名）に対し、本学大学院の説明を

行い、「2008 年度大学案内」及び希望する学府・研究科の学生募集要項等の資料

を配付した。 

また、７月に池袋サンシャインシティ文化会館で開催された「平成 19 年度外

国人学生のための進学説明会」に参加した。本学に興味を持つ留学生（62 名）に

対し、本学の説明を行い、「2008 年度大学案内」他資料を配布した。 

 

【１１６－１】国際センター（仮

称）を中心として、平成 18 年度に

引き続き、学生の協力を得て、留

学生に対する修学上の相談等に対

応する。 

４月にチューターオリエンテーションを行い、役割、過去に起こった問題とそ

の対応、サポート体制等について説明した。 

チューターの活動開始後は、留学生への対応、サポートの内容等についての質

問に対し、個別に対応を行った。また、活動が３ヶ月経過した時点（６月末）で、

チューター全員に留学生センター（※）宛ての報告書の提出を義務付け、その内

容を確認のうえ、必要に応じて助言を行った。 

（※ 11 月より「国際センター」設置に伴い廃止。） 

【１１６】・ 留学生に対する生活支援体

制並びに財政支援体制を拡充する。 

【１１６－２】国際センター（仮

称）を中心として留学生受入の支

援を行う。 

留学生受入のための情報提供（学生生活、在留資格、国際交流会館情報等）に

ついて、英文併記の Web ページを新設した。 

また、短期留学プログラム学生のコーディネートは実施済みであるため、それ

以外の留学生受入支援のためのコーディネートについて、その組織・実施体制の

構築を検討することとした。 
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【１１６－３】平成 18 年度に引き

続き、大学院留学生を対象とした、

学生生活支援に係るオリエンテー

ションを実施する。 

平成 18 年度に引き続き、４月と 10 月の入学時期に合わせて、大学院留学生を

対象とした、学生生活支援及び地域社会参画プログラム等に係るオリエンテーシ

ョンを開催し、特に渡日間もない学生への日常生活で必要とされる情報提供を行

った。 

 

【１１７－１】国際センター（仮

称）を中心として、平成 18 年度に

引き続き、日本人学生の海外派遣

に必要な英語能力についての説明

会を開く。 

府中・小金井両キャンパスにおいて、ニューヨーク州立バッファロー校への短

期語学研修説明会を開催し、２名が参加した。また、学部学生及び大学院生を対

象に、平成 20 年度短期留学推進制度(派遣）ガイダンスを開催し、４名が参加し

た。これらを通じて海外留学に必要な英語能力の説明を行った。 

 

【１１７】・ 海外派遣を希望する学生の

英語能力向上のため、短期語学研修プログ

ラムの開講や自習できる環境の整備を図

る。 

 

【１１７－２】国際コミュニケー

ション演習を全学的に実施し、海

外派遣に必要な英語能力の向上を

図る。 

学生便覧に短期留学プログラム科目の一覧表を掲載するとともに、国際センタ

ーのWebページ上に開講案内等を掲載することとした (同科目については年度計

画【118】を参照)。 

また、国際コミュニケーション演習を農・工両学部で実施した。 

以上のことから、平成 19 年度をもって、中期計画を達成した。 

【１１８】・ 短期留学プログラム等の英

語による教育プログラムを拡充し、日本人

学生の英語能力の向上とともに、学内にお

ける学生間の国際交流の拡大を図る。 

【１１８】短期留学プログラム科

目を、国際科目として大学院を含

め全学的に適用し、卒業・修了単

位に算入できるよう推進する。 

短期留学プログラム科目中 ４科目を、工学部の各学科共通専門科目の国際科

目として、平成 18 年度新入生カリキュラムから適用した（ただし、３年次以上

の配当科目として設定されているので、開講は平成 20 年度以降）。なお、短期留

学プログラム科目は、全て他学部開講科目として、全学生が受講可能である。 

以上のことから、平成 19 年度をもって、中期計画を達成した。 

【１１９】・ 日仏共同博士課程制度等の

多国間教育協力を積極的に推進する。 

【１１９】日仏共同博士課程を推

進し、学生をフランスに派遣する。

平成 19 年度は、２名の学生をフランスに派遣した。また平成 20 年度派遣学生

について、11 月から２ヶ月間募集を行った。 
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【１２０】・ JICA 等国際関係機関の事業

による留学生の受入れを積極的に推進す

る。 

【１２０】JICE の留学生支援無償

資金協力事業による留学生受入を

積極的に推進する。 

財団法人日本国際協力センター（JICE）の留学生支援無償事業（JDS）により、

農学府において受入れてきた留学生９名が９月で修了し、10 月より新たに８名の

留学生を受入れた。また、専門家派遣として、海外の大学へ日本語教師を派遣し、

留学生に日本語の事前教育を行うことについて検討した。 

 

【１２１】○ 教育研究活動に関連した国

際貢献に関する具体的方策 

・ 全学の国際交流を推進するために、関

連する事務組織は国際交流推進センター

のもとで一元化を図る。 

【１２１】国際センター（仮称）

を設置し、国際産学連携をはじめ

とする国際交流事業の拡充を図

る。(再掲) 

年度計画【114】のとおり。 

なお、平成 19 年度をもって、中期計画を達成した。 

【１２２－１】国際センター（仮

称）において、引き続き東南アジ

ア地域における復興支援教育プロ

グラムの策定について検討を行

う。 

本学のこれまでのアジア地域との交流実績を踏まえて、中国やタイに設置する

海外拠点を活用し、アジア地域の学生を T 字型ドクター（横軸「専門能力」、縦

軸「幅広い素養・知識」）として育成することを目的とする「留学生拡大再生産

プログラム」について、経済産業省のアジア人財資金構想「平成 20 年度高度専

門留学生育成事業」及び文部科学省の「平成 20 年度特別教育研究経費」に申請

した。その結果、経済産業省のアジア人財資金構想「平成 20 年度高度専門留学

生育成事業」が採択され、平成 20 年度より実施することとなった。 

 

【１２２】・ 国際的な学生交流を一層活

発化させるために国際教育プログラムを

編成する。 

【１２２－２】国際センター（仮

称）を設置し、単位認定による姉

妹校への留学を促進する。 

国際センターとして、国際戦略 WG を通じて、将来的に各学府の日本人学生が

海外で取得する単位について、本学の卒業（修了）要件科目に振替え可能となる

よう各学府等へ協力を要請した。 

 

【１２３】・ 姉妹校の拡充整備により、

主要地区特にアジア地域における教育研

究活動の拠点形成を行う。 

【１２３－１】カブール大学復興

支援を継続する。 

平成 19 年度においても、国費留学生 ３名、短期招へい研究者 ３名を受入れ

た。８月には東京地区の大学を中心とした８大学のほか、文科省関係者を交え、

「東京地区アフガニスタン大学情報交換会」を本学が主催した。アフガニスタン

復興支援についての意見交換、他大学の活動状況に関する情報収集を行ったほ

か、今後の活動について展望した。また、同情報交換会において、大学間ネット

ワークを構築することが合意され、本学がその事務局を担うこととなった。 

さらに、文部科学省の「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業の委

託により、国内関係大学と協力して、３月にシンポジウム「日本の大学によるア

フガニスタン高等教育復興支援」を開催した。同シンポジウムを通じて、アフガ

ニスタン復興支援の課題を検証し、今後の支援のあり方を展望するとともに、国

内の高等教育関係者や一般市民に対して、情報を提供した。 
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【１２３－２】インドシナ地域に

おける教育研究活動を体系的に実

施するための検討を行う。 

平成 18 年度に全学の国際交流委員会の下に設置した「ASEAN 諸国との協力推進

WG」を開催し（７･８月）、ASEAN 諸国との交流を体系的に行うため、学内の ASEAN

諸国との研究交流実績のリソース調査を開始した。また、当該地域での教育研究

活動を推進することを目的に、競争的資金への公募に向けた具体的検討を行い、

科学技術振興調整費「戦略的環境リーダー育成拠点事業」及び「国際共同研究の

推進」に申請した。 

 

【１２３－３】交流実績のある姉

妹校を中心とした教育研究拠点形

成に向けて検討を行う。 

 平成 18 年度の交流実績を調査し、姉妹校との交流状況の把握を行った。 

 また、姉妹校を中心に、各大学との教育拠点形成に向けた取組を次のとおり行

った。 

１）学長及び広報・国際担当副学長が、姉妹校の学長や訪問団等と学術交流等の

促進について会談を行った。 

（ニューヨーク州立大学バッファロー校学長、タイ国王基金同基金河川浄化プ

ロジェクトチーム訪問団、カセサート大学訪問団、南京林業大学校務委員会

主席） 

２）大学間・部局間協定の締結 

 大学間：タイ・泰日工業大学、中国・雲南民族大学、ブルガリア・トラキア大

学、南アフリカ共和国・農学研究協議会 

 部局間：工学府と中国・ハルビン工業大学、工学府及び技術経営研究科と上海

交通大学機械工学院 

３）中国清華大学、北京林業大学との大学間学交流協定締結に向けた協議 

４）中国農業大学との大学院レベルでの新たな交流形態についての協議 

さらに、リエゾン・オフィス設置については、国際センターと産官学連携・知

的財産センターとの連携により取組んでおり、北京に本学事務所を設置したほ

か、姉妹校３校（ニューヨーク州立大学バッファロー校、カリフォルニア大学デ

ービス校、チェコ工科大学）と国際産学連携協定締結及びリエゾン・オフィス設

置に向けた協議を開始した。既存の拠点については、活動促進に向けた取組を継

続して実施し、特にブライトン大学内のリエゾン・オフィスには事務職員を派遣

した。 

【１２４】・ 研究交流として外国人研究

者の受入れ、国際会議等の主催、研究発表

等を拡大する。 

【１２４】大学独自の制度により

研究者招へい及び教員派遣を実施

する。 

平成 18 年度に引き続き、財団法人東京農工大学教育研究振興財団の寄附金に

より、姉妹校等との交流に係る旅費助成を実施し、公募した。その結果、８件の

応募があり、うち、招へい２件、派遣１件の計３件を採択した。 
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【１２５】・ JICA 等国際関係機関の事業

による研究者の受入れ及び教員の派遣を

拡大する。 

【１２５】JSPS、JICA 等の国際交

流事業により、研究者の受入れ及

び教員の派遣を行う。 

JSPS、JICA 等による各種国際交流公募事業を学内に広く周知し、申請書作成へ

のサポートを行うことにより、申請の推進を図った。また、積極的な受入・派遣

に向けた準備活動を継続的に行った。その中で、JSPS の「若手研究者インターナ

ショナル･トレーニング･プログラム（ITP）」事業への申請が採択され、これを受

けて、ポストドクター・大学院生の海外派遣を行った。 

【１２６】・ 留学生・研究者と地域社会

との学術・文化における国際交流を一層強

化する。 

【１２６】留学生・外国人研究者

と教職員や地域社会との交流を積

極的に実施する。 

５月に留学生センターにおいて、学部留学生と教職員との交流会を実施した。 

また、11 月に、府中市、小金井市及び武蔵野市の国際交流担当者や民間の国際交

流団体関係者、民間奨学金財団等関係者を招き、外国人留学生及び外国人研究者

を交えた国際交流懇談会を実施した。 

 

【１２７】・ 留学生及び研究者の受入れ

のための宿泊施設、さらに日本人学生や教

職員との交流スペースを兼備した国際交

流会館等の施設の拡充整備を行う。 

【１２７】国際交流会館の入居者

のため施設の整備・充実を検討す

る。 

予算措置を行い、国際交流会館の老朽化した給湯設備を更新した。   

 

【１２８】・ 国際共同研究を支援するた

めに教育研究スペースを確保する。 

【１２８】国際共同研究スペース

に利用可能な場を検討する。 

イギリス・ブライトン大学との間で、双方の大学内にリエゾン・オフィスを設

置し、共同研究をはじめとする相互の交流推進のための場とした。 
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中

期

目

標 

○ 大学附属博物館を設置し、教育面における社会サービスと本学における教育研究の質を向上する。 

 

中期計画 年度計画 判 断 理 由（年度計画の実施状況等） 

【１２９】○ 東京農工大学工学部附属

「繊維博物館」の拡充計画と農学部が進め

ている畜力農機具コレクション展示活動

及び「近代農学フィールド博物館（仮称）」

構想を統合し、学外機関との連携も視野に

入れつつ、大学附属博物館を設置する。 

【１２９】博物館設置準備委員会

の下に、WG 等を設置し具体的課題

について検討する。 

大学附属博物館設置委員会及び設置委員会 WG を中心に大学附属博物館の運営

体制や事業内容、関係規則の整備について検討を行った。その結果、平成 20 年

４月より、新たに「東京農工大学科学博物館」が設置されることとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

（４）その他の目標 

② 産業資料の収集・保管・調査研究・展示による社会サービスの拡充と

本学における教育研究活動の質の向上に関する目標 

113

東京農工大学

113



 

 

 

 

教育研究等の質の向上の状況 

 

１．教育方法等の改善 

 

○ 一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況 

■  平成 18 年度に引き続き、「教育改善支援プログラム」（学内 GP）で、教育

効果の高い活動や新たな教育活動プロジェクトを採択した。その成果は、学

内 GP 報告会において学内への啓蒙を図った。（年度計画【52】を参照） 

 

■  教養教育協議会において、平成 22 年度のカリキュラム改革に向け、教養教

育・基礎教育の実施体制、基礎教育カリキュラム、教養教育カリキュラムの

基本方針を作成した。（年度計画【９-２】参照） 

 

■  平成 18 年度に実施した専門基礎教育に係る研究会「化学プロジェクト」の

成果に基づいて、農学部において教養科目の化学を前期と後期において開講

した。（年度計画【13】を参照） 

 

■ 推薦入学生（工学部）に対する入学事前学習支援プログラムを実施した（年

度計画【11-１】を参照）。また、大学教育センターにおいて、入学後導入教

育の一環として、英語の eラーニング教材の配信とそのためのセミナーを開

催した(年度計画【57-１】を参照)。 

 

○ 学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況 

■  大学院連合農学研究科において、３専攻を５専攻に改組し、単位制を導入

した。（年度計画【４-1】を参照） 

 

■  TA セミナーを府中・小金井両キャンパスにおいて実施した。平成 19 年度

より新たに「安全教育」の時間を設け、環境安全・衛生管理チームの専門職

員による、事件・実習における危険事例の紹介、ケーススタディ等を実施し

た。（年度計画【８-２】を参照） 

 

■  大学教育センターの FD 部門において、センターニュース速報、ティーチン

グスキルに関するセミナー等を通じて学生参加型授業の普及に努めた（年度

計画【28-１】を参照）。 

また、同センター教育プログラム部門において、本学にふさわしい体験型

教育の形態について検討し、その内容を取り入れたプログラム（「興味と経

験から学びを深化する基礎教育(４つの段階を踏む教育モデル-SEED)」）が、

文部科学省の特色ある大学教育支援プログラムに採択された。（年度計画【28

－３】を参照） 

 

■  文部科学省の大学院教育改革支援プログラムに、本学の「科学立国人材育

成プログラム」、「ラボ・ボーダレス大学院教育の構築と展開」、「体系的博士

農学教育の構築」の３件のプログラムが採択され、大学院教育の改革を推進

した。（年度計画【１-１】を参照） 

 

■  学習管理システム（moodle）と学務情報システム（SPICA）とのデータ連携

システムの構築や、eラーニング収録室・キャンパス間の遠隔講義の利便性

を向上するためのシステム（講義予約及び予約時の自動立上げシステム）の

導入を行った。平成 19 年度に配信した e ラーニング授業科目は、前年度よ

り３科目増の 17 科目（うち、大学院科目：12 科目、学部･留学生向け電子

教材：３科目、入学前･後導入教育：各１科目）であった。新規に e ラーニ

ング科目を作成した場合には、作成経費を支援した。（年度計画【18-１～２】

を参照） 

  また、学習管理システム等の ICT を活用するための連続セミナーを大学教

育センターFD 部門と総合情報メディアセンターの共催で企画・実施し、講

義での ICT 活用を支援した。（年度計画【29】を参照） 

 

■  工科系大学教育連携協議会を構成する工科系 12 大学により、単位互換科目

として 20 科目が e ラーニングにより提供された。本学からは、そのうち３

科目を提供した。（年度計画【18-３】参照） 

 

■ 文部科学省の「平成 20 年度『大学教育の国際化加速プログラム（海外先

進教育研究実践支援）』」に、専門職大学院技術経営研究科（MOT）の「MORE 

SENSE 教育支援プログラム MOT 教育の国際連携強化事業」が採択された。 
 

○ 学部学生や大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状況 

■  学部及び大学院において、シラバスの成績評価基準明示の徹底化を図ると

ともに、成績確認制度について履修案内に記載した。なお、シラバスについ

ては、学術情報システム（SPICA）において検索が可能となった。（年度計画

【31】【41】参照） 

 

○ 各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的な取組状況 

■  獣医学教育の充実のため、民間金融機関からの長期借入金による家畜病院

の増改修工事を開始した（平成 20 年７月竣工予定）。また、新たに獣医学科

の教員を３名採用し、１名を選考（平成 20 年４月より採用予定）した。（年

度計画【５】を参照） 

Ⅱ教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項
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■ 「国私連携による 先端健康科学分野の共同大学院の創設」及び「全国連合

農学研究科遠隔講義システムの構築」が、平成 20 年度政府予算として認め

られ、具体的な検討を開始した。（年度計画【３】を参照） 

 

■  農学部（環境資源科学科）において、平成 22 年度から AO 入試を導入する

こととした。（年度計画【23-１】を参照） 

 

○ 他大学等での教育内容、教育方法等の取組の情報収集及び学内での情報提

供の状況 

■ 独立行政法人大学評価・学位授与機構が運用する「大学評価情報ポータル

サイト」に本学の情報を提供するとともに、本サイトの URL を本学 Web ペー

ジに掲載し、他大学等に本学の教育等の取組の情報を提供した。（本実績報

告書 49 頁：特記事項「教育研究に関わる情報の公開」を参照） 

 

 

２．学生支援の充実 

 

○ 学生に対する学習・履修・生活指導の充実や学生支援体制の改善のための

組織的取組状況 

■  女性キャリア支援・開発センターにおいて、女子学生を対象にメンター制

度を実施した。これに伴い、学生が気軽に相談できる窓口（メンター相談窓

口）を府中・小金井両キャンパスに設けたほか、メンターを対象とした保健

管理センター教員による講習会等を行った。（年度計画【59-１】を参照） 

 

○ キャリア支援、就職支援のための組織的取組状況 

■  文部科学省の 科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業に、本学の

プログラム（「東京農工大学キャリアパス支援センター事業」）が採択された。

これに伴い、キャリアパス支援センターを立上げ、大学院博士後期課程に在

籍する学生及びポストドクター（PD）を対象にキャリアパス支援等を行った。

（年度計画【100】を参照） 

 

○ 課外活動の支援等、学生の厚生補導のための組織的取組状況 

■  文部科学省の新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラムに本学の

プログラム（「新しい地球人養成プログラム（循環型社会を支える主体的学

生活動の育成）」）が採択された。これに伴い、専任のコーディネータと事務

職員が常駐する「学生活動支援センター」を設置し、地域貢献を担う学生活

動と社会との連携に迅速に対応するとともに学生活動の活性化を様々な面

から支援した。（年度計画【66】を参照） 

 

■  役員会の下に学生寮整備検討 WG を設置し、学生寮の改修及び建て替えにつ

いて検討した結果、長期借入金による整備案を策定し、役員会に提出した。

（年度計画【65－２】を参照） 

 

 

３．研究活動の推進 

 

○ 研究活動推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況 

■ 平成 18 年度に引き続き、財務上の資源配分として、予算編成において、戦

略的な教育研究プロジェクト等を実施するため、大学戦略経費（学長裁量経

費）を設定し、予算配分を行った。 

 

■ 世界で通用するような若手研究者の養成を目的として、大学院学生が自由

な発想の下に主体的に研究に取り組める機会を与え、必要な資金を研究奨励

金として支給できる本学独自の制度「東京農工大学研究奨励金『JIRITSU（自

立）制度』」を創設した。 

 

○ 若手教員、女性教員等に対する支援のための組織的取組状況 

■  平成 18 年度の科学技術振興調整費の採択課題「若手人材育成拠点の設置と

人事制度改革」の計画に基づき、大学運営費による若手教員採用へのテニュ

アトラック制度導入に向け、学内に設置された検討委員会で検討した。その

結果、平成 20 年度より全学的に導入することとした。（年度計画【83】【84】

参照） 

 

■  平成 18 年度に引き続き、女性キャリア開発・支援センターにおいて、女性

教員が出産・育児等を行いながら研究を続けられるよう、センターの特任助

手が研究補助を行う「研究支援員制度」や育児・介護クーポンの配布、講演

会の開催等、女性キャリア支援事業を行った（中期計画【148】を参照）。

また、小金井キャンパス敷地内に保育所を誘致することを決定し、保育所を

運営する NPO 法人との契約を行った（資料編 79 頁【添付資料９-３】（３）

を参照）。 

 

■  平成 19 年度から新たに実施される日本学術振興会の「若手研究者インター

ナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）」に本学ナノ未来科学拠点が

申請した「“ナノ材料”プレテニュアトラック若手研究者育成インターナシ

ョナルプログラム」が採択された。これを受けて、２名の若手研究者（ポス

トドクター１名、博士課程学生１名）を海外に派遣した（派遣期間各６ヶ月）。

（年度計画【125】を参照） 
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■  共生科学技術研究院において、部門を越えた共同研究やプロジェクト研究

を奨励するために、若手研究者を中心に、部門を越えた融合・萌芽的研究に

対する支援を目指した「研究奨励助成制度」を平成 19 年度より導入した。

 

○ 研究活動推進のための有効な組織編制の状況 

■  共生科学技術研究院における組織の見直しを行い、工学系部門では、学術

分野ごとにより評価を効率よく行えるよう再編成した。さらに、部門を越え

て、分野にとらわれない融合領域の研究を推進するために、「拠点」を設置

して、必要に応じて機動的・流動的に教員を配置できる体制へ改組した。（年

度計画【70-２】、資料編 49 頁【添付資料６-１】（１）を参照） 

 

○研究支援体制の充実のための組織的取組状況 

■ 設備整備に関するマスタープランに基づき、全学的な教育研究設備の計画的

配置及び整備充実を目指した「学術研究支援総合センター」を平成 20 年４

月に設置し、遺伝子実験施設及び機器分析センターの機能を統合することと

した。(年度計画【89】、資料編 79 頁【添付資料９-３】（３）を参照) 

 

 

４．社会連携・地域貢献、国際交流等の推進 

 

○ 大学等と社会の相互発展を目指し、大学等の特性を活かした社会との連携、

地域活性化・地域貢献や地域医療等、社会貢献のための組織的取組状況 

■  文部科学省の社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラムに本学のプ

ログラム（｢出産･育児などで休業した女性獣医師の社会復帰のための再教育

支援プログラム｣）が採択され、東京都獣医師会及び本学女性キャリア支援

センター等と協力して、講演会等を開催した。 

 

■  一般市民、小中高構成、専門職業人等を対象とした公開講座（16 件）や本

学と地域を結ぶネットワークの各事業（22 件）を実施した。本年度より新

たに開催した「子供身近な動物教室」では、定員を上回る応募があった。そ

の他にも、「子供たちと動物ふれあい授業」「子供インターネット教室」等を

開催し、延べ 1,100 名の受講があった。（年度計画【105】を参照） 

 

■  経済産業省の「大学連携型起業家育成施設整備事業（地域インキュベータ）」

に小金井市・東京都とともに申請し、採択を受けた。これにより、大学発ベ

ンチャー育成支援と地域連携の推進を図る、本格的な新産業創出体制を整備

した。なお、施設については、延床面積約 1,600 平方メートル、居室数 21

を予定しており、平成 20 年から運営される計画である。（年度計画【75】【92】

を参照） 

■ 女性キャリア支援・開発センターの企画による、主として女性の卒業生・

修了生の社会貢献に資するための、本学卒業生・修了生が本学研究生または

科目等履修生として再教育を受ける際の入学料の免除及び授業料の半額化

を、平成 19 年度より実施した。また、同センターにおいて、女性キャリア

支援に関する講演会の開催や女子中高生のためのサマースクール等を実施

した。 

 

○ 産学連携、知的財産戦略のための体制の整備・進捗状況 

■  ４月に文部科学省の「国際的な産学官連携の推進体制整備」事業に申請し、

12 大学の一つとして採択を受けた。本事業を受け、国際的な産学官連携の

推進体制を整備するため、国際リエゾン室を新たに設置し、国際支援化スタ

ッフ２名を配置するとともに、知的財産部を改組して国際知的財産部を設置

し、国際知財人材(弁理士)を２名配置した。また、海外リエゾン拠点の拡大、

事務職員の英国ブライトン大学への研修派遣、国際知財人材の育成を通して

推進体制のさらなる充実を図った。海外企業との共同研究については、４件

契約した。（年度計画【109-２】を参照） 

 

○ 国際交流、国際貢献の推進のための組織的取組状況 

■ 「国際センター」を設置し、国際戦略企画、国際活動の支援、国際産学官

連携事業の推進、日本語教育の充実等の国際交流事業の拡充を図った。発足

記念事業として、海外留学を志す若しくは興味のある学生を対象に海外派遣

留学を理解・促進することを目的としたセミナーや国際センターの今後の課

題を展望し、国際社会に活躍・貢献できる人材育成や国際交流事業の拡充を

図ることを目的としたシンポジウムを開催した。（年度計画【114】を参照） 

 

■  文部科学省の国際協力イニシアティブ 教育協力拠点形成事業（「開発途上

国における高等教育支援の課題と展望－日本におけるアフガニスタン高等

教育復興支援活動を踏まえて－」）及び 「国際的な産学官連携の推進体制整

備」事業が採択された。（年度計画【123-１】を参照） 

 

 

５．その他 

 

○ 以上の事項に関する他大学等との連携・協力についての状況 

■  平成 18 年度に引き続き、静岡県・東京工業大学・早稲田大学との間で「医

工連携」を継続した。（年度計画【３】を参照） 
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

※財務諸表及び決算報告書を参照    

Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

中期計画 年度計画 実績 

１ 短期借入金の限度額  １７億円 

      

２ 想定される理由    

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等によ

り緊急に必要となる対策費として借り入れすること

も想定される。  

１ 短期借入金の限度額   １７億円 

 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等によ

り緊急に必要となる対策費として借り入れすること

も想定される。 

該当なし 

 

Ⅴ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

 

中期計画 年度計画 実績 

重要な財産を譲渡する計画 

・ 農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育

研究センターフィールドミュージアム秩父の土地

の一部（埼玉県秩父市大滝浜平丸クロ6093 5,377

㎡）を譲渡する。 

・ 農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育

研究センターフィールドミュージアム本町の土地

の一部（東京都府中市本町３丁目10番１外

1,354.44㎡）を譲渡する。 

重要な財産を譲渡する計画 

無し 

該当なし 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

 

中期計画 年度計画 実績 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の

質の向上及び組織運営の改善等に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の

質の向上及び組織運営の改善等に充てる。 

教育研究の質の向上及び組織運営の改善等に充

てるため、以下のとおり使用した。 

使用額 372,519,078 円 

使途概要：キャンパス・アメニティの改善、教育

研究設備の整備、各種環境整備等 
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中期計画 年度計画 実績 

 

施設・設備の内容  予定額(百万円) 財  源 

・小規模改修 

 

総額 

216 

施設整備費補助金 

（216）

（注１） 金額については見込みであり、中期目標を達成する

ために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備

の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が

追加されることもある。 

（注２）小規模改修について１７年度以降は１６年度同額と

して試算している。 

  なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建造費

補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金、

長期借入金については、事業の進展等により所要額の

変動が予想されるため、具体的な額については、各事

業年度の予算編成過程等において決定される。  

 

施設･設備の内容予定額(百万円) 財  源 

・（小金井他）

耐震対策事業 

・附属家畜病院

整備事業 

・各所営繕 

総額  1,231 施設整備費補助金

18 年度補正 

 （645） 

長期借入金  

（550）

国立大学財務･経

営センター施設費

交付金  

（36）  

 

施設･設備の内容 実績額(百万円) 財  源 

・工学部５号館他

改修 

・附属家畜病院整

備事業 

・農学部８号館１

階改修 

総額  1,226 施設整備費補

助金18年度補

正 

 （645） 

長期借入金  

（545） 

国 立 大 学 財

務･経営セン

ター施設費交

付金  

（36）  

 

 

○ 計画の実施状況等 

施設整備費補助金 18 年度補正 

・工学部５号館他改修：建築後 34 年を経過し老朽化が著しく耐震性能も低いため、老朽・機能改善及び耐震改修工事 

 

長期借入金 

・附属家畜病院整備事業：老朽化・狭隘化に対応するため、既存施設の改修、増築工事及び診療設備の設置 

 

国立大学財務･経営センター施設費交付金 

・農学部８号館１階改修：経年により老朽化した実験・研究室の機能改善工事 

 

 

 

Ⅶ その他   １ 施設・設備に関する計画 
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Ⅶ その他   １ 人事に関する計画 

 

中期計画 年度計画 実績 

（人事に関する方針） 

本学の教育研究の活性化を図るため、採用に関

する諸条件を適切に勘案した公募制を原則として

採用する。 

人事制度の在り方について検討を進め、多様な

勤務形態の実現を図る。 

「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議

決定）において示された総人件費改革の実行計画

を踏まえ、人件費削減の取組を行う。 

事務職員等の専門性の向上について、長期的視

野に立った研修を行うとともに、専門性の高い職

種については、経験や資格を有する優秀な人材を

確保する。 

教員の学内外の研究教育活動等、多面的な活動

を適正に評価するとともに、職員についても評価

に基づいた人事システムを策定し、その適正な評

価に基づいた給与システムを構築する。 

（参考） 中期目標期間中の人件費総額見込み   

41,893百万円（退職手当は除く） 

 

(上記の｢教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置｣

再掲) 

・新規採用教員の選考結果、採用理由、応募者の内訳、男女比率な

どの公表基準及び方法について、検討結果に基づき結論を得る。

・事務職員の評価方法及び成果の反映について、公務員制度改革の

動向を踏まえつつ、制度としてのフォローを引き続き行う。 

・選択定年制度の実施について、検討結果に基づき結論を得る。

・サバティカル制度の導入について、試行段階に入った教員活動評

価方法と関連して、引き続き検討する。 

・公募制をさらに活用するため、その要件や選考の方法についての

検討結果に基づき、結論を得る。 

・若手研究者の流動性を高めるための任期制の適用範囲、処遇等を

検討した結論に基づき、さらに任期制を拡充するとともに、制度

全体のフォローを行う。 

・優れた若手研究者等の採用拡大のため、外部資金等による任期付

採用制度についてのフォローを行う。 

・外国人・女性教員の採用拡大についての検討結果を踏まえ、具体

的制度設計について引き続き検討する。 

・平成 18 年度に策定した中長期的な教職員の人事計画に基づき、

適切な人件費管理を実施する。 

・総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成 19 年度は概ね 1％の人

件費の削減を図る。 

・事務職員等の採用は、引き続き関東甲信越地区国立大学法人等職

員採用試験を他大学と協力して採用試験を実施する。また、専門

性の高い職種については専門職員就業規則に則った必要な分野に

ついての採用を検討する。 

・事務職員の語学（会話）能力向上を企図した海外研修を含む系統

的な研修を企画する。 

・事務職員の他機関との人事交流を行う。 

・教員活動評価を試行的に実施し、評価システム等の見直しを行う。

 

（参考１） 

平成 19 年度の常勤職員数   654 人 (役員を除く) 

 また、任期付き職員数の見込みを 13 人 (外数) とする。 

（参考２） 

平成 19 年度の人件費総額見込 7,151 百万円(退職手当は除く) 

（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件 5,887 百万円）

「（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を

達成する為の措置」本実績報告書 16～24 頁（年度

計画【141】～【153】）を参照。 

 

（参考１） 

平成 19 年度末の常勤職員数 621 人(役員を除く) 

また、任期付き職員数を 25 人 (外数)とする。 

 

（参考２） 

平成 19 年度の人件費総額 6,954 百万円 
(退職手当は除く) 

（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費

総額 5,589 百万円） 
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○ 別表（学部の学科、研究科の専攻等                  
 （ ）内は留学生数を外数で示す。

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

 

農学部 
 生物生産学科 
 応用生物科学科 
 環境資源科学科 
 地域生態システム学科 
 獣医学科 
 （うち獣医師養成に係る分野） 
 
工学部 
 生命工学科 
 応用分子化学科 
 有機材料化学科 
 化学システム工学科 
 機械システム工学科 
 物理システム工学科 
 電気電子工学科 
 情報工学科 

(a) 
【人】

 
228
284
244
304
210
210

 
 

330
194
174
150
496
224
392
264

(b) 
【人】

 
261 (1)
326 (2)
289 (1)
360 (2)
236 (0)
236 (0)

 
 

340 (5)
217 (2)
203 (6)
168(11)
562 (9)
261 (4)
470(19)
310(16)

(b)/(a)×100
【％】

 
114.47
114.79
118.44
118.42
112.38

      112.38
 
 

103.03
111.86
116.67
112.00
113.31
116.52
119.90
117.42

      学士課程     計 3494 4003(78) 114.57

工学府（博士前期） 
 生命工学専攻 
 応用化学専攻 
 機械システム工学専攻 
 物理システム工学専攻 
 電気電子工学専攻 
 情報工学専攻 
 
農学府（修士課程） 
 生物生産科学専攻 
 共生持続社会学専攻 
 応用生命化学専攻 
 生物制御科学専攻 
 環境資源物質科学専攻 
 物質循環環境科学専攻 
 自然環境保全学専攻 
 農業環境工学専攻 
 国際環境農学専攻 
 
生物システム応用科学府(博士前期) 
 生物システム応用科学専攻 

  

76
116
106
44
82
58

42
24
42
34
22
34
38
20
40

104

 

120 (7)
160 (1)
141 (2)
51 (0)
142 (3)
78 (8)

 
 

54 (3)
27(19)
62 (2)
48 (1)
25 (3)
31 (6)
40 (3)
18 (1)
33(44)

 
 

 145(1)

 

157.89
137.93
133.02
115.91
173.17
134.48

 

128.57
112.50
147.62
141.18
113.64
91.18
105.26
90.00
82.50

139.42

    博士前期（修士）課程 計 882 1175(107) 133.22
 

 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 
 
工学府（博士後期） 
 生命工学専攻 
 応用化学専攻 
 機械システム工学専攻 
 電子情報工学専攻 
 
連合農学研究科（博士課程） 
 生物生産学専攻 
 生物工学専攻 
 資源・環境学専攻 
 生物生産科学専攻 
 応用生命科学専攻 
 環境資源共生科学専攻 
 農業環境工学専攻 
 農林共生社会科学専攻 
 
生物システム応用科学府（博士後期）
 生物システム応用科学専攻 

42
42
39
57

44
20
16
15
10
7
4
4

    
66

58 (7)
53 (3)
32 (5)
63 (2)

84(60)
25(13)
19(18)
15 (5)
5 (0)
6 (3)
2 (2)
9 (7)

77(10)

 

 

138.10 
126.19 
82.05 
110.53 

 
 

190.91 
125.00 
118.75 
100.00 
50.00 
85.71 
50.00 
225.00 

 
 

101.52 

  博士後期（博士）課程    計 366 437(133) 119.40 

技術経営研究科（専門職学位課程）
 技術ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 

 

80

 

104 (0)

 

130.00 

            専門職学位課程 計 80 104 (0) 130.00 

 

  ○ 計画の実施状況等 

  ＜収容定員に関する計画の実施状況（平成19年5月1日現在）＞ 

・ 「大学の概要」(本実績報告書１頁)の ⑤ 学部・研究科等の学生数には、 

  留学生数を( )書きで内数記載しているが、本表では、留学生数を( )書きで 

  外数記載している。 

  ただし、工学府の応用化学専攻・機械システム工学専攻・電気電子工学専

攻・電子情報工学専攻及び生物システム応用科学府の生物システム応用科学

専攻については、定員内化が行われているので、外国人学生（私費留学生）

を含む。 

 

・秋季入学の実施状況： 工学府（博士前期・後期課程）、農学府（国際環境

農学専攻）、生物システム応用科学府（博士前期・後期課程）及び連合農学

研究科において実施。 
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＜収容定員と収容数に差がある場合（定員充足が90％未満）の主な理由＞ 

○博士前期（修士）課程 

・農学府（修士課程） 

国際環境農学専攻：専攻の目的に則して、留学生等を多く受入れているため。

○博士後期（博士）課程 

・工学府（博士後期） 

機械ｼｽﾃﾑ工学専攻：好景気に支えられた機械系企業の積極的な採用活動に加

えて､修士学生の社会的ニーズが極めて高いという情勢

のために、博士後期課程への進学を希望する修士学生が

少ないため｡ 

・連合農学研究科（博士後期） 

   応用生命科学専攻 : 平成19年度より改組し、学生を受入れたため。 

  環境資源共生科学専攻：平成19年度より改組し、学生を受入れたため。  

  農業環境工学専攻 ：平成19年度より改組し、学生を受入れたため。 
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